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序　　　文

　慶長 5 年（1600）に伊達政宗が仙台城の縄張りを開始し、城下のまちづくりをおこなってか

ら四百年余りが過ぎた現在、仙台市は人口 100 万人を越える東北地方の中心都市となりました。

仙台市発展の原点となった仙台城跡は、ビルが林立する都心部から最も近い緑豊かな場所とし

て、これまで青葉城や天守台といった愛称で市民から親しまれてきました。

　仙台城跡は、平成 9 年度から 16 年度までおこなわれた本丸石垣修復工事に伴う発掘調査や、

平成13年度から始められた国庫補助による学術調査によって、中世の山城であった千代城期や、

伊達氏の居城期の内容が徐々に明らかとなってきました。これらの発掘調査から得られた成果

により、仙台城跡は我が国の近世を代表する城郭遺跡であることが評価され、平成 15 年 8 月、

国の史跡に指定されました。

　平成 23 年に発生した東日本大震災では、仙台城跡の石垣に大きな被害がありましたが、伝

統工法にもとづく復旧に努め、文化財としての価値を損なうことなく後世に残すことができま

した。

　また、「仙台城跡整備基本計画」の策定から 10 年以上が経過したことから、平成 29 年 11 月

には「仙台城跡保存活用計画等検討委員会」が発足し、平成 31 年 1 月に「史跡仙台城跡保存

活用計画」が策定されました。これを契機に史跡仙台城のあるべき姿の実現をめざすため、新

たな「史跡仙台城跡整備基本計画」の策定に向けた取り組みが始まりました。

　本報告書は、平成 31 年度の学術調査の成果と造酒屋敷跡の総括をまとめたものになります。

今年度は、登城路跡・三の丸土塁の発掘調査と清水門北側石垣の測量調査を実施しました。登

城路跡では、本来の登城路の実態解明を目的に調査を行い、巽門跡西側から続く石垣の延長を

確認しました。これにより巽門から清水門へと続く登城路の形状を知る手がかりを得ることが

できました。

　また、昨年度まで実施した 6 次にわたる造酒屋敷跡の調査成果について総括し、これまでに

発見されている遺構・遺物から造酒屋敷内における酒造り工程の一端を明らかにすることがで

きました。さらに文献史料・絵図によって御用酒屋としての榧森氏の実態と建物の変遷につい

ても検討をおこないました。

　最後になりましたが、今回の調査および調査報告書の刊行にあたり、多くの方々からご指導、

ご協力を賜りましたことを深く感謝申し上げます。あわせて、本報告書が研究者のみならず市

民の皆様にも広く活用されることで、文化財保護の一助となれば幸いです。

    令和 2 年 3月

仙台市教育委員会

教育長  佐々木　洋



例　　　言

１．本書は、文化庁の国庫補助事業として実施した、国史跡仙台城跡の令和元年度遺構確認調査（登城路跡第 3 次調
査：全体 32 次調査、三の丸土塁第 5 次調査：全体 33 次調査、清水門北側石垣第 2 次測量調査：全体 34 次調査）
の報告書および造酒屋敷跡遺構確認調査（仙台城跡第 21・23・26 ～ 28・30 次調査）の総括報告書である。

２．本書に関わる国史跡仙台城跡の調査については、令和元年 5 月 17 日付 31 受文庁第 4 号の 159 にて文化庁長官
の許可を得て実施した。

３．発掘調査および整理作業は、関根章義、加藤智仁（仙台市教育委員会文化財課）が担当した。本書の作成は、Ⅰ
～Ⅲを加藤が、Ⅳ～Ⅷ -3・5 を関根が、Ⅷ -4 を須貝慎吾（仙台市教育委員会文化財課）が執筆した。本書の編集は、
関根が行った。

４．出土陶磁器の鑑定は佐藤洋氏に依頼した。
５．木簡の判読は、籠橋俊光氏（東北大学文学部准教授）、仙台市博物館の協力を得た。
６．清水門北側石垣の計測・図化は国際航業株式会社仙台支店に委託して行った。
７．調査成果については既に各種刊行物などで公表されているが、本書の記載内容がそれら全てに優先する。
８．発掘調査および報告書作成にあたり、次の機関と方々から御指導・御協力をいただいた。記して感謝する。（敬称略・

順不同）宮城県教育委員会文化財保護課、仙台市博物館、宮城県考古学会、中畔明日香（伊丹市立博物館 館長）
９．本調査および報告書作成に係わる諸記録や出土遺物などの資料は、すべて仙台市教育委員会が保管・管理している。

凡　　　例

１．本書中の地形図は、仙台市作成の現況測量図（1：500）の他に、国土地理院発行の１：50,000『仙台』と１：
10,000 地形図『青葉山』の一部を使用している。

２．本書の座標値は世界測地系に基づいており、図中の方位は座標北である。また、高さは標高値で記した。
３．遺構略号は、全遺構に対して通し番号（国庫補助調査による検出遺構番号：KS ‐ 　）を付した。
４．本報告書の土色については、『新版標準土色帳』（古山・竹原：2001）を使用した。
５．本書に使用した遺物図版の縮尺は、陶磁器類・土器類は 1：3、瓦・レンガは 1：6、石製品は 1：2 を原則としており、

その他の遺物は各図中に示している。遺構図版の縮尺については各図中に示している。
６．遺物観察表の中の法量で（　）で示した数値は、陶磁器類・土器類については推定復元値、その他の遺物につい

ては残存値を示している。また、「－」は計測不能を示している。
７．石垣の表記については以下の図の通りである。



８．遺物の計測部位については以下の図の通りである。

9．本書には、造酒屋敷に関する史資料および木簡の翻刻文を掲載している。
10．木簡に関しては、保存処理後に赤外線カメラを通して再翻刻し、それを掲載した。
11．木簡の判読では、木簡上部が欠損せず文面の頭が明らかなものには「・」を付した。
12．関係資料の出典については各資料の題目に（　　）で注記した。
13．翻刻文の表記は、原則として常用漢字を用いた。また、適宜読点「、」および並列点「・」を付し、変体仮名につ

いては通常の仮名に改めた。合字は、「よ」と「り」の合字をゟで表して用いた。助詞は原則原文のままとした。傍注（　）
を付し、注釈を加え、文章の通じないものには、その右傍に（ママ）と表記し、疑問の箇所には（ヵ）と傍注を付した。

14．影写や木簡などからの翻刻の場合に、もとの文の改行に応じて」で示した。折紙で表から見返しに移る改行は』で示し、
（折紙見返）の傍注を付した。さらに追而書が袖から行間へ移る際の改行などに』を使用している。

15．欠損などにより判読できない文字は、字数に応じ□□で、字数の不明なものや筆写の際に省略されたと思われる箇
所については [　　　] で示した。
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Ⅰ　はじめに

令和元年度は、国庫補助による仙台城跡遺構確認調査を下記の体制で臨んだ。

　　調査主体　　　仙台市教育委員会（生涯学習部文化財課仙台城史跡調査室）

　　調査担当　　　文化財課　　課長　長島　栄一　　　　　仙台城史跡調査室長　鈴木　隆

　　　　　　　　　　　　　　　主任　関根　章義　　　　　主事　佐藤　恵理　　　主事　須貝　慎吾

　　　　　　　　　　　　　　　文化財教諭　加藤　智仁　　専門員　工藤　哲司　

発掘調査、整理を適正に実施するために調査・整備委員会を設置し、指導・助言を受けた。（五十音順）

　　　　　委員長　　　藤澤　敦　（東北大学教授）※＊

　　　　　副委員長　　北野　博司（東北芸術工科大学教授）※＊

　　　　　委員　　　　奥村　聡子（一般社団法人東北観光推進機構推進本部　本部長代理）

　　　　　委員　　　　籠橋　俊光（東北大学准教授）※

　　　　　委員　　　　佐浦　みどり（有限会社東北工芸製作所　常務取締役）

　　　　　委員　　　　佐々木　貴弘（国土交通省東北地方整備局　東北国営公園事務所長）

　　　　　委員　　　　鈴木　未来（株式会社ラフ・アソシエイツ　代表取締役）

　　　　　委員　　　　永井　康雄（山形大学教授）＊

　　　　　委員　　　　深澤　百合子（東北大学名誉教授）＊

　　　　　オブザーバー　宮城県教育委員会文化財課 ※

仙台城跡調査・整備委員会開催日

　　　第 3回：令和元年 11 月 11 日

　　　第 4回：令和 2年 3月 17 日（中止）

仙台城跡調査・整備委員会調査部会開催日

　　　令和元年 8月 20 日（出席者は名前に※表記）、令和 2年 1月 29 日（出席者は名前に＊表記）

調査および整理参加者　　太田裕子、桂島通子、菅家婦美子、田中春美、菱沼ミノリ、増田瑞枝、結城龍子

宮城県

仙台市
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城館跡 23 成覚寺板碑 47 愛宕山横穴墓群 A地点

1 仙台城跡 24 陸奥国分寺五輪塔 48 愛宕山横穴墓群 B地点

2 葛岡城跡 25 三宝荒神社板碑群 49 大年寺山横穴墓群

3 郷六御殿跡 26 長徳寺板碑 50 宗禅寺横穴墓群

4 国分鞭館跡 27 猫塚古墳・少林神社板碑群 51 兜塚古墳

5 茂ヶ崎城跡 28 古城神社板碑 52 杉土手（鹿除土手）

6 若林城跡 29 古峯神社板碑 53 茂ケ崎横穴墓群

7 北目城跡 30 宅地古碑群 54 二ツ沢横穴墓群

神社・寺院・墓所等 31 郡山三丁目古碑群 55 法領塚古墳

8 経ケ峯伊達家墓所 32 八幡社古碑群 56 保春院前遺跡

9 亀岡八幡神社 33 長町駅裏古碑群 57 養種園遺跡

10 東照宮 34 西台畑板碑群 58 南小泉遺跡

11 政宗灰塚 35 蛸薬師古碑群 59 朝鮮ウメ

12 林子平墓 その他の主な遺跡 60 郡山遺跡

13 大崎八幡神社 36 川内 A遺跡 61 西台畑遺跡

14 三沢初子の墓など 37 川内 B遺跡 62 長町駅東遺跡

15 陸奥国分寺跡 38 川内 C遺跡 63 一塚古墳

16 大年寺山伊達家墓所 39 川内武家屋敷遺跡 64 二塚古墳

17 大年寺惣門 40 桜ヶ岡公園遺跡 65 富沢遺跡

板碑・石碑 41 青葉山 B遺跡 66 金岡八幡古墳

18 川内古碑群 42 青葉山 E遺跡 67 砂押古墳

19 片平仙台大神宮の板碑 43 青葉山 C遺跡 68 芦ノ口遺跡

20 澱不動尊文永十年板碑 44 青葉山 A遺跡 69 土手内横穴墓群

21 延元 2年板碑 45 青葉山 D遺跡 70 三神峯遺跡

22 郷六大日如来の碑 46 薬師堂東遺跡 71 裏町古墳

第 1 図　仙台城跡と周辺の遺跡
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Ⅱ　仙台城跡の概要

1. 仙台城跡の地理的環境
　仙台城跡は、仙台市の中心市街地の西方にある、青葉山丘陵及びその麓の河岸段丘部分を中心に城域が形成されて

いる近世城郭である。大きく本丸、二の丸、三の丸（東丸）の地区に分かれるが、それぞれが異なる段丘面に造られ

ている。

　本丸は青葉山丘陵の高位段丘である青葉山段丘面（標高 115 ～ 138m）に位置し、その規模は正保 2年（1645）の『奥

州仙台城絵図』に「東西百三十五間、南北百四十間」とあり、一間を六尺として換算すると、東西 245m、南北 255m

である。本丸の南側は落差約 40m の竜ノ口渓谷、東側は広瀬川に落ちる 60m 以上の断崖であり、比較的傾斜の緩やか

な北側に約 17m の高さの石垣が築かれている。尾根続きの西側には 3条の大規模な堀切などが確認されている。その

奥には藩政期には立ち入りが禁じられていた「御裏林」と呼ばれた森林が広がり、貴重な自然が現存していることか

ら、昭和 47 年（1972）に国指定天然記念物「青葉山」に指定され、現在は東北大学植物園となっている。

　本丸の麓部の河岸段丘上には、二の丸と三の丸が置かれる。本丸の北西に位置する一段下った仙台上町段丘（標高

54 ～ 71m）に二の丸が立地する。東丸とも呼ばれた三の丸は本丸の北東に位置し、二の丸よりさらに一段下った仙台

下町段丘上（標高 40m 程度）に立地している。各段丘面の間は段丘崖のため、比較的急峻な斜面となっている。

二の丸は、広瀬川に向かって流れる二つの沢に挟まれ、御裏林を背にした場所に位置する。東側の大手門跡付近には

約 9m の高さの石垣が残り、その南側には大手門脇櫓が昭和 42 年（1967）に再建されている。

　三の丸は外郭の北側と東側を水堀と土塁に囲まれ、南側からは本丸へと上る登城路として巽門から清水門、沢曲輪、

沢門と続いている。三の丸東側のより低位の段丘面には追廻地区があり、重臣の屋敷や馬場が広がっていた。その東

を流れる広瀬川の岸部分には石垣が残存している。

２. 仙台城跡の歴史的環境
（1）仙台城築城以前の歴史的環境
　築城以前の遺跡として、後期旧石器時代から古代にかけての遺跡である、青葉山 A ～ E 遺跡がある。特に青葉山 E

遺跡では縄文時代の遺構・遺物がまとまって出土している。また、二の丸に隣接する川内 A 遺跡や川内 B 遺跡から

も縄文時代の遺物が出土している。周辺には中世の信仰に関わる遺跡などが存在している。御裏林の中に弘安 10 年

（1287）と正安 4 年（1302）の板碑が立つ川内古碑群がある。仙台城跡が立地する青葉山には、かつて寺院があった

とする伝承があり、愛宕山の大満寺虚空蔵堂は仙台城築城に伴って現在の地に移転したとされ、中世期における仙台

城跡周辺が宗教的な場であったことを物語っている。伊達政宗による仙台城築城以前には、国分氏がこの地域を治め

ていた。その国分氏の居城である「千代城」に関する 16 世紀代の記録では、天正年間（1573 ～ 1592）以降は廃城と

なったとされている。平成 10 年（1998）の本丸北壁石垣修復工事に伴う調査で、仙台城とは異なる時代の虎口・竪堀・

平場・通路などの遺構が検出されていることから、仙台城跡にはその前身となる中世山城が存在していた可能性が想

定される。

（2）仙台城の歴史的環境
　仙台城は仙台藩初代藩主伊達政宗によって築かれ、幕末まで藩政の中心として維持された城である。慶長 5（1600）

年 12 月 24 日に城の縄張りが開始され、慶長 7 年（1602）5 月には一応の完成をみたとされる。築城当初の仙台城は

未解明の部分が多いが、千代城の縄張りを改変したもので、それまで千代と呼ばれていたこの地を、政宗が築城の際

に、「仙台」と改めたとされている。絵図や文献によれば、本丸には慶長 15 年（1610）に完成した大広間を中心とす

る能舞台や書院などの御殿建物群が存在していた。東側の城下を見下ろす崖に造られた懸造なども建てられた。上方

から招いた当代一流の大工棟梁・工匠・画工等によって作られた桃山文化の集大成と言える建物群が威容を誇ってい

たと考えられる。

　築城当初は本丸や三の丸を中心とする城郭であり、本丸や三の丸からは政宗築城期の遺構や遺物が発見されている。
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築城期の本丸は現在見られる本丸の縄張りと異なっていることが明らかになっており、現在の本丸の姿となるのは寛

文 8年（1668）の地震により被災した石垣の修復後だと考えられる。また、西脇櫓、東脇櫓、艮櫓、巽櫓などの三重

の櫓は、正保 3 年（1646）4 月の地震によって倒壊したとする記事がみられ、以後再建されなかった。後に二の丸と

なる山麓部には、政宗の四男である伊達宗泰や、長女である五郎八姫の屋敷があったと考えられ、それを裏付けるよ

うな遺構や遺物が検出されている。寛永 13 年（1636）政宗の死後、二代藩主忠宗は宗泰の屋敷があったとされてい

る場所に二の丸の造営を開始した。それ以降はこの二の丸が藩政の中心となり、三の丸、重臣武家屋敷などが一体と

なって城域を形成していた。また、二の丸は貞享 4 年（1687）から元禄 13 年（1700）にかけて四代藩主綱村によっ

て大きな改造が行われ、仙台城の基本的な構成が完成することとなる。

　二の丸よりさらに一段下った三の丸には、築城当初は政宗の私邸的屋敷があったと考えられる。三の丸周囲には水堀

と土塁がめぐり、現在も残存している。二の丸が造営された寛永年間には米蔵が置かれていたと考えられる。また、政

宗が酒造りをさせた造酒屋敷が置かれた三の丸南側の巽門と清水門に隣接する平場からは、井戸跡が確認されている。

（3）仙台城廃城後の歴史的環境
　仙台城は、明治 2（1869）年の版籍奉還を受けて二の丸に明治政府の勤政庁が置かれ、明治 4（1871）年には東北

鎮台（後に仙台鎮台）が置かれることとなった。それらの庁舎には二の丸の殿舎が利用されていたが、明治 15（1882）

年の大火によって全て焼失した。本丸も東北鎮台の管理下に置かれ、建物群は明治の初め頃に取り壊されたようであ

るが、正確な年月は不明である。

　明治 21（1888）年に仙台鎮台は陸軍第二師団となり、二の丸には師団司令部が置かれる。一方で本丸には、明治

35（1902）年に昭忠碑、明治 37（1904）年に仙台招魂社が建立された。招魂社は昭和 14（1939）年に宮城縣護國神

社となった。

　仙台城の面影を残していた中門は大正 9（1920）年に取り壊され、国宝の大手門および脇櫓、巽門は昭和 20（1945）

年の仙台空襲によって焼失した。現在では大手門北側の土塀が江戸時代からの姿を残しているのみである。戦後、仙

台城跡は米軍の駐屯地となり、中島池などが埋め立てられるなど造成が行われた。昭和 32（1957）年に米軍から土

地が返還されると、二の丸のほとんどは東北大学が使用することとなった。三の丸には昭和 36（1961）年に仙台市

博物館が建設された。昭和 42（1967）年には大手門脇櫓が再建されている。現在、本丸は神社敷地となっているが、

ほかは青葉山公園として利用されている。

3. 仙台城跡の発掘調査
　仙台城跡の調査は、昭和 58 年（1983）から継続的に実施されている東北大学構内の施設整備に伴う二の丸跡の発

掘調査と、仙台市博物館の新築工事に伴って昭和 58・59 年（1983・1984）に実施された三の丸跡の発掘調査から始

まる。本丸跡では小規模な確認調査を除けば、平成 9年（1997）の石垣修復工事に伴う発掘調査を初めとする。

　本丸北壁の石垣は昭和 30 年代から変形が目立ち始め、防災上の観点から石垣修復工事が行われた。石垣の解体に

伴って本丸跡の発掘調査が行われ、平成16年（2004）に工事を終了している。この石垣修復工事に伴う発掘調査により、

現存石垣（Ⅲ期石垣）背面より 2時期の旧石垣（Ⅰ期、Ⅱ期石垣）が検出され、石垣の変遷が明らかになった。

　平成 13 年（2001）からは国の補助を受け、発掘調査のほかに遺構現況調査や石垣測量などの総合調査を実施して

いる。平成 17 年 (2005) からは、三の丸土塁における石垣や土塀等の遺構確認のための調査を実施しており、土塁の

構成などが明らかになった。また、巽門の上の平場にある造酒屋敷跡を対象として平成 20 年 (2008) から平成 30 年

(2018) に渡って 6 度の調査を実施している。仙台藩の御用酒屋であった榧森家の屋敷跡や、酒造りに使われたと考

えられるカマド跡も検出された。このように、令和 2 年（2020）3 月現在で 33 次にわたる調査を実施している。他

にも、二の丸北部では平成 16 年より高速鉄道東西線建設事業に伴う試掘調査および遺構の確認調査が行われた。

　平成 15 年（2003）5 月に三陸沖を震源とする地震で、中門跡と清水門跡の石垣の一部が被災し、平成 15 ～ 17 年（2003

～ 05）に災害復旧工事を行った。平成 23 年（2011）3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）で

は本丸跡と周辺崖地、大手門脇櫓、酉門、中門、清水門の石垣などが被災し、平成 23 ～ 28 年に災害復旧工事が行わ

れた。
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Ⅲ　仙台城跡の発掘調査の実績と計画

　今年度は、仙台城跡整備に向けて登城路跡（第 3次）と、三の丸土塁（第 5次）の遺構確認調査と清水門北側石垣

測量調査 (2 次 ) を実施した。

　今年度実施した第 32 次調査では、巽門跡西側にある石垣の延長線上、巽門跡北側に調査区を設定した。石垣がど

のように延びているのかなどの確認を目的とした。第 33 次調査は、江戸時代の土塁の形状の確認、土塁上の遺構の

有無の確認などを目的として行った。第 34 次調査は、登城路跡周辺石垣の現況確認および整備のための基礎データ

の収集を目的とした。

第 1 表　これまでの調査実績
調査次数 調査地区 調査面積 調査期間

第 1次 大広間跡（1次） 185 ㎡ 平成 13 年 9 月 17 日～ 12 月 27 日

第 2次 清水門付近石垣測量 210 ㎡（立面） 平成 13 年 11 月 30 日～平成 14 年 2 月 13 日

第 3次 大番士土手跡・御守殿跡・懸造跡 1,400 ㎡ 平成 14 年 5 月 20 日～平成 15 年 1 月 31 日

第 4次 巽櫓跡 110 ㎡ 平成 14 年 5 月 20 日～ 8月 31 日

第 5次 大広間跡（2次） 470 ㎡ 平成 14 年 8 月 5 日～ 12 月 20 日

第 6次 仙台城跡（全域） 約 145ha 平成 15 年 5 月 7 日～ 8月 8日

第 7次 大広間跡（3次） 258 ㎡ 平成 15 年 8 月 4 日～ 12 月 25 日

第 8次 登城路跡 (1 次 ) 58 ㎡ 平成 15 年 11 月 12 日～ 12 月 25 日

第 9次 広瀬川護岸石垣測量 (1 次 ) 50 ㎡（立面） 平成 15 年 12 月 9 日～平成 16 年 2 月 5 日

第 10 次 大広間跡（4次） 397 ㎡ 平成 16 年 7 月 20 日～ 12 月 24 日

第 11 次 登城路跡 (2 次 )・広瀬川護岸石垣測量（2次） 349 ㎡（立面） 平成 16 年 12 月 18 日～平成 17 年 3 月 31 日

第 12 次 大広間跡（5次） 446 ㎡ 平成 17 年 5 月 26 日～ 10 月 19 日

第 13 次 三の丸堀跡（1次）・三の丸土塁 (1 次 ) 86 ㎡ 平成 17 年 11 月 1 日～ 12 月 22 日

第 14 次 中門北側・広瀬川護岸石垣測量（3次） 627 ㎡ 平成 18 年 1 月 16 日～ 1月 20 日

第 15 次 大広間跡（6次） 311 ㎡ 平成 18 年 6 月 1 日～ 8月 4日

第 16 次 三の丸堀跡（2次）・三の丸土塁 (2 次 ) 522 ㎡ 平成 18 年 9 月 1 日～ 11 月 30 日

第 17 次 大広間跡（7次） 263 ㎡ 平成 19 年 5 月 28 日～ 8月 3日

第 18 次 三の丸堀跡（3次） 468 ㎡ 平成 19 年 9 月 1 日～ 11 月 26 日

第 19 次 本丸北西壁石垣測量（1次） 425 ㎡（立面） 平成 20 年 1 月 16 日～ 1月 18 日

第 20 次 大広間跡（8次） 248 ㎡ 平成 20 年 5 月 8 日～ 7月 31 日

第 21 次 造酒屋敷跡（1次） 160 ㎡ 平成 20 年 8 月 26 日～ 10 月 29 日

第 22 次 本丸北西壁石垣測量（2次） 448 ㎡（立面） 平成 20 年 12 月 24 日～平成 21 年 1 月 21 日

第 23 次 造酒屋敷跡（2次） 369 ㎡ 平成 21 年 7 月 1 日～ 11 月 12 日

第 24 次 大広間跡（9次） 2.25 ㎡ 平成 21 年 12 月 14 日～ 12 月 15 日

第 25 次 広瀬川護岸石垣測量（4次） 250 ㎡（立面） 平成 21 年 12 月 16 日～平成 22 年 1 月 7 日

第 26 次 造酒屋敷跡（3次） 369 ㎡ 平成 22 年 6 月 1 日～ 10 月 31 日

第 27 次 造酒屋敷跡（4次） 173 ㎡ 平成 28 年 6 月 15 日～ 10 月 31 日

第 28 次 造酒屋敷跡（5次） 110 ㎡ 平成 29 年 7 月 5 日～ 11 月 15 日

第 29 次 三の丸土塁（3次） 25 ㎡ 平成 29 年 9 月 4 日～ 11 月 15 日

第 30 次 造酒屋敷跡（6次） 357 ㎡ 平成 30 年 6 月 25 日～ 11 月 29 日

第 31 次 三の丸土塁（4次） 17 ㎡ 平成 30 年 10 月 1 日～ 11 月 29 日

第 2 表　調査計画表と調査実績表

 ※清水門北側石垣測量については、平成 13 年度に実施した清水門付近石垣を 1次とする。

調査次数 調査予定地区 予定面積 調査面積 調査予定期間 調査期間

第 32 次 登城路跡（3次） 28 ㎡ 19 ㎡ 令和元年 7月 1日～ 9月 30 日 令和元年 7月 1日～ 11 月 7 日

第 33 次 三の丸土塁（5次） 45 ㎡ 37 ㎡ 令和元年 7月 1日～ 9月 30 日 令和元年 7月 1日～ 11 月 7 日

第 34 次 清水門北側石垣測量 (2 次 ) 34 ㎡ 34 ㎡ 令和元年 6月 14 日～ 12 月 20 日 令和元年 7月 2日～ 12 月 20 日
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　第 32 次調査では、巽門西側石垣の延長部分と考えられる石垣を検出した。石垣は南北に延びた後、北西方向に屈

曲することを確認した。石垣が構築された整地層より 19 世紀の遺物が出土したことから、幕末から明治期にかけて

作られた、または修復された可能性がある。遺物は瓦、磁器、陶器、鉄製品、溶けたガラスなどが出土した。

　第 33 次調査では、北東部の土塁上面において瓦が混じった集石遺構を検出した。しかし、土塀や柵等の手がかり

になりうる明確な遺構は確認されなかった。

　第 34 次調査では、清水門北側の 5面の石垣を対象にレーザー測量を行い、立面図および縦横断図の作製を行った。

 

第 26 次調査

第 28 次調査

第 27 次調査

第 29 次調査

第3図　仙台城跡遺構確認調査・調査区位置図

（1/5000)

第 30 次調査第 30 次調査

第 31 次調査第 31 次調査

　

第 33 次調査第 33 次調査

第 32 次調査第 32 次調査

　

第 34次調査第 34次調査

第 3 図　仙台城跡遺構確認調査・調査区位置図
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第 29 次調査第 29 次調査

第 16 次調査第 16 次調査

　

第 31 次調査 第 31 次調査 

第 23・30 次調査第 23・30 次調査

第 13 次調査第 13 次調査

第 26 次 調査第 26 次 調査

第 23 次調査第 23 次調査

第 21・23・27・30 次調査第 21・23・27・30 次調査

子門跡子門跡

巽門跡巽門跡

清水門跡清水門跡

巽門跡西側石垣巽門跡西側石垣

第 33 次調査1区第 33 次調査1区

第 32 次調査第 32 次調査

　

第 34 次調査第 34 次調査

第 33 次調査2区           第 33 次調査2区           

　

第4図　三の丸(東丸)周辺　第32～34次調査調査区位置と周辺調査

0 50m

0 50m
（1/2000)

第 4 図　三の丸 ( 東丸 ) 周辺　第 32 ～ 34 次調査区位置と周辺調査（1/2000)
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Ⅳ　第32次調査（登城路跡3次）

1．調査の概要
(1) 調査目的
　第 32 次調査（登城路跡第 3 次調査）は、登城路跡の遺構確認と実態解明に向けて行った。これまでの登城路跡の

調査は、沢門跡周辺から本丸詰門跡にかけて実施したが、今回は、巽門跡から清水門跡へ至る登城路跡の形状や関連

遺構を確認するため、巽門西側石垣の延長線上に調査区を設定した。

(2) 調査方法
　巽門跡の北側約 13m の箇所に調査区を設定した。調査区は東西 2.9m、南北 6.4m で、面積は 18.9 ㎡でなる。調査

にあたっては、災害復旧事業で清水門石垣の測量のため設置された基準点を使用した。これらを基に、調査区の北側

と西側の 2箇所に任意の基準点を設置し、世界測地系座標と標高値を求めた。

　調査区設定後、表土および近現代の盛土層を人力で除去し、その後、遺構検出を行った。遺構検出後、KS-1155 石

垣の前面に 3箇所と調査区東側の北壁付近にサブトレンチを設定して調査を行った。遺物の一部は、トータルステー

ションにより座標値を記録した後に取り上げた。遺構の平面図は、調査区周辺に設置した基準点を基に、縮尺 20 分

の 1 で作図した。土層断面図については、任意の基準点を設定して、縮尺 20 分の 1 で作図し、設定した基準点は座

標値を計測し、平面図に合成した。今回の調査では、写真撮影にデジタル一眼レフカメラを用いて行い、一部の遺構・

遺物については、35 ㎜カメラでカラーとモノクロのフィルムを用いて撮影した。

　調査区の埋め戻しは、全面に不織布を敷き、調査区全体を厚さ 10cm 程度の山砂で覆い、その後、掘削土を転圧し

ながら埋め戻して旧状に戻した。

(3) 調査経過
　現地調査は、令和元年 6月 28 日までに機材の準備をして、7月 1日にフェンス等を設置した。7月 3日に調査区を

設定し、9 日から掘削を開始した。7 月 25 日には KS-1155 石垣の一部を検出し、8 月 9 日までには調査区全体で検出

した。8 月 26 日に KS-1155 前面から KS-1154 石列を検出し、調査区東側のⅣ層までをほぼ除去した。8 月 26 日から

は調査区内 4 箇所にサブトレンチを設定して下層の状況を確認した。10 月 10 日までに掘削を終了し、併行して平面

図作製を行った。10 月 16 日に調査区全景の写真撮影を行い、写真撮影終了後は引き続き平面図作製を行い、調査区

断面図も作製した。埋め戻しは 10 月 31 日に終了し、フェンス等を撤去して現地調査を終了した。

(4) 普及活動
　普及活動として、遺跡見学会と調査成果の発表を行った。遺跡見学会は 10 月 14 日に行い、75 名の参加者があった。

調査成果の発表は、12 月 14 日に宮城県考古学会主催の遺跡調査成果発表会において発表した。

　また、発掘調査期間中に職場体験の一環として中学生を受け入れ、発掘調査作業や整理作業の体験を通して職場体

験活動に協力した。調査期間中に受け入れた中学校は 6校（19 名）である（8月 21 ～ 23 日：仙台市立南中山中学校、

10 月 23 ～ 25 日：仙台市立上杉山中学校、10 月 30 日～ 11 月 1 日：仙台市立高森中学校、11 月 5 ～ 7 日：仙台市立

将監東中学校、11 月 13 ～ 15 日：仙台市立七郷中学校、11 月 19 ～ 21 日：仙台市立北仙台中学校）。

2．基本層序
　調査によって確認した層は、大別して 8 層である。Ⅰ層は現在の表土で、Ⅱ、Ⅲ層が近代以降の整地土、Ⅳ～Ⅷ層

が 19 世紀以降の堆積土または整地土である。それぞれの層は細分できる。

　Ⅱ層は調査区全体に広がる土層で、8 層に細別した。ガラス片を多く含み、なおかつ、溶けたガラス片を含むこと

から、第二次世界大戦後の整地土である。Ⅲ層も調査区全体に広がる土層であり、5 層に細別した。ガラス片やレン

ガを含むが、溶けたガラス片を含まないことから、第二次世界大戦以前の整地土である。
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　Ⅳ層は、KS-1155 石垣の前面に広がる層で、2 層に細別した。ガラスやレンガの破片を少量含むため、近代以降の

堆積土と考えられる。Ⅴ層とⅥ層は、ともに 19 世紀以降の遺物を含む整地土だが、Ⅵ層上面で KS-1156 を検出した

ことから、これを大別した。Ⅴ層は KS-1155 石垣を覆う土層で、7層に細別した。Ⅴ a～ d層は石垣前面の整地土で、

KS-1154 石列が構築されているⅤ d 層は、明治時代以降の路面の可能性がある。Ⅴ d 層からは少量のガラスやレンガ

の破片が出土しており、Ⅵ層上面で 19 世紀後半代の大堀相馬産陶器が出土したため、Ⅴ a ～ d 層は明治時代以降の

整地土と考えられる。Ⅴ e～ g層は石垣背面に広がる整地土であり、造酒屋敷跡と三の丸（東丸）の境界にあたる斜

面部を形成した整地土である。また、石垣の裏込めでもあり、これらの層からは明確な明治時代以降の遺物は出土し
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ていない。Ⅵ層は、石垣前面の下部で確認した。上面は KS-1155 石垣の構築面である。Ⅵ層からは 19 世紀中頃の瀬

戸美濃産磁器（第 10 図 5）が出土しているため、幕末以降の年代が考えられ、明治時代に入る整地土の可能性もある。

　Ⅶ層とⅧ層も 19 世紀以降の層で、ともに調査区北側と南側に設定したサブトレンチで確認した。Ⅶ層は 4 層に細

別した。Ⅶ a層上面で遺構を検出した。Ⅶ c 層は凝灰岩の層であるが、その下層で人為的な土層が確認されたことか

ら、整地土と判断した。上面には顕著な凹凸がみられる。Ⅷ層は 3層に細別した。Ⅷ a層は、灰黄褐色のやや砂質土

で、薄く堆積しており旧表土の可能性がある。Ⅷ b層は、上面に凝灰岩片が層状に入る整地土で、遺物が出土したこ

とから整地土と判断した。この層からは 19 世紀代と考えられる遺物が出土している。
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3．検出遺構
(1) 石垣
KS-1155　調査区中央付近で検出した。調査区南端から北に1.3m 延びたのち北西方向に屈曲する。本報告では、屈曲部

を境に、北西方向に延びる部分を北側、南北に延びる部分を東側とする。東側石垣は、その南側が調査区外に延び巽門

西側石垣に向かうが、南北軸がやや西側にずれる。北側石垣の北西部分は調査区外に延び清水門跡の方向に向かう。

　石垣の構築面はⅥ層上面で、規模は全長 4.4m、高さ 0.4 ～ 0.7m である。最下段の石材はⅤ d 層に覆われる。東側

は 3段検出され、長さ 1.3m、高さ 0.6 ～ 0.7m である。使用石材は、幅 20 ～ 65 ㎝でほぼ加工痕のない自然石である。
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　平らな面を正面に向け、石材は横長に配置される。北側は 4 段検出され、長さ 3.1m、高さ 0.4 ～ 0.5m である。使

用石材は、幅15～ 50cmで、20cm大のものが大半を占めるが、屈曲部の石材が最も大きい。屈曲部を除く多くの石材は、

自然石の分割面を正面に据え、石材の縦横を意識しないで積み上げられている。石材背面の裏込めは、20cm 大の自

然石と褐色の砂質土（Ⅴ ℊ 層）であり、石垣天端付近から上部はⅤ e、Ⅴ f 層が堆積する。また、裏込めには、築石

より大型の幅 50cm を超える自然石も複数混入している。石垣背面のⅤ e、Ⅴ ℊ 層からは大堀相馬や唐津、肥前など

の陶器、土師質土器、瓦が出土したが、いずれも細片で図示できなかった。出土した陶器の年代は、いずれも 17 ～

18 世紀代のものと考えられ、瓦は丸瓦と平瓦が出土したが桟瓦は含まれていなかった。

　遺構の帰属時期は、Ⅵ層で出土した瀬戸美濃産磁器（第 10 図 5）の年代から、19 世紀中頃以降と考えられる。
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(2) 石列
KS-1154　KS-1155 石垣の北側で検出した。掘り方は確認できなかったが、石材の並びを 8 石確認した。石列の石材

は、いずれも平らな面を上面に向けて高さもほぼ同じに揃えられている。大きさは、長軸幅が、最大のもので 45cm、

その他の石材は 20 ～ 30cm である。東端の 1 石は、隣の石材とやや距離が開き大きさも異なるが、同一面に構築され、

KS-1155 石垣に平行することから石列に含めた。石垣側の面が揃うため側溝石組の可能性も考えられるが、石垣との

間にⅤ d層が堆積するため、側溝石組ではないと判断した。また、KS-1155 の東側には石列が延びていかない。

　遺構の帰属時期については、直接年代を示す遺物が出土していないが、Ⅴ d 層に構築されていることから 19 世紀
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第 9 図　第 32 次調査Ⅴ層・Ⅵ層遺構検出状況
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中頃以降と考えられる。

(3) その他の遺構
KS-1156　調査区北東部のⅥ層上面で検出した。北側は調査区外に延びるため全体の形状は不明である。確認した規

模は東西 50cm、南北 28 ㎝、深さ 8cm である。遺物は、陶器 2点、平瓦 2点が出土し、その内、陶器 2点を図示した。

第 10 図 6 は底部から体部にかけて残存する大堀相馬産灰釉碗である。18 世紀代と考えられる。第 10 図 7 は岸窯産

鉢であり、底部から体部にかけての破片で、体部に灰釉が厚く掛けられている。底部に糸切り痕が残り、脚が一つ付

けられる。17 世紀代と考えられる。遺構の帰属時期は、検出した層位から 19 世紀中頃以降と考えられる。

KS-1157　調査区北東部のⅦ a 層上面で検出した。南側は未検出であるが、土坑状の不整形な円形で、規模は東西

70cm、南北 40cm である。掘削を行っていないため、遺構の性格は不明であるが、上面に 5 ～ 10cm の礫が集中する。

遺物は出土していない。遺構の帰属時期は、検出した層位から 19 世紀以降と考えられる。

KS-1158　調査区北東部のⅦ a 層上面で検出した。北側はサブトレンチで掘削してしまったが、土坑状不整形な楕円

形で、規模は東西 35cm、南北 30cm である。掘削を行っていないため、遺構の性格は不明であるが、上面には 10cm

未満の礫が集中する。遺物は出土していない。遺構の帰属時期は、検出した層位から 19 世紀以降と考えられる。

4．出土遺物
　遺物は各層から出土し、遺構では KS-1155 石垣背面や KS-1156 から出土した。ここでは主に遺構外から出土した遺

物について記述する。出土した遺物は、陶磁器 120 点、土師質土器 27 点、石製品 1点、瓦 973 点、土管 170 点以上、

レンガ 100 点以上、鉄製品 44 点、ガラス多数が出土し、その内、40 点を図示した。Ⅰ～Ⅴ層からはガラス瓶の破片

やレンガが出土したが、Ⅳ層とⅤ層からの出土は極少量である。Ⅰ、Ⅱ層のガラス片には溶けて変形したり融着した

りするものが含まれており、近接する巽門が焼失した昭和 20 年の空襲による影響で溶けたものと推定される。なお、

Ⅲc、Ⅲd層からも1点だけ熱で変形したガラス片が出土している。陶器製の土管の破片はⅠ層とⅡ層のみで出土した。

　第 10 図 1 ～ 5 は磁器の染付で、1 ～ 4 は肥前産、5 は瀬戸美濃産である。4 はⅤ d 層から出土した猪口で、口縁部

から体部までの破片で、体部にこうもり文が描かれており、19 世紀前半代の可能性がある。5 はⅥ層から出土した、

底部から体部にかけての湯のみの破片で、19 世紀中頃のものである。

　第 10 図 8 ～ 13 は陶器で、8・10・12・13 が大堀相馬産、9 が堤産、11 が岸窯産である。9 はⅤ d 層から出土した

焙烙の把手部分であり、全体に鉛釉が掛けられている。年代は 19 世紀代と考えられる。10 はⅥ層上面から出土した

碗で、底部から体部にかけての破片である。内面と外面の体部から高台際まで白濁釉が掛けられ、内面の一部に緑釉

の流し掛けが見られる。高台は蛇の目高台となり、年代は 19 世紀後半代と考えられる。12 はⅥ層から出土した豆甕

の底部であり、内面に灰釉が掛けられている。底部には糸切り痕が見られ、年代は 19 世紀と考えられる。

　第 10 図 14 は石製の硯である。かろうじて陸部の一部が残存し、使用痕と見られる傷が明瞭に観られる。

　第 11 図 1 ～ 14、第 12 図 1 ～ 8 は瓦である。第 11 図 1 ～ 3、第 12 図 3 は軒丸瓦で、瓦当文様には珠文の付く巴文（第

11 図 1、第 12 図 3）と九曜文（第 11 図 2・3）がある。第 11 図 4 ～ 7 は軒平瓦である。瓦当部の残存が少なく瓦当

の全容がわかるものはないが、中心飾りには花菱文（4）と菊花文（5）、桔梗文（6・7）がある。第 11 図 8・9 は平

瓦、第 11 図 11 は輪違いである。第 11 図 12 は鯱瓦で、上顎周辺の破片である。第 11 図 10・13・14、第 12 図 1・2・

5 は桟瓦である。第 12 図 5 は軒桟瓦であり、瓦当部の残存が少なく瓦当文様は不明瞭であるが、軒平部の中心飾り

は三引である。第 12 図 4 は菊丸瓦の破片である。第 12 図 9 ～ 14 はレンガである。レンガは多数出土したが、残り

が良く刻印のあるもののみを図示し、その他のものについては、刻印の拓本のみを掲載した。レンガに付される刻印

には数種類あるが、不鮮明なものが多く、判読できるものは少ない。

5．まとめ
　今回の調査では、巽門西側石垣の延長と見られる KS-1155 石垣とそれに付属する KS-1154 石列が検出された。KS-

1155 石垣は、狭い範囲ながら積み方が異なる部分があり、積み直された可能性があるが、背面の状況からは明らか

にできなかった。これらの遺構が検出されたことにより、19 世紀以降の時期ではあるが、巽門跡から清水門跡へと

15

第 32 次調査（登城路跡 3次）



至る登城路の一部が明らかになった。また、近世期の可能性がある KS-1157 と KS-1158 が検出され、遺構の性格は不

明であるが、巽門跡周辺での遺構分布の一端が明らかになった。さらに、溶けて変形したガラスを含む層が調査区内

に厚く堆積していることが判明し、戦後に調査区周辺で造成が行われたことがわかった。
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図中
番号

遺物
番号

種別 種類 遺構・層位 生産地 器種 製作年代
口径
(㎜ )

底径
(㎜ )

器高
(㎜ )

釉薬・文様等 備考
写真
図版

1 4 磁器 染付 Ⅰ・Ⅱ 肥前 小鉢 18ｃか (110) - (34) 4-1

2 301 磁器 染付 石垣前面　Ⅲｃ２ 肥前 皿 17ｃ後～末 - （126）（20）一重枠に福 高台内に針ささえ 4-2

3 434 磁器 染付 石垣前面　Ⅳa 肥前 皿 18ｃ - - (30) 内：唐草文様　外：つる草 4-3

4 28 磁器 染付 北側サブトレ　Ⅴd 肥前 猪口 19ｃ前半か (71) - (45) こうもり文様 4-4

5 34 磁器 染付 南側サブトレ　Ⅵ 瀬戸美濃 湯呑み 19ｃ中頃 - (34) (27) 草花文 4-5

6 222 陶器 KS-1156・1 大堀相馬 碗 18ｃ代 - (40) (20.5) 灰釉　高台内無釉 4-6

7 221 陶器 KS-1156・1 岸 鉢 17ｃ代 - (76) (30) 灰釉 底部回転糸切り 4-7

8 438 陶器 南側サブトレ　Ⅱ 大堀相馬 土瓶 18ｃ後半以降 (60) - (18) 白濁釉 4-8

9 52 陶器 石垣前面東側サブトレ　Ⅴd 堤 焙烙 19ｃ - - - 鉛釉 把手部のみ 4-9

10 51 陶器 南側サブトレ　Ⅵ上面 大堀相馬 皿 19ｃ後半代 - (80) (22) 白濁釉・緑釉 蛇の目高台 4-10

11 95 陶器 北側サブトレ南側拡張部　Ⅵ 岸 鉢 17ｃ代 - (68) (23) 鉄釉に灰釉の流しかけ 底部回転糸切り 4-11

12 119 陶器 北側サブトレ南側拡張部　Ⅵ 大堀相馬 豆甕 19ｃ - (26) (13) 灰釉 4-12

13 39 陶器 石垣前面東側サブトレ北半　Ⅴa・ｃ 大堀相馬 小坏 18ｃ後半以降 - (26) (16) 白濁釉 4-13

図中
番号

遺物
番号

種別 種類 遺構・層位 法量 （mm） 重さ （g） 備考
写真
図版

14 105 石製品 硯 石垣前面　Ⅴ 長さ(20)　幅(40)　厚さ(8) 4-14

第 10 図　第 32 次調査出土遺物 (1)
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図中
番号

遺物
番号

種類 遺構 ・ 層位 文様 法量 ( ㎜ )
重さ 
(g)

備考
写真
図版

 399 軒丸瓦 西側　Ⅱa 珠文三巴文 瓦当径(51)　内区径(31)　周縁幅 20　周縁深さ9　瓦当厚み(12) 45 4-15

2 346 軒丸瓦 東側北半　Ⅱa 九曜文 瓦当径(40)　内区径(40)　周縁幅(-)　周縁深さ(-)　瓦当厚み(-) 100 4-16

3 498 軒丸瓦 石垣前面東側サブトレ　Ⅵ 九曜文 瓦当径(64)　内区径(42)　周縁幅17　周縁深さ5　瓦当厚み(20) 130 4-17

4 398 軒平瓦 西側　Ⅱa 花菱文
瓦当幅(70)　後幅(-)　長さ(50)　弧深(-)　厚み16　瓦当高さ(-)
瓦当厚み(-)　内区幅(55)　内区高さ32　周縁深さ6

120 4-18

5 265 軒平瓦 Ⅱb 菊花文
瓦当幅(95)　後幅(-)　長さ(28)　弧深(-)　厚み 21　瓦当高さ(-)　
瓦当厚み 21　内区幅(85)　内区高さ31　周縁深さ4

130 4-19

6 191 軒平瓦 Ⅱd 桔梗(六)文
瓦当幅(66)　後幅(-)　長さ49　弧深(-)　厚み19　瓦当高さ(-)　
瓦当厚み 23　内区幅(69)　内区高さ31　周縁深さ5

210 4-20

7 149 軒平瓦 北側サブトレ南側拡張部　Ⅴd 桔梗文
瓦当幅(53)　後幅(-)　長さ(48)　弧深(-)　厚み(-)　瓦当高さ(-)
瓦当厚み(15)　内区幅(-)　内区高さ(33)　周縁深さ(5)

110 4-21

8 553 平瓦 東側南半　Ⅱb 前幅(124)　後幅(43)　長さ254　高さ23　厚み 20 970 4-22

9 554 平瓦 Ⅱb 前幅(105)　後幅(158)　長さ(250)　高さ48　厚み 20.5 920 4-23

10 578 桟瓦 Ⅱd 前幅 230　後幅(-)　長さ(177)　高さ41　厚み 20 1320 4-24

11 565 輪違い 石垣前面　Ⅲc・d 前幅(46)　後幅76　長さ131　高さ43　厚み17 360 4-25

12 58 鯱瓦 石垣背面　Ⅲc1 460 鼻・口・歯 4-26

13 394 桟瓦 Ⅱa 前幅(-)　後幅(150)　長さ(213)　高さ44　厚み17　後切込幅(37)　後切込長さ(32) 1230 4-27

14 572 桟瓦 石垣前面　Ⅲc・d 前幅(242)　後幅(227)　長さ257　高さ42　厚み19.5　後切込幅(10)　後切込長さ(105) 2020 4-28

0 15cm
(1/6)

3
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8 9

14
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52

第 11 図　第 32 次調査出土遺物 (2)
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図中
番号

遺物
番号

種類 遺構 ・ 層位 文様 法量 ( ㎜ )
重さ 
(g)

備考
写真
図版

1 579 桟瓦 石垣前面　Ⅲc・d 前幅(287)　後幅(-)　長さ(195)　高さ(53)　厚み 20　後切込幅(52)　後切込長さ(16) 1755 5-29

2 580 桟瓦 石垣前面　Ⅲc・d 前幅(170)　後幅 270　長さ263　高さ58　厚み 21　後切込幅(47)　後切込長さ95 1990 5-30

3 94 軒丸瓦 石垣背面　Ⅲc1 珠文三巴文 730 5-31

4 170 菊丸瓦 Ⅱd・1 瓦当径(67)　後幅(-)　長さ(-)　厚み(-)　筒部高さ(-)　瓦当厚み(17) 50 5-32

5 576 軒桟瓦 Ⅱd 三引＋飛雲 2360 No.88・267・274と接合 5-33

6 86 平瓦 Ⅱd 135 刻印 5-34

7 552 丸瓦 北側サブトレ南側拡張部　Ⅵ 200 刻印 5-35

8 562 丸瓦 Ⅱd 435 刻印 5-36

9 324 レンガ 石垣前面　Ⅲc・d 長さ178　幅105　厚み 60 2200 刻印「ハニ」 5-37

10 545 レンガ Ⅱb 長さ226　幅108　厚み 60 1940 刻印 不明 5-38

11 367 レンガ 現代盛土 2　Ⅱb 長さ（140）　幅105　厚み 60 1390 刻印「ハニ」 5-39

12 547 レンガ 石垣前面　Ⅲc2 長さ（158）　幅108　厚み 58 1340 刻印「ヲ」 5-40

13 368 レンガ 石垣前面　Ⅲc2 長さ（92.5）　幅 90　厚み 60 1190 刻印「ワ」 5-41

14 325 レンガ 石垣前面　Ⅲc・d 長さ（110）　幅 95　厚み 58 1090 刻印「カ」 5-42

第 12 図　第 32 次調査出土遺物 (3)
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第 32 次　調査区全景（東から）

第 32 次　調査前状況（北東から） 第 32 次　KS-1155 石垣前面堆積状況（南から）

図版1
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図版2

第 32 次　調査区北壁断面（南東から） 第 32 次　調査区南壁断面（北から）

第 32 次　石垣前面北側サブトレンチ西壁断面（東から） 第 32 次　石垣前面南側サブトレンチ西壁断面（東から）

第 32 次　KS-1155 石垣背面土層断面（東から） 第 32 次　調査区北側サブトレンチ（南西から）

第 32 次　KS-1155 石垣立面（北東から） 第 32 次　KS-1155 石垣北側立面（北東から）
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図版3

第 32 次　KS-1155 石垣東側立面（東から） 第 32 次　KS-1155 石垣背面裏込め（西から）

第 32 次　KS-1155 石垣東側下部（東から） 第 32 次　KS-1156 検出状況（東から）

第 32 次　KS-1157・1158 検出状況（北東から） 第 32 次　鯱瓦出土状況（北から）

第 32 次　Ⅴ d 層焙烙出土状況（北から） 第 32 次　Ⅲ層鉄製品出土状況（北から）
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第 32 次　出土遺物（2）
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1 ～ 13   約 1/3、  14   約 1/2、  15 ～ 28   約 1/6

図版4

第 32 次　出土遺物（1）
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第 32 次　出土遺物 (2)

29 ～ 33・37・38　約 1/6

34 ～ 42 刻印　約 2/3

43 ～ 48　約 1/6

拓本　約 1/3

図版5

第 32 次　出土遺物（2）第 32 次　出土遺物（1）
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Ⅳ　第33次調査（三の丸土塁5次）

1．調査の概要
(1) 調査目的
　第 33 次調査（三の丸土塁第 5 次調査）に関連して、『仙台城跡整備基本計画』（平成 17 年 3 月策定）では、「三の

丸整備ゾーン」の「三の丸外構整備区域」として、「水堀や土塁等の近世城郭の外構としての遺構を顕在化」するこ

とや、「良好に保存されている土塁の修復」等の整備が計画されている。これらの整備計画に基づいて、これまで 4

次にわたって行った調査と同様に、長沼の西岸に沿って南北に延びる土塁頂部で、塀跡等の遺構確認を目的として今

回の調査を実施した。これまでの三の丸土塁の調査は主にその南半部が中心であったが、今回は土塁の北半部に調査

区を設定し、これまでの 4次にわたる調査では確認できなかった塀跡等の遺構検出を目指した。

 (2) 調査方法
　第 33 次調査では、調査区を 2 箇所に設定した。第 4 次調査区から北側に約 65m 離れた箇所に 1 区を設定し、そこ

からさらに約 60m 離れた土塁北端部に 2 区を設定した。調査面積は、1 区が 20 ㎡、2 区が 16.8 ㎡となる。調査を開

始するにあたり、基準点として災害復旧事業で清水門石垣の測量のため設置された基準点を使用した。これらの基準

点を基に、それぞれの調査区に 2箇所の任意の基準点を設置し、世界測地系座標と標高値を求めた。測量等において

はそれら基準点を使用した。

　調査区を設定した後、表土を人力で除去し、その後、遺構検出を行った。遺構の平面図は、調査区周辺に設置した

基準点を基に、縮尺 20 分の 1で作図した。土層断面図については、任意の基準点を設定して、縮尺 20 分の 1で作図

し、設定した基準点は座標値を計測し、平面図に合成した。今回の調査では、写真撮影にデジタル一眼レフカメラを

用いて行い、一部の遺構・遺物については、35 ㎜カメラでカラーとモノクロのフィルムを用いて撮影した。

　調査区の埋め戻しは、全面に不織布を敷き、調査区全体を厚さ 10cm 程度の山砂で覆い、その後、掘削土を転圧し

ながら埋め戻して旧状に戻した。

 (3) 調査経過
　現地調査は、令和元年 6月 28 日までに機材の準備をして、7月 1日にフェンス等を設置した。7月 8日に調査区（1

区：3× 7m、2 区：2× 6m）を設定し、2 区から掘削を開始した。

　1区では 8月 21 日に表土の掘削を開始し、断続的に調査を進めていたため、表土の除去は 10 月 9 日までかかった。

11 月 5 日までに掘削を終了し、併行して平面図作製を行った。11 月 6 日には調査区全景の写真撮影を行い、写真撮

影終了後は引き続き平面図作成を行い、調査区断面図も作製した。埋め戻しは 11 月 7 日に終了した。

　2 区では 7 月 11 日に表土の除去が終了し、KS-1165 集石遺構を検出した。8 月 6 日には土塁の積み土の断面を確認

するため調査区内の北と東に幅 50cm のサブトレンチを設定し、8 月 9 日には KS-1165 集石遺構の広がりを確認する

ため調査区を拡張した。また、9 月 10 日には、北側に調査区を拡張して塀跡等の痕跡の有無を確認した。9 月 19 日

には調査区全景の写真撮影を行い、写真撮影終了後は平面図および断面図を作成した。埋め戻しは 10 月 30 日に終了

し、フェンス等を撤去して現地調査を終了した。

2．基本層序
(1) 1 区
　調査によって確認した層は、大別して 2 層で、Ⅰ層は表土で、Ⅱ層は近世の整地土の可能性が考えられる。Ⅱ層は

細分でき、a ～ d の 4 層を確認した。いずれも黄褐色系の粘質土で、凝灰岩の破片や小さな礫を少量含んでいるが、

遺物の混入はまったく確認できなかった。

(2) 2 区
　調査では大別して 3層確認した。Ⅰ層は表土で、Ⅱ層が近代以降の植栽などの痕跡と見られ、Ⅲ層が近世の整地土

の可能性が考えられる。Ⅱ層とⅢ層は細分でき、Ⅱ層は a～ kの 11 層、Ⅲ層は a・bの 2層を確認した。
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遺構・層位
土色

土質
土性

備考
土色 No. 土色 しまり

基

本

層

Ⅰ 10YR2/3 黒褐色 粘質土 やや弱 表土

Ⅱa 10YR5/6 黄褐色 粘質土 強 2～10 ㎝大の礫少量　凝灰岩の破片少量

Ⅱb 10YR6/6 明黄褐色 粘質土 強 凝灰岩ブロック含む　小礫微量

Ⅱc 10YR6/4 にぶい黄橙色 粘質土(やや砂質 ) 強 凝灰岩ブロック含む　小礫少量

Ⅱd 10YR5/8 黄褐色 粘質土(やや砂質 ) 強 凝灰岩ブロック含む　小礫少量

KS-1159 ・1 10YR5/4 にぶい黄褐色 粘質土 強 凝灰岩ブロック　炭化物やや多い

第 13 図　第 33 次調査 1 区平面図
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第 14 図　第 33 次調査 2 区平面図
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　Ⅱ層は調査区に点在しているが、東側で多く確認された。ビニール片を含む層があることから、近代以降の堆積土

と考えられる。Ⅲ層は調査区全体で確認された層であり、Ⅲ a層は調査区西側、Ⅲ b層は調査区東側に分布する。Ⅲ

層からは瓦片が出土したが、出土量はごく少量である。

3．検出遺構
（1）1 区
　今回確認したプランは、多くが面的な検出に留めているため、土質や混入物から撹乱と判断できるもの以外は遺構

として扱った。そのため、近代以降に帰属する可能性のあるものが含まれている。

KS-1159　調査区中央付近のⅡa層上面で検出した遺構である。平面形は、ほぼ円形で、大きさは直径70㎝程度である。

堆積土中に 2～ 5cm の礫の集石を確認した。柱跡等の根固めの可能性も考えられるが、周囲に柱跡等がなく、塀等に

関連する遺構と判断できなかった。検出面からは陶器 1点と鉄製品の細片が出土しており、その内、陶器を図示した

（第 16 図 1）。第 16 図 1 は美濃産の大鉢である。

　遺構の帰属時期は、遺物が表土直下の遺構検出面からの出土であるため不明である。

KS-1160　調査区南側のⅡ a 層上面で検出した遺構で、南側は調査区外に延びる。平面形は、不整形な方形で、規模

は東西 1.8 ～ 2.0m、南北 2.1m である。上面で金属製品（煙管か、図版 7-6）が出土した。遺構の帰属時期は、掘削を行っ

ていないため不明である。

KS-1161　調査区北東角付近のⅡ a 層上面で検出した遺構である。平面形は、隅丸方形で、規模は東西 50cm、南北

40cm である。遺構の帰属時期は、掘削を行っておらず、出土遺物もないため不明である。

KS-1162　調査区北東角付近のⅡ a 層上面で検出した遺構である。平面形は、やや潰れた円形で、規模は直径 30cm

である。遺構の帰属時期は、掘削を行っておらず、出土遺物もないため不明である。

KS-1163　調査区北西角付近のⅡ a層上面で検出した遺構である。平面形は、不整円形で、規模は東西 1.1m、南北 1.0m

である。遺構の帰属時期は、掘削を行っておらず、出土遺物もないため不明である。

KS-1164　調査区北西角付近のⅡ a 層上面で検出した遺構で、東側は KS-1163 に切られている。西側は調査区外に延

びるが、平面形は、円形と見られ、検出した規模は東西 30cm、南北 90cm である。遺構の帰属時期は、掘削を行って

おらず、出土遺物もないため不明である。

（2）2 区
　検出した遺構は KS-1165 集石遺構のみである。また、調査区東側は、近代以降の植栽によると考えられる掘り込み

で上面が荒れている。

KS-1165　調査区西側のⅢ a 層上面で検出した集石遺構である。掘り方は明瞭には確認できないが、調査区南西の拡

張部で倒木痕によると見られる落ち込みを精査したところ、集石は検出面より深さ 55 ㎝まで及んでいることを確認

した。そのため、土坑の中に礫が集積された遺構と考えられる。南側は調査区外に延びるが、平面形は楕円形と見ら

遺構・層位
土色

土質
土性

備考
土色 No. 土色 しまり

基

本

層

Ⅰ 10YR3/4 暗褐色 やや砂質 やや強 表土

Ⅱa 10YR4/4 褐色 やや砂質 やや強

Ⅱb 10YR4/4 褐色 やや砂質 やや弱 1～2㎝大の礫微量

Ⅱc 10YR4/4 褐色 砂質 やや強 凝灰岩の破片少量　1～2㎝大の礫少量

Ⅱd 10YR3/3 暗褐色 粘質土 やや弱 凝灰岩の破片少量

Ⅱe 10YR4/6 褐色 やや砂質 強 凝灰岩の破片少量　1～3㎝大の礫やや多い

Ⅱｆ 10YR4/6 褐色 粘質土 強 凝灰岩の破片少量

Ⅱｇ 7.5YR3/4 暗褐色 やや粘質 やや弱 1～3㎝大の礫少量

Ⅱｈ 10YR4/3 にぶい黄褐色 粘質土 弱 1～2㎝大の礫微量

Ⅱｉ 10YR4/3 にぶい黄褐色 粘質土 弱 凝灰岩の破片微量

Ⅱｊ 10YR3/4 暗褐色 粘質土 弱 凝灰岩の破片少量

Ⅱk 7.5YR4/4 褐色 砂質 やや強 1～ 5㎝大の礫少量　凝灰岩多量

Ⅲa 10YR4/6 褐色 粘質土 強 細かい凝灰岩少量　2～ 6 ㎜大の小礫少量　瓦微量

Ⅲ b 10YR5/6 黄褐色 やや砂質 強 凝灰岩多量　2～ 5㎝大の礫少量
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れ、検出した規模は東西 3.0m、南北 2.0m である。検出面で 5 ～ 20cm の礫と共に多数の瓦片を検出した。瓦は遺構

の北側に集中している。出土した遺物は瓦のみである。瓦は平瓦や丸瓦の破片で、特に平瓦が多い。軒先瓦や道具瓦

は含まれていない。取り上げた瓦の内、丸瓦 1 点を図示した（第 16 図 3）。

　遺構の帰属時期は、直接年代を示す遺物が出土していないため不明であるが、明らかな近代以降の遺物が出土して

おらず、瓦にも近代以降と考えられる新しい瓦が含まれていないことから、近世の可能性が高い遺構である。また、

今回確認した限りでは桟瓦が含まれていないため、近世前半代に帰属する可能性もある。

4．出土遺物
（1）1 区
　出土した遺物は、陶磁器 8点、瓦 5点、鉄製品 10 点、ガラス 2点であり、その内、2点を図示した。

　第 16 図 1 は KS-1159 上面から出土した美濃産の陶器である。器種は大鉢で、口縁部から体部にかけて残存してい

る。全面に施釉され、内面には緑釉の流し掛けが一部見られる。また、内面には櫛書きによる横線と波状文が施され

る。時期は 17 世紀前半頃と考えられる。

　第 16 図 2 は排出土中から採取した肥前陶器の灰釉皿である。高台部分が残る資料であり、内面のみ施釉され、高

台や外面は露胎となる。高台際と外面底部にはケズリの痕跡が見られる。明確な時期は判断できないが、17 世紀後

半頃の可能性がある。

　1区ではこれらのほかに、KS-1160 上面から煙管の吸口と見られる金属製品や、表土直下から 17 世紀初頭頃の絵志

KS-1165

カクラン

43.243.2

43.243.2

Y=2130 Y=2131Y=2128

X=-193493

木

瓦

Y=2129

X=-193491

0 1m
(1/20)

第 15 図　KS － 1165 平面図
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野向付と見られる陶器が出土している。また、産地不明の磁器も数点出土している。

（2）2 区
　出土した遺物は、瓦 50 点、金属製品 3 点、ガラス 3点であり、その内、1点を図示した。

　第 16 図 3 は KS-1165 の上面で出土した丸瓦である。一部欠損するが、玉縁部から先端まで残る資料で、内面には

布目痕と吊紐痕が明瞭に残る。

　そのほか、KS-1165 からは平瓦が多く出土しているが、いずれも細片で接合もしなかったため、図示しなかった。

また、2区からは、現代のものを除いて、陶磁器の出土はなかった。

5．まとめ
　今回の調査で検出された遺構で、近世の可能性がある遺構は、出土遺物から判断すると、KS-1159 と KS-1165 だけ

であるが、近世の遺構であると判断するまでには至らなかった。全体的に遺構は少なく、いずれの遺構も単独で存在

し、明確に塀等に係る遺構と判断することはできなかった。少なくとも、今回の調査区周辺では、仙台城の廃城時に

塀等は無かったと考えられる。

　出土した遺物については、1 区では、出土量は少ないながらも 17 世紀代の陶器が出土しているが、土塁に伴うも

のではなく、三の丸（東丸）の政宗屋敷（下屋敷）や蔵に関わる遺物が混入したと考えられる。2 区では、KS-1165

から多量の円礫と瓦片が出土し、KS-1165 がそれらの廃棄土坑の可能性はあるが、出土した瓦からは、土塁上の建造

物に由来するのか、または隣接する子門に由来するのかは明らかに出来なかった。また、検出された瓦には桟瓦が含

まれておらず、検出された瓦が土塁上の建造物に用いられていたものとすると、2 区周辺の建造物は仙台城で桟瓦が

使用される時期には無くなっていた可能性が考えられる。

0 20cm
(1/6)

3

1

2

0 5cm
(1/3)

第 16 図　第 33 次調査出土遺物

図中
番号

遺物
番号

種別 遺構・層位 生産地 器種 製作年代
口径
(㎜ )

底径
(㎜ )

器高
(㎜ )

釉薬・文様等 備考
写真
図版

1 46 陶器 1区　KS-1159・1上面 美濃 大鉢 17ｃ前半 （360） - （30） 櫛書き波状文 緑釉流し掛け 7-1

2 11 陶器 1区　排出土 肥前 皿 17ｃ後半か - （82） （23） 灰釉 7-2

図中
番号

遺物
番号

種別 遺構・層位 法量 （mm）
重さ
(g)

備考
写真
図版

3 59 丸瓦 2区　KS-1165
前幅(92)　後幅(45)　長さ(275)　高さ66　厚み16　玉縁
先幅(13)　玉縁長さ(25)

880 内面：布目　吊紐痕 7-3
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図版6

第 33 次　1 区全景（北から） 第 33 次　1 区東壁断面（南西から）

第 33 次　1 区サブトレンチ土層断面（南西から） 第 33 次　1 区 KS-1159 掘削状況（南東から）

第 33 次　1 区 KS-1159 上面陶器出土状況（南東から） 職場体験風景

第 33 次　2 区全景（東から） 第 33 次　2 区西壁断面（東から）
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図版7

第 33 次　2 区北壁断面（南西から） 第 33 次　2 区北壁断面（南東から）

第 33 次　2 区東壁断面（西から） 第 33 次　2 区 KS-1165 集石遺構検出状況（北から）

1

2
3

4 5 6

1・2・4・5  約1/3、　3  約1/6、　6  約1/2

第 33 次　出土遺物

31

図中
番号

遺物
番号

種別 種類 遺構・層位 生産地 器種 製作年代
口径
(㎜ )

底径
(㎜ )

器高
(㎜ )

釉薬・文様等 備考

4 2 土器 2区西側　表土 - - - 弥生土器か

5 8 陶器 1区南側　表土直下 美濃 向付か 17c 初 - - - 絵志野

図中
番号

遺物
番号

種別 種類 遺構・層位 法量 （mm）
重さ
(g)

備考

6 9 金属製品 煙管か 1区　KS-1160・1 長さ(40)　幅(8)   3.41



Ⅵ　第34次調査（清水門北側石垣2次）

1．調査の概要
(1) 調査目的
　第 34 次調査では、巽門跡から沢門跡へと至る登城路跡周辺に存在する石垣の現況確認および今後の登城路跡整備

の基礎的なデータ収集を目的に、測量調査を行った。対象とした石垣は、清水門跡の北側にある石垣であり、さらに

石垣前面にある清水門跡の礎石も、測量調査を行った。なお、清水門北側石垣は、平成 13 年度に測量調査を行って

おり（仙台城跡第 2次調査）、その際には写真測量とレーザー計測を行った。

(2) 調査方法と調査経過
　今回の調査は、清水門北側石垣の 5 面が対象で、立面積は合計 34.2 ㎡となる。また、石垣前面の礎石は、周辺地

形を含む、平面積 20 ㎡を対象とした。調査を開始するにあたり、基準点として災害復旧事業で清水門石垣の測量の

ため設置された基準点を確認して使用した。測量作業は、令和元年 7月 2日から石垣の清掃作業および周辺の除草作

業を行い、7月3日に基準点確認のための測量を行った。基準点の座標および標高地にズレが無いことを確認した上で、

石垣のレーザー計測は 7月 9日から入り、石垣および礎石の三次元情報を取得した。

2．測量成果
(1) 石垣
　総延長は水平距離で 27.72m（A 面：15.24m、B 面：3.36m、C 面：2.34m、D 面：2.68m、E 面：4.1m）であり、現地

表面から最大で 4 段分（高さ 1.36m）が確認できる。築石に使用される石材はほとんどが自然石で、一部、石材の正

面を加工する石材が見られる。平成 13 年度の測量時と比べて、A・B面では大きな変化は見られないが、C・D面の隅

角部付近で石材の崩落が確認でき、E面でも間詰石などが数石抜け落ちていることを確認した。

　測量成果から個別の石垣面について見ていくと、A 面は、築石の横幅が 50 ㎝を超える石材が多数使用され、他の

面に比べて石材が大きい傾向がある。また、西端から東へ 8.5m 付近を境に様相が異なることが観察される。西側は、

横目地が比較的通る布積みに近い積み方で、2 石を跨ぐように上部の石材が積まれ、天端石の石材も大きく高さが揃

えられる。東側は、横目地が通らない乱積みで、石材と石材の間に上部の石材を落とすように積まれる傾向がある。

西側に比べて横長の石材は使用されておらず、小さな築石が増える。天端石の石材は小さく、高さは西側ほど整わず

0 10m
(1/400)

0 10m
(1/400)

E 面E 面

B 面B 面

A 面A 面

D 面D面

C面C面

礎石礎石

第 17 図　清水門北側石垣面の名称
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に乱れている（第 27 図）。B 面と C 面は、大半の築石が崩落しているが、下部には大型の石材が若干残る。自然石の

玉石が見られ、裏込めの栗石が露出していると考えられる。D 面は、A 面と同様の大きさの石材が使用され、積み方

の様相は、一部崩落している箇所もあり、観察できる範囲は狭いが、A 面東側と類似している。E 面は、50 ㎝前後の

石材が築石に使用され、入角から 1.5m 付近までは複数段が積まれ石材の横軸を水平に積まれるが、そこから東側で
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は 1段ないし 2段の石材を地表面の傾斜にあわせて積まれている。

　石垣の年代については、多くが規模の小さい石垣であり特徴を掴み辛いため、A 面についてのみ検討する。A 面西

側は、横長の自然石を横目地が比較的通るように積む特徴があり、本丸北壁石垣のⅠ期石垣や酉門石垣 F面下部と類

似している。これらの石垣と同様の特徴から、慶長年間の可能性が考えられる。A 面東側は、自然石を乱積みにし、
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石材を落とすように積む特徴があり、本丸北壁石垣のⅡ期石垣や本丸北西石垣 E面入角付近の上半部、酉門石垣 H面

入角付近の下半部と類似する。これらの石垣と同様の特徴から、元和 2年以降から正保年間の積み直しの可能性が考

えられるが、清水門北側石垣には修復履歴も無く、年代については明らかではない。
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(2) 礎石
　方形の自然石が使用され、確認できる範囲では、未加工の石材である。大きさは、東西約 0.7m、南北約 1.1m、厚

さ約 0.35m であり、長軸を門の桁行と平行に据えている。礎石下部の盛土はえぐれており、断面を観察すると瓦の混

入が確認できた。また、大型とみられる石材も埋没している。この石材は、確認できる範囲で幅約 0.4m以上、厚さ 0.2m

以上あり、より古い段階の清水門の礎石の可能性もある。

　清水門跡の礎石は、平成 15 ～ 17 年度の石垣復旧工事に伴う調査でも測量が行われ、南北の礎石で高さが異なるこ
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とがすでに指摘されている（仙台市教委 2006b）。今回の測量成果でも同様に、高さが異なることを確認した。北側

の礎石は標高 51.1m（H23 震災前：51.8m）、南側は標高 50.7m（H23 震災前：51.3m）で、約 0.4m の高低差がある。ど

ちらも門の礎石として同時に使用していたとすると、礎石上面の比高差が大きくなる。一方で、北側礎石の下部に埋

没する石材の上面は、明確ではないが、確認できる高さは標高 50.6m であり、南側の礎石との比高差は小さい。
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3．出土遺物
　調査前の清掃時に清水門北側石垣の前面で採取した遺物について記述する。陶磁器 4 点、瓦 94 点を採取し、その

内の 6点を図示した。

　第 26 図 1 は陶器で、大堀相馬産の白濁釉皿と考えられる破片である。年代は 19 世紀代と考えられる。このほかに

大堀相馬産の陶器や肥前産磁器の染付がある。

　第 26 図 2 は軒丸瓦で、全体的に摩滅が顕著である。珠文が残っており、瓦当は珠文が付く巴文と見られる。第 26

図 3 は平瓦、第 26 図 4・5 は熨斗瓦である。第 26 図 6 は平瓦に似た形状で、側面端部を大きく面取りしている。瓦

の種類は不明であるが、桟瓦の一種かもしれない。これらのほかに、丸瓦もあり、輪違いや桟瓦、駒瓦、塀瓦なども

ある。
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4．まとめ
　　今回の測量調査で、清水門北側石垣と礎石について、東日本大震災後の現況データを取得することができた。

　清水門北側石垣は、主に自然石を使用する石垣であり、周辺の石垣も自然石を主に使用している。巽門跡から沢門

跡へと抜ける登城路跡は、築城期の大手道とする考えもあり、より古い時期の石垣が残る可能性がある。A 面石垣と

その他の面の石垣では若干積み方が異なり、積み直しまたは付け加えられた石垣の可能性がある。

　今回は測量調査であったため遺物は出土していないが、清水門北側石垣前面では陶磁器や瓦が表面採集された。陶

磁器は数点であるが、瓦は比較的量が多く、清水門で使用された瓦の可能性がある。また、採集した瓦には塀で使用

される瓦も含まれており、周囲に塀などの施設があった可能性がある。
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(1/3)
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図中
番号

遺物
番号

種別 遺構・層位 生産地 器種 製作年代
口径
(㎜ )

底径
(㎜ )

器高
(㎜ )

釉薬・文様等 備考
写真
図版

1 6 陶器 表採 大堀相馬 端反皿か 19c 代 （130） - （13） 白濁釉 9-1

図中
番号

遺物
番号

種類
遺構・層

位
文様 法量(㎜ ) 重さ(g) 備考

写真
図版

2 4 軒丸瓦 表採 珠文三巴文 瓦当径(68～)　内区径(45～)　周縁径 21　周縁深さ7　瓦当厚み 25 180 9-2

3 10 平瓦 表採 前幅(145)　後幅(90)　長さ330　高さ(38)　厚み 22 　孔 15×13 1700 9-3

4 3 熨斗瓦 表採 幅119　長さ(143～)　高さ23　厚み 20　割線の深さ4 560 9-4

5 9 熨斗瓦 表採 幅138　長さ(210)　高さ30　厚み 21　割線の深さ6 960 9-5

6 11 平瓦か 表採 前幅(147)　長さ(193)　厚み 20 940 9-6

第 26 図　清水門北側石垣出土遺物
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第 27 図　A 面石垣に見られる積み方の違い
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図版8

第 34 次　A 面全景（1）（南から） 第 34 次　A 面全景（2）（南西から）

第 34 次　A 面全景（3）（南東から） 第 34 次　A・B 面入角近景（南西から）

第 34 次　B 面全景（西から） 第 34 次　C 面全景（南から）

第 34 次　D 面全景（東から） 第 34 次　D・E 面入角近景（南東から）
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図版9

第 34 次　E 面全景（南から） 第 34 次　石垣前面礎石遠景（北西から）

第 34 次　石垣前面礎石下部（南から） 第 34 次　清水門跡礎石遠景（北東から）
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1・7　約1/3、　2～6　約1/6

第 34 次　出土遺物

図中
番号

遺物
番号

種別 種類 遺構・層位 生産地 器種 製作年代
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器高
(㎜ )

釉薬・文様等 備考

7 8 磁器 染付 表採 肥前 - - （20）
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Ⅶ　総括

　本年度は仙台城跡の調査として、登城路跡の遺構確認調査（第 32 次）と三の丸土塁の遺構確認調査（第 33 次）、

清水門北側石垣の測量調査（第 34 次）を行った。以下では、主に調査成果と今後の課題について記述する。

　第 32 次調査では、巽門跡西側から続く石垣の延長を確認した。構築年代は 19 世紀以降と考えられる。今回この石

垣を確認したことで、三の丸（東丸）と造酒屋敷跡の境界と登城路の形状を知る手がかりが得られた。今後は、検出

された石垣の更なる延長を確認することと、近世の巽門跡周辺での確実な登城路の路面を検出することが、巽門跡か

ら清水門跡へと至る登城路の実態を明らかにするために必要である。

　第 33 次調査では、土塁頂部で明確な近世の遺構は検出できなかった。これまでの三の丸土塁の調査でも遺構は検

出されていないため、廃城時には三の丸東側土塁の頂部に構築物は残されていなかった可能性が出てきた。また、調

査区の 2区は子門の東側にあたり、近世の絵図で土塀の表現がみられる場所であるが、今回明確な遺構を検出できな

かった。三の丸土塁上における土塀等の消失時期の解明は今後の課題である。

　第 34 次調査では、今回の測量によって、以前の測量成果との比較が可能になった。これにより、石垣の変形具合

を確認することができ、さらに石垣修復の際に基礎となるデータを取得することができた。今後はこれらのデータを

どのように修復・整備につなげていくのかを検討する必要がある。また、今回は測量調査のみ実施したが、周囲の発

掘調査により、石垣の修復履歴を明らかにし、周辺の石垣も含めた、構築年代を明らかにすることが今後の整備に向

けた課題である。
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Ⅷ　造酒屋敷跡調査の総括

1．調査の概要
(1) 歴史的経緯
　造酒屋敷跡は、三の丸（東丸）の南側に位置する曲輪で、巽門跡の西側、清水門跡の南東側に位置し、城内で酒造

りを行っていた場所である。三の丸よりも一段高い曲輪で、屋敷地北側には、酒造りに利用されたとされる井戸跡が

隣接する。この地は、慶長 13 年（1608）に仙台藩初代藩主伊達政宗が、徳川家重臣の柳生宗矩の紹介で、大和国（現

在の奈良県）から又右衛門という酒造りの職人を招き、仙台城内の一角に屋敷地を与え酒造りに当たらせたとされる

場所である。又右衛門は出身地にちなみ榧森（かやのもり）という苗字を名乗ることを許され、以後、榧森家は明治

9年（1876）に廃業するまで当地で「御酒屋（おさかや）」として藩主用や城内などで消費する酒の製造に携わっていた。

(2) 発掘調査の経緯と経過
　造酒屋敷跡は、平成 17 年 3 月策定の「仙台城跡整備基本計画」で登城路整備ゾーンに含まれ、短期計画の整備対

象となっているため、平成 20 年度から整備に向けた遺構確認調査が計画された。遺構確認調査は、平成 20 年度から

平成 30 年度（平成 23 年度から平成 27 年度までは東日本大震災により休止した）までの間に 6次にわたり行われた。

　第 1 次（仙台城跡第 21 次）調査は、造酒屋敷跡に関連する遺構の残存状況および配置を確認し、建物構造の解明

に努めることを目的に行った。南北に長い調査区を北半部（1 区）と南半部（2 区）に設定し、近世の遺構の残存状

況を確認した結果、造酒屋敷跡に関連する遺構が残されていることがわかった。

　第 2 次（仙台城跡第 23 次）調査は、屋敷地や遺構などの位置および規模の確認を目的に行った。調査区は、屋敷

地北半部（1区）と、北（2区）、東（3区）、西（4区）の屋敷地境界付近と考えられる場所に設定した。調査により、

酒造に関わる遺構（井戸やカマド跡）や遺物を検出し、造酒屋敷跡で酒造りが行われたことが裏付けられた。

　第 3次（仙台城跡第 26 次）調査は、建物の位置および規模を確認し、屋敷内の構成を明らかにする目的で行った。
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第 28 図　造酒屋敷跡調査区配置図
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第 29 図　造酒屋敷跡調査区平面図
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調査区は、第 1次調査で建物や酒造に関わると考えられる遺構が集中していることが確認された屋敷地中央部（1区）

に設定し、複数の建物跡（1 号～ 3 号建物跡）や酒造関連遺構（カマド跡）を確認した。その他、南側の屋敷地境界

付近（2 区）と北側の三の丸（東丸）との境界付近（3 区）に調査区を設定し、屋敷地境界付近での遺構の残存状況

を確認した。

　第 4 次（仙台城跡第 27 次）調査は、第 3 次調査で検出された建物跡や水利遺構の続きを確認し、遺構の全容を明

らかにすることを目的に行った。調査区は第 3 次調査の南側に設定した。調査では、複数の遺構は確認できたが、建

物跡などの規模を確定するまでには至らなかった。

　第 5 次（仙台城跡第 28 次）調査は、未調査範囲が多い屋敷地南半部を対象に、第 4 次調査で検出された石敷遺構

や水の処理に関わるとみられる遺構の拡がりの確認を目的に行った。調査区は、第 4次調査の南側に設定し、石敷遺

構の広がりを確認するとともに、岩盤を掘り込む遺構も検出され、水処理に係る遺構が屋敷地の南側に集中する状況

を確認した。また、3次調査で検出された屋敷地南端の区画施設と考えられる溝跡の延長を確認した。

　第 6次（仙台城跡第 30 次）調査は、第 3 次調査や第 4次調査で確認された 2号建物跡の範囲を明確にすることと、

屋敷地北辺部の遺構確認を目的に行った。調査区は、第 3・4次調査区の西側（1区）と、2次調査 2区を拡張する位

置（2区）に設定した。調査では、2号建物の南辺部と屋敷地北辺を区画すると考えられる溝跡を検出した。

2．検出遺構
(1) 建物跡と関連遺構
　柱跡の可能性が考えられる遺構は多数検出されたが、ここでは建物跡として組み合う可能性がある遺構を報告す

る。その他、建物の柱跡の可能性が高いものについても報告する。なお、仙台城跡二の丸では、一間が六尺五寸

（約 197cm）から六尺三寸（約 191cm）へと変化することが指摘されているため（東北大学埋文調査センター 1998・

2000・2005、東北大学埋文調査室 2010）、それぞれの寸法で建物跡の組み合わせを検討した。

1 号建物跡　2 次調査 1 区東側で検出された。柱跡と考えられるのは、KS-597・598・802・803・804・805・806・

807・808・810・812・814・815・816・817・819・821・822 であり、その内、KS-597・598・806・808・810 には礎石

が残る。いずれも一間（六尺三寸）間隔で並ぶ。また、KS-809・811・818・820・823・940 は、柱筋に乗る位置で柱

跡からは半間離れることから、1号建物跡に関係する柱跡と考えられる。建物跡の規模は東西 5間以上、南北 4間で、

西辺から 2間目の梁間には 1間間隔で礎石跡が並び、建物跡北西部には南北 1間、東西 2間の張り出し部がある。張

り出し部中央には枘穴がある KS-823 礎石がある。建物跡西側 2 間分は、礎石跡の痕跡がない箇所があり、礎石掘方

も東側と比べ小さいものが目立つ。建物内部は、西側 2間分は遺構の重複が多く、東側は遺構の分布が希薄で、建物

内部の使用状況や存続時期の違いを表す可能性がある。遺物は、KS-812 埋土から 17 ～ 19 世紀の陶磁器、KS-822 埋

土から瀬戸美濃産染付端反碗（19 世紀前葉～中葉、第 33 図 3）、肥前産青磁染付碗（18 世紀）、土師質土器皿、平瓦、

丸瓦、KS-823 埋土から平瓦が出土した。建物跡の時期は、KS-822 出土の遺物から 19 世紀前葉以降と考えられる。

2 号建物跡　2 次調査 1 区西側、4 次調査区西側、6 次調査 1 区南側で検出された。柱跡と考えられるのは、KS-630・

824・825・826・827・1059・1144・1150 であり、KS-824・826・827・1059・1144 が礎石跡、KS-630・825・1150 が

柱穴である。いずれも一間（六尺三寸）間隔で並び、規模は東西 1間以上、南北は、柱跡が見られない箇所もあるが、

8 間以上と考えられる。その他、KS-628・828・965・1149 は、1 間間隔では並ばないが、柱筋に近接する遺構で、柱

跡と想定した遺構から半間離れるものが大半を占める。そのため、2 号建物跡に関連する柱跡の可能性がある。建物

内部には、南側に KS-994（1054）石敷遺構があり、KS-917 カマド跡や KS-985 炉跡も建物内に位置すると見られ、酒

造りにおける蒸米の工程が行われた「釜場」の建物であった可能性が想定できる。また、1 号建物跡との関係は、1

号建物跡西辺から一間（六尺三寸）離れて隣接するため、同時期に存在していたとすると、接続する 1棟の建物であっ

た可能性も考えられる。遺物は、KS-824 埋土から京焼の色絵金彩皿（18 世紀中葉、第 33 図 4）、KS-826 埋土から肥

前産染付碗、KS-827 埋土から産地不明の鉄釉擂鉢、KS-1059 掘方上面から大堀相馬産灰釉碗（18 世紀代）、KS-1144

掘方から大堀相馬産白濁釉小坏（18 世紀後半～ 19 世紀前半、第 33 図 6）と瓦が出土した。建物跡の時期は、KS-

1144 出土の遺物から、18 世紀後半～ 19 世紀前半頃と考えられる。

47

造酒屋敷跡調査の総括



3 号建物跡　2次調査 1区東端で検出された。柱跡と考えられるのは KS-831・832・833・834 で、いずれも礎石跡である。

それぞれが一間（六尺五寸）間隔で並び、周囲の状況から、建物は東に広がると考えられる。規模は南北 4間以上で、

北と南に防空壕が位置するため不明確であるが、南北それぞれに 1 間分延びる可能性もある。1 号建物跡と直接の切

り合い関係がないため新旧は判断できないが、一間が六尺五寸と考えられることから、1 号建物跡よりも古い建物跡

第 30 図　1・3 号建物跡平面図KS-1055
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と推定される。しかし、切り合い

関係がなく 1 号建物跡東側は一間

を六尺五寸としても間隔が合うた

め、1 号建物跡に付属する建物や

内部の柱跡の可能性もある。遺物

の出土はないが、柱間隔が一間六

尺五寸であるとすると、17 世紀代

に遡る可能性も考えられる。

その他の関連遺構　建物の柱跡の

可能性が高い遺構を報告する。1

～ 3 号建物跡の南北軸は、いずれ

も真北方向から西へ約 18.5°振れ

るため、この 軸に平行または直

交して並ぶ遺構は建物跡の可能性

を想定した。

KS-605・1019・1063　1 次調査

2 区中央部（3 次調査 1 区南端）、

4 次調査区中央部北側で検出され

た、南北方向に延びる石列である

（第 30 図）。「一間が六尺三寸とす

ると 2 間半離れて平行するが、北

辺と南辺が不明であり、建物跡と

して復元はできなかった。KS-605

から磁器が出土したが、遺構の時

期は不明である。

KS-813・926　1 号建物跡南辺上

で検出された（第 30 図）。3 号建

物跡から半間（一間六尺五寸換算）

離れ、3 号建物跡との関係が想定

されるが、1 号建物跡の南辺上に

も位置し、その前身の建物の可能

性もある。遺構の時期は、KS-813

が 1 号建物跡より古い遺構である

ことから、19 世紀以前の年代が考

えられる。

KS-829・830・1145　3 次調査 1

区南西部、6 次調査 1 区南側で検

出した（第 31 図）。2 号建物跡の内部で検出されているが、KS-1145 は 2 号建物跡の礎石跡に切られている。一間六

尺三寸で、KS-829 と KS-830 は 2 間、KS-830 と KS-1145 は 3 間離れ、2号建物跡に関わる柱跡の可能性も想定される。

遺物は、KS-1145 掘方から、大堀相馬産白濁釉小坏（18 世紀後半～ 19 世紀前半、第 33 図 7）が出土した。

 (2) 酒造遺構と関連遺構
　一般に発掘調査で検出される酒造関連遺構には、精米工程の臼屋、洗米工程の井戸や洗い場、蒸米工程でのカマド、

圧搾工程の搾り場（男柱と垂壺）がある。調査では、検出した遺構すべてを掘削していないため、その性格を明らか
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にできていない場合が多いが、ここでは可能性があるものも含めて報告する。

井戸跡　3基の井戸跡が検出され、仙台城跡でこれまでに検出された井戸跡の中でも大型のものである（第 29 図）。

KS-740　2 次調査 1 区東側で検出した。平面形は、上半部の大半を失うが、掘方はやや不整形な円形で、井戸側は

円形である。規模は、掘方が東西 5m 以上、南北 4.4m、井戸側が直径 2.1m である。遺物の出土はなく、時期は不明

であるが、掘方が KS-746 に切られており、18 世紀以前の井戸跡の可能性がある。

KS-746　2 次調査 1 区中央部東側で検出した。平面形は、掘方が円形で、井戸側は略方形と考えられる。規模は、

掘方が東西 3.5m、南北 3.85m で、井戸側は不明である。遺物は、陶磁器や土師質土器、瓦質土器、金属製品、木製品、

石製品などが多数出土し、特に木製品は、木簡をはじめ、漆器碗、下駄、箸、樽や桶の部材、栓など豊富な種類が出

土した。遺構の時期は、出土陶磁器が 18 世紀を中心とし、寛保 2（1742）年の暦とみられる京焼暦手筒茶碗や「榧

森与左衛門」と記された木簡などから、18 世紀代と考えられ、19 世紀代まで使用していた可能性も考えられる。

KS-799　2 次調査 1 区東端で検出した。掘方は不明であるが、防空壕の壁面で井戸側の板材が L 字状に確認された。

出土遺物には瓦があるが、時期は不明である。

洗い場遺構　洗い場の可能性があるものは複数検出されたが、井戸跡との関係が不明確なものが多く、断定するには

至らなかった。ここでは可能性があるものを抽出して報告する（第 29 図）。

KS-741　2 次調査 1 区東側で検出し、KS-740 井戸跡北側に隣接する。径約 25 ～ 40cm の扁平な石材が集中して 6 石

確認された。出土遺物はなく、時期は不明であるが、KS-740 に接しており、関連する施設の可能性がある。

KS-1053・1086・1087　4次調査区南端部、5 次調査区北端部で検出した。径 2～ 5cm 程の円礫を敷き詰めた遺構で、

東西 2.6m、南北 3.6m の範囲で広がり、KS-1053 では東寄りに上面が平坦な径 20 ～ 30cm 程の円礫が 3 石並び、KS-

1087 では径 20 ～ 30cm 程の円礫 9 石が隣接して検出された。遺物は、KS-1053 上面で 18 世紀代の大堀相馬産陶器が

出土した。遺構の時期は、KS-1086・1087 が構築された整地層の年代から 19 世紀前半頃と考えられる。

KS-994（1054）　3 次調査 1 区南東部、6 次調査 1 区南側で検出した。径 10 ～ 20cm 程の円礫を敷き詰めた遺構で、

2 号建物跡内部と想定される位置で、東西 1.9m、南北 6.9m の範囲を確認した。2 号建物跡関連の施設と考えられる。

遺物は、上面から 17 ～ 18 世紀頃の肥前産磁器が出土し、遺構の時期は 18 世紀以降と考えられる。

カマド跡　2 基のカマド跡が検出された（第 32 図）。いずれも半地下式の作業場と燃焼部で構成され、兵庫県伊丹郷

町遺跡で検出された酒造用のカマド跡と類似した構造を持っている（小長谷・川口 1996、赤松 2019）。

KS-768　2 次調査 1 区中央西側で検出した。燃焼部の一部とそれに付属する半地下式の作業場を確認した。燃焼部

は大半が削平され、灰の掻き出し溝底面に敷かれた板石だけが残る。板石は長さ 1.2m、幅 50cm 程で 3 石配置され、

中央部は南北方向に浅く凹む。確実な燃焼部は 1基であるが、伊丹郷町遺跡の例では 2基備えるのが大半であり、本

遺構も本来は 2基あったと考えられる。作業場は平面形が長方形で、側壁は東西辺と南辺に板材が残り、板材を支え

る径 12cm 程の杭が 9本検出された。規模は東西 2.8m、南北 1.15m で、床面には炭が一面に堆積する。遺物は、19 世

紀前葉の瀬戸美濃産染付端反碗（第 33 図 1・2）や桟瓦などがあり、遺構の時期は 19 世紀前葉以降と考えられる。

KS-917　3 次調査 1 区西側中央部で検出した。燃焼部 1 基と半地下式の作業場を確認した。2 号建物跡内部に位置す

ると想定される。燃焼部は規模が径約 70 ㎝で、円形に並べられた二重の石材を基礎とする。底面には灰の掻き出し

溝に伴う敷石が 6石並ぶ。本遺構も本来は 2 基の燃焼部を持つと考えられるが、撹乱により不明である。作業場は平

面形が長方形で北側に突出部を持ち、規模は南北 2.4m、東西 1.6m で、南側の床面は砂敷きとなる。側壁は不明であ

るが、北辺と東辺に加工された石材が検出され、石積みの可能性がある。遺物は、肥前産小型瓶・染付碗、大堀相馬

産小坏（18 世紀後半、図 33 図 5）、瓦質土器、瓦、金属製品が出土し、遺構の時期は 18 世紀後半以降と考えられる。

搾り場遺構　明確な搾り場遺構は検出されていないが、ここでは可能性の高い遺構について報告する（第 29 図）。い

ずれも男柱に関連する遺構であり、垂壺に関わる明確な遺構は掘削を行った中では見いだせなかった。

KS-894　3 次調査 1 区中央部で検出した（第 30 図）。平面形は、北側が不明で全体形は不明であるが、南北に長い

長方形で、規模は東西 1.1m、南北 1.8m 以上である。遺構内から 3 点の木材が検出された。底面では、残存する大き

さが 28 × 15 ㎝、高さ 29cm の角材が検出され、サブトレンチ北壁と南壁で木材の一部が検出された。これらの木材

が男柱とそれを支える横木の可能性があるが、特定するには至らなかった。遺物は、肥前産染付碗、大堀相馬鉄釉鍋、
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KS-768

KS-917

0 2m
(1/50)

層位
土色

土質
土性

備考
土色 No. 土色 しまり

b-b'

1 7.5YR3/1 黒褐色 シルト やや有 木炭片多量　風化礫（1～3cm）岩片・礫（1～ 6cm）少量　瓦含む

2 10YR5/3 にぶい黄褐色 粘土質シルト やや有 礫（3～15）少量　風化礫（1～3cm）多量　炭化物・瓦含む

3 10YR3/2 黒褐色 シルト 有
風化礫（0.5～3cm）多量　礫（3～15 ㎝）　岩片・木炭少量
焼土ブロック（細かい）少量　瓦・鉄分含む

4 2.5Y4/2 暗灰黄色 粘土質シルト やや有 礫（1～ 6㎝）・鉄分少量　炭化物・木片含む　西側は層の上面が硬い

5 10YR1.7/1 黒色 シルト やや有 木炭片多量

6 2.5Y3/1 黒褐色 シルト 有 礫（3～ 5㎝）少量　木片・瓦片・鉄製品含む

7 7.5YR3/1 黒褐色 シルト 無 岩片・瓦・鉄分・木炭片含む

8 10YR1.7/1 黒色 シルト 無 木炭・鉄分少量含む　落ち込み？

c-c'

1～3 b-b'1～3と同一

4 10YR6/2 灰黄褐色 粘土 やや有 礫（2～3㎝）・鉄分少量含む　カマドの補強用か？

5 10YR3/1 黒褐色 シルト 有 1層と同一だが、わずかに焼土を含む

6 5YR3/1 黒褐色 シルト 有 木炭片少量含む

7 10YR4/2 灰黄褐色 シルト やや有 砂多量　礫（2～3㎝）岩片少量　炭化物・鉄分含む

d-d'

1 2.5Y3/1 黒褐色 粘土質シルト やや有 鉄分・細かい風化礫（黄褐色）多量　礫（2～ 5㎝）・炭・岩片少量　陶器片含む

2 10YR1.7/1 黒色 シルト やや有 木炭片多量　鉄分少量含む

3 10YR2/1 黒色 シルト やや有 木炭片多量　鉄分少量　瓦含む

4 2.5Y4/2 暗灰黄色 粘土質シルト やや有 礫（1～ 6㎝）　鉄分少量　炭化物・木片含む

第 32 図　カマド跡平面図・断面図

層位
土色

土質
土性

備考
土色 No. 土色 しまり

1 炭層
やや
有

上面に板材、桟瓦片がのる

2 7.5YR4/1 灰色 粘土 有
径 1～ 5cm の礫　瓦含む　
掘方の可能性あり

3 2.5Y3/1 黒褐色 粘土 有
径 2～ 4cm の礫　瓦・鉄分
含む

4 2.5Y3/2 黒褐色 粘土 有

5 2.5Y3/1 黒褐色 粘土 有
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瓦、漆器碗が出土したが、時期が判明する遺物はなく、遺構の時期は不明である。

KS-1055　4 次調査区中央部西側で検出した（第 29 図）。平面形は東西に長い長方形で、南西辺の一部が突出し、北

東辺には溝が接続する。規模は長軸 3.5m、短軸 2m で、南西部は長さ 0.4m、幅 1.0m で突出する。底面は確認できな

かったが、深さ 35cm 以上である。上面に多数の円礫が散在し、幅 15cm、長さ 60 ㎝の木材も検出された。また、サ

ブトレンチ内からは板材 2点、杭 6点が検出された。中央付近で検出した板材は、遺構の長軸と平行し、厚さ 6cm 以

上、高さ 14cm 以上あり、角材の可能性もある。出土遺物には、陶磁器や土師質土器、瓦質土器、瓦、木製品、金属

製品があり、埋土から 18 世紀後半頃の肥前産染付蓋が出土した。遺構の時期は 18 世紀後半以降と考えられる。

 (3) 屋敷地境界に関連する遺構
　屋敷地の境界に関わる施設と考えられる遺構について報告する（第 29 図）。

KS-687　2 次調査 2 区、6 次調査 2 区東側で検出した。北側の境界に関連する遺構と考えられる。東西に延びる石組

遺構で、南北 2 列の石列で構成される。南側の石列は、3 ～ 4 段程度積まれていると見られ、やや平坦な面を揃えて

配置される。一方北側の石列には、意図的に積まれた状況は確認できない。本遺構は、石組もしくは区画施設の基礎

である可能性が考えられる。規模は上端幅 80cm、下端幅 50cm、深さは 55cm である。出土遺物には土師質土器皿があ

るが、時期は不明である。遺構の時期は、本遺構廃絶後に、18 世紀後半～ 19 世紀前半頃と考えられる KS-1137 が構

築された可能性が高いことから、それ以前と考えられる。

2 次調査 4 区検出溝跡　2 次調査 4 区で検出した南北に延びる溝跡である。埋土からビニールが出土しており、新し

い溝として報告されているが、後述する KS-1137 と KS-1116 の延長線上に位置し、西側の境界付近に設けられた溝跡

と考えられる。

KS-1004・1116　3次調査 2区南側、5次調査区西端で検出した。KS-1004 は幅 1.5m、深さ 0.75m、KS-1116 は幅 0.4m

以上、深さ 0.1m 以上であり、いずれも岩盤を掘り込んで構築される。遺物は瓦や木製品が出土した。造酒屋敷跡南

端部付近で検出された比較的大型の溝であり、屋敷地を区画する施設の可能性が考えられる。

KS-1137　6次調査 2区で検出した南北に延びる石組の溝跡である。規模は上端幅 65 ㎝、下端幅 54 ㎝、深さ 45cm で、

溝跡の側壁に矢穴や加工された痕跡を持つ石材が使用される。遺物は、陶磁器や土師質土器、瓦、木製品、石製品が

出土し、底面近くからは 17 世紀後半～ 18 世紀前半の肥前産陶器鉢が出土した。遺構の時期は、溝跡を覆う盛土から

出土した小野相馬産皿や瀬戸美濃産染付碗から、18 世紀後半～ 19 世紀前半頃と考えられる。

(4) その他の遺構
　ここでは、建物跡や酒造り、屋敷地などに直接関係するか不明であるが、特筆すべき遺構について報告する。

KS-604・606・948・973・974　1 次調査 2 区中央部、3 次調査 1 区南側で検出した遺構で、円礫が充填された方形

の土坑（KS-604）とそれに接続する溝跡で構成される（第 30 図）。土坑部分は平面形がやや不整形な方形で、北側が

突出し、突出部には比較的大型の円礫が多い。規模は東西 4.3m、南北 3.8m ある。東側の溝との接続部分は石組みと

なる。この溝跡に数条の溝跡が重複するが（KS-948・973・974）、本来は KS-604 に接続していたと考えられる。また、

南側にも溝跡が接続し、こちらは木樋（KS-606）である。遺物は、埋土中から肥前産染付碗・皿、肥前産陶器刷毛目

文碗、瀬戸美濃産碗、大堀相馬産灰釉碗、在地産鉄釉豆甕、土師質土器皿、瓦、かんざし、鉄釘などが出土した。出

土した陶磁器は 17 世紀後半～ 19 世紀前半のものであり、遺構もこれらの時期に機能していたと考えられる。

KS-936・1039・1083　3 次調査 1 区中央部（KS-936）、4 次調査区中央部（KS-1039）、5 次調査区西側（KS-1083）

で検出した木枠である（第 29 図）。KS-936・1083 は土坑内で検出され、KS-1039 は整地層を掘り込んで構築されてい

る。用途は不明であるが、KS-1039 では底面に植物質の材を敷き、隣接して石敷きが確認された。

KS-985　3 次調査 1 区南西部で検出した炉跡で、2 号建物跡内部と想定される位置にある（第 31 図）。大型の掘方を

伴い、燃焼部は円形で周囲を石材で囲む。規模は径61㎝である。掘方は五角形に近い方形で、南北256㎝、東西142㎝、

深さ 40cm 以上であり、東辺で土留めと見られる板材の痕跡が確認された。本遺構は炉跡と報告されているが、掘方

の規模が大きく、側壁と考えられる痕跡があるため、酒造用のカマドの可能性もある。遺物は、燃焼部から肥前産青

磁中皿（17 世紀）、在地産鉄釉擂鉢、瓦が、掘方上面から肥前産染付碗（18 世紀後葉）、瓦が出土した。
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3．出土遺物
　造酒屋敷跡では各種の遺物が出土しているが、ここでは主要な遺物について触れる。

 (1) 陶磁器
　調査では、海外（中国）も含め、日本各地の製品が出土している。陶器では肥前、備前、丹波、京、信楽、瀬戸美濃、

常滑、志戸呂、岸、相馬、堤、中国である。磁器では肥前、瀬戸美濃、切込、中国である。これら陶磁器の器種には、

食膳具（碗、皿、蓋、小坏、鉢、土瓶、徳利、瓶類、散蓮華）、貯蔵具（甕、大甕、小壺、豆甕）、調理具（擂鉢、鍋）、

その他（灯明皿、燭台、器台、紅皿、仏飯器、茶入れ、灰落とし、花生、香炉、天目茶碗）などがあり、磁器に比べ

て陶器のほうで豊富な器種が出土した。碗や皿などの食膳具以外に、茶道具や化粧道具、仏具が含まれており、造酒

屋敷跡は酒造りの場だけではなく、榧森氏の日常生活の場でもあったことが想定される。そのほか、特徴的な器種と

して大甕があり、酒造に関わる遺物として注目される。小坏は、仙台城内の他の地区に比べて出土数が多く、酒造に

関わる遺物の可能性がある。また、豆甕は、仙台城跡とその周辺で出土するが造酒屋敷地内で比較的多く出土している。

　年代は、16世紀末～19世紀中葉までの各時期のものがあり、近世を通じてこの場所が利用されていたことが窺える。時期

別の様相は、遺構からの一括遺物がほとんどないため数量や組成の特徴を比較することは難しいが、おおまかな傾向として

陶器と磁器ともに17世紀後半以降のものが多い。磁器では17世紀前半のものが少ないのに対して、陶器では磁器よりも多く

見られる。相対的に17世紀前半代の陶磁器が少なく、器種の多くが皿類であることは、二の丸跡の調査成果と類似する傾

向がある（東北大学埋蔵文化財調査研究センター1998）。

　出土場所での傾向は、磁器では 3 次調査 1 区周辺で各時期のものがまんべんなく見られ、4 次調査区周辺では 17

世紀～ 18 世紀前葉のものが多く、2 次調査 1 区周辺では 18 世紀以降のものが多い傾向にある。陶器でも、おおむね

磁器と同じ傾向があるが、2次調査 1区周辺では 17 世紀前半のものが比較的多い。

(2) 瓦
　出土した瓦には、軒丸瓦、軒平瓦、滴水瓦、軒桟瓦、丸瓦、平瓦、桟瓦、熨斗瓦、面戸瓦、輪違い、平板、塀瓦、伏間瓦、

駒瓦、鬼瓦、鯱瓦、飾り瓦がある。これらは調査区全体で出土するが、2次調査 1・2区周辺で多く、特に 2次調査 3

区では 1㎡あたりの出土点数が突出して多い。これらのことから、屋敷地北側に瓦葺きの建物が多かった可能性があ

る。さらに、屋敷地境界付近での出土が顕著であることから、塀などに瓦が利用されていた可能性も考えられる。

　軒先瓦には城内で出土する各種のものが見られる。軒丸瓦には、三巴文や珠文、九曜文、三引両文があり、桐文も

出土している。軒平瓦では、菊花文、桔梗文、花菱文、三葉文、梅文があり、滴水瓦（菊花文）も出土している。軒

桟瓦には三巴文があり、榧森氏の家紋である二つ丁子文も出土した。これらの軒瓦で特徴的なのは、城内で一般的に

出土する笹文の軒平瓦が含まれず、追廻や二の丸北方武家屋敷ではあまり出土しない、菊花文や桔梗文、花菱文が主

体的な点である。また、軒丸瓦には九曜文や三引両文があり、藩が管理する建物に使用されていた可能性がある。桐

文の軒丸瓦や滴水瓦については、城内での使用状況を考慮して、造酒屋敷跡で使用されていたのか検討する必要があ

る。榧森氏の家紋である二つ丁子文の軒桟瓦については、出土量が少なく、出土場所も屋敷地の境界付近で出土して

いることから、屋敷地へ入る門などの特定の場所で使用された可能性が考えられる。

(3) 酒造関連遺物
　酒造りに関連する遺物として、陶器では備前産大甕（第33図8〜14）、木製品では桶や樽など（第34図1〜13）がある。

備前産大甕を除いて、酒造に関連する木製品はほとんどが KS-746 井戸跡から出土している。

　KS-746 井戸跡から出土した桶や樽と見られる木製品には、側板や把手、蓋板、底板、タガ材、クサビ、栓がある。

側板には全体の長さがわかるものはなく、多くはノコギリで切断された痕跡が確認され、作り直しや解体、再加工に

伴う痕跡と考えられる。同様の痕跡はタガ材にも認められ、不要となった桶や樽を一括して廃棄した可能性も考えら

れる。出土した側板の中には、厚さ 3cm 以上あるものや直径が 2.15m と推定される蓋板もあり、酒造用の大桶と想定

される。クサビは側面が三角形のものが主体であるが、中央が窪む M字状のものも確認され、側面に貫通する孔があ

けられるものもある。栓はいずれも円錐台状で、上部に穴があけられるものや切込みがあるもの、柿渋が塗られたも

のなどもある。柿渋は、天賞酒造の例によると（仙台市教委 2006b）、酒造用の桶に雑菌やカビの付着を防ぐために

塗られる場合があり、柿渋が塗られた栓も同様の効果を得るため塗られた可能性が考えられる。なお、桶の側板にも
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柿渋を塗った可能性があるものが存在する。また、栓には細長いものもあり、角樽用の栓の可能性が想定され、出土

した把手と併せて、造酒屋敷からの酒の運搬方法の一端を考えるうえで注目される遺物である。

　備前産の大甕は、破片で複数出土しており、口縁部形態などから少なくとも 2個体以上ある。備前産の陶器は接合

後の破片数で 34 点あり、その全てが大甕ではなく、甕が 1個体以上、徳利の破片 1点が含まれる。備前産陶器は、2

次調査で 19 点（1区 18 点、2区 1点）、3 次調査で 12 点（1区 11 点、3区 1点）、5次調査で 1点、6次調査で 2点（1

区 2点）出土しており、屋敷地北側で多く出土する傾向がある。これら備前産陶器の時期は、破片資料が多く明確で

はないが、大甕は口縁部形態が 16 世紀後葉～ 17 世紀前葉頃のものと類似する。甕は 17 世紀代と考えられ、徳利は

17 世紀末～ 18 世紀初頭頃と考えられる。大甕の年代を 17 世紀前葉であるとすると、榧森氏の来仙に伴って持ち込
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第 33 図　造酒屋敷跡出土陶磁器

図中
番号

登録
番号

種別 種類 遺構・層位 生産地 器種 製作年代
口径
(㎜ )

底径
(㎜ )

器高
(㎜ )

釉薬・文様等 備考
写真
図版

1 J-169 磁器 染付 KS-768 埋土 瀬戸美濃 端反碗 19c前 （118） - - 垣根　草文

2 J-164 磁器 染付 KS-768 埋土 瀬戸美濃 端反碗 19ｃ前 （80） （30） （40） 源氏香文 薄い口錆（口紅）あり

3 磁器 染付 KS-822 埋土 瀬戸美濃 端反碗 19c前 （90） - （19） 今回実測

4 I-246 陶器 KS-824 埋土 京信楽 皿 18c - （44） - 色絵金彩草花文

5 I-243 陶器 KS-917埋土 大堀相馬 小坏 18ｃ後～19c前 （58） - - 白濁釉

6 I-346 陶器 KS-1144 掘方 大堀相馬 小坏 18ｃ後～19c前 - （24） - 白濁釉 今回実測

7 I-336 陶器 KS-1145 掘方 大堀相馬 小坏 18ｃ前～19c前 - 30 - 白濁釉

8 I-278 陶器 備前 大甕 17c （813） - - 内外塗土 12-1

9 I-335 陶器 表採 備前 大甕 17c - - - 12-2

10 I-227 陶器 撹乱 備前 大甕 17c前 - - - 内外塗土 今回実測 12-3

11 I-308 陶器 KS-1076 埋土 備前 大甕 17c - - - 12-4

12 I-163 陶器 備前 大甕 17c - （425） - 内外塗土 底部窯道具痕あり 12-5

13 I-358 陶器 備前 甕 17c 代 （348） - - 内外塗土 今回実測 12-6

14 I-230 陶器 KS-716 掘方 備前 徳利 17c末～18c 初 - - - 糸目　塗土 今回実測 12-7
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まれた可能性があり、造酒屋敷跡の成立年代と関係する。仙台城跡で備前産陶器は、隣接する三の丸（東丸）でも、

水指や徳利、擂鉢の破片が 4点出土している。また、二の丸跡や北方武家屋敷地区では、備前産陶器はほとんど出土

していない。追廻地区では 6点出土しているが、器種は盤や瓶類である。城内でも大甕が出土するのは造酒屋敷跡だ

けであり、このことからも備前産大甕が酒造りに関連する遺物であることが窺える。
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13

0 10cm
(1/4)

0 20cm
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図中
番号

登録 
番号

種類 遺構・層位 法量(㎜ ) 備考

1 L-137 栓 KS-746 埋土 全長138　最大径 21 酒樽用の栓か

2 L-133 栓 KS-746 埋土 全長 69　最大径 27 面取りあり　紐掛け用の切込みか

3 L-135 栓 KS-746 埋土 全長 93　幅 29　厚さ27 1箇所孔がある　上が斜めになる

4 K-138 栓 KS-746 埋土 全長75　最大径37

5 L-134 栓 KS-746 埋土 全長 63　最大径 28 柿渋（茶色）塗り　表面の摩耗、剥落が著しい　上端面取り

6 L-136 栓 KS-746 埋土 全長 46　最大径 40 柿渋（黒色）が帯状に分布

7 L-139 クサビ KS-746 埋土 全長120　幅 45　厚さ29 孔径 5×6　側面中央に穴 3つ（貫通穴 2つ）

8 L-129 把手 KS-746 埋土 全長 24　幅 272　厚さ14 樽か桶の把手　板目材

9 L-115 蓋（樽） KS-746 埋土 全長 207　幅 213　厚さ18　直径（208）　孔直径32 木釘 2つ　縁辺上部面取り（斗形）　蓋 2 枚組　2 枚の板はいずれも板目材

10 L-128 桶 KS-746 埋土 全長（94）　幅 62　厚さ14 桶の角材　把手枘穴あり　下部欠損　面取り

11 L-117 蓋（樽） KS-746 埋土 全長（348）　幅 96　厚さ23　径（420）　孔直径35
板目材　部材 2 枚以上　穴の直径35　木釘 1つ　木釘孔 1つ　
面取り断面形斗形　裏面（内側か）黒色塗料（柿渋か、光沢なし）

12 L-118 蓋（大桶） KS-746 埋土 全長（394）　幅（118）　厚さ14　直径約 215 ㎝
釘穴 1つ　柾目材　5尺あるいは 6尺桶か　大型桶蓋材　切込み
加工あり　片面黒色柿渋塗

13 L-119 蓋か KS-746 埋土 直径 469　幅（104）　厚さ22　孔直径 24 円孔あり　両側面面取り　釘穴 7つ　断面算盤玉状　甑の底板か

第 34 図　造酒屋敷跡出土木製品
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4．文献・絵図
(1) 造酒屋敷の研究史と位置づけ
　本節では造酒屋敷に関わる文献史料・絵図を集成し検討する。これまで 6次にわたる発掘調査から、酒蔵に関する

遺構と職人榧森氏の存在が明らかになってきている。また、造酒屋敷に関わる古文書類(書状や文献等)や古記録(藩

史 )、絵図 ( 城絵図 ) においても仙台城内の酒蔵の存在が確認でき、榧森氏による城内での酒造りの実態や建物の全

容を考える上で大きな示唆を与えてくれるものと言える。

　柳生宗矩 (むねのり )の紹介で慶長 13 年 (1608) に奈良から又右衛門という職人を招聘し、仙台城内の一角に酒蔵

と屋敷を与えて酒造にあたらせ、出身地にちなんで榧森の苗字を名乗ることを許したとあるが (仙台市史編さん委員

会 2003)、これらの内容は寛延元年 (1748) に 6 代目当主榧森与左衛門により書かれた由緒書「榧森与左衛門書上」(以

下、「書上」とする ) によるものである。又右衛門の来仙から 140 年後の記録ではあるが、唯一榧森氏が家の歴史を

まとめたものとして多く参考にされている。この文書は、榧森氏の子孫が所蔵する「榧森文書」( 大泉文書 ) 群の一

つである。なお、「榧森文書」は現在所在不明となっている。

　昭和の初期には、『宮城県酒造史別篇』( 以下、『別編』とする )で「榧森文書」から榧森氏の検討が加えられており、

これは榧森氏をまとめた唯一の研究である。『別編』には多くの「榧森文書」が翻刻収録されている（早坂 1962）。

　これらを踏まえ上で、造酒屋敷に関係する文献史料、絵図を集成し、紹介する。 

(2) 政宗関係文書 
　伊達政宗が仙台城に入城し、普請が完了したのは慶長 7 年 (1602) である。「書上」( 第 6 表№ 23) によれば、その

6年後の慶長 13 年 (1608) に大和国（奈良県）から雲野又五郎（榧森又右衛門）を仙台に呼び寄せ、城内 (注 1) に「御

用酒屋」が造られたことにより御酒屋榧森氏が成立する。政宗期の造酒屋敷に関係する一次史料としては、政宗自身

が発給している書状が 16 点存在し、そのうち榧森自身に宛てた書状 8 点確認されている ( 第 3 表 )。ここでは主に

政宗期の造酒屋敷について、政宗関係文書からみていきたい。 

　造酒屋敷の始まりを示す文書 
　造酒屋敷に関係すると思われる史料の初出は、慶長12年(1607)か慶長15年(1610)と推定されている、政宗直筆で茂庭

綱元に送った「茂庭石見守綱元宛書状」(第 3表№ 1）である。『市史城館編』では「雲野又右衛門が城内に酒蔵を拝領し

た関連史料か」とその関連性が指摘されている（仙台市史編さん委員会 2006）。この書状からは、酒職人を新たに仙台に呼

び寄せ酒造蔵と屋敷を政宗による造作で用意したことはわかるが、榧森氏の名は確認できない(注 2)。しかし、文面を追っ

ていくと榧森氏を窺わせる内容を読み取ることができる。まず「ちんきやくなとのため」と要人に対する贈答目的でもあること

が記載され、第3表(№ 11,13,14,16)の政宗文書をみると贈答品としての使用が認められる。次に「可然ものをでしに三人ほ

ともつけ候て、」と人を付ける記載があり、榧森氏に対する藩からの支給を示す書状(第 6表№ 19)にも「人足」が含まれて

いることが確認できる。元禄 2年(1689)の書状(第 6表№ 20)では、これまで榧森氏に「定付御人足三人」が預けられて

いたが、この時1人削減するとあることから、元禄 2年以前までは定付に3人付いており、3人という人数が「でし三人」を

窺わせる。さらに「さけつくり候もの、来年ハのほせく候」とあり、この文書の出されたのが慶長12年として、来年には酒職

人が来る背景を鑑みれば、「書上」の慶長13年の又右衛門の来仙と時期的に一致する。 

　以上のことから「茂庭石見守綱元宛書状」にみられる「さけつくり候もの」は榧森氏を指している可能性が高いと

考えられる。慶長 12 年、政宗が江戸にいる間に酒職人 ( 又右衛門 ) の紹介があり、国元の綱元にその内容を伝えて

いる様子がこの史料から読み取れる。造酒屋敷において重要な一次史料と言える。 

　藩御用酒の生産について
　元和 5 年 (1619) に政宗から仙台藩出入司 ( 藩財政の総責任者 ) である馬場親成および渡辺一綱に出された黒印状

( 第 3 表№ 6) をみると、元和 4 年（1618）までは毎年 60 石ずつの酒造原料米を政宗黒印状によって榧森氏に渡され

ている。このことから原料米は基本的に藩からの支給であったことがわかる。さらに御用酒用に元和 6年までの原料

米として 300 石渡しており、毎年 60 石に対し足りない場合はその都度、支給されていたことも窺える。さらに、原

料米以外の藩による支給品を示すものとして、少し時代が下るが、天和元年 (1681) の史料があげられる ( 第 6 表№

19)。これによると紙、麻、柿渋、流木 ( 燃料材 )、藁、木綿、油といった消耗品も年度ごと支給されていたことが
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確認できる。また御人足として 357 人付けられており、米を搗く作業人数としてこの時期は米 100 石につき 238 人と

決められていたことも読み取れる。

　生産される御用酒の量としては、寛文 5 年 (1665) には玄米で 100 石を与えられ、本米 1 石につき 6 斗 5 升の出酒

の割合で諸白 =「上酒」65 石を生産している ( 第 6 表№ 17)。また江戸前期の大和鴻池流寒造りの約 1 石につき 8 斗

9升の生産（『童蒙酒造記』）と当該期の榧森氏と比べてみると、榧森の生産量はやや少ない。それは生産した中でも「上

酒」のみを「御用酒」として藩に納めていたためと考えられる。

　城内における御用酒の消費
　城内における御用酒の注文指示書としては 7 通 ( 第 3 表№ 3,4,5,7,8,9,10) 確認されており、第 4 表にまとめた。

すべて政宗の黒印状により榧森氏宛で出され、元和 2 年 (1616) に初めて榧森氏が「もろはく屋又五郎」という呼称

で登場する。黒印状による注文は政宗晩年の寛永 10 年 (1633) まで出される。御用酒の送り先は、主に政宗親族の屋

敷間に限られ、毎月決まった量を納めるようにと榧森又右衛門に指示を出されており、元和 5年 (1619) の黒印状 (第

3 表№ 5) は送り先が「上之丸」と記載され、同表現は慶長 6 年から元和 4 年 (1601 ～ 1618) の政宗発給文書 ( 第 3

表№ 2) でも確認できる。この時期は「二の丸」成立以前であるため、「上之丸」は仙台城本丸を指していると考えら

れる。次に元和 9年 (1623) の黒印状 ( 第 3 表№ 7) をみると政宗の息子の各屋敷だけで 1月に 9斗 7升を渡している

ことが確認できる。それを 1年の消費量に換算すると 11 石 5 斗 2 升となる。

№ 西暦 和暦 月日 資料名 差出 宛先 内容 所蔵元 引用元 備考

1 1607ヵ
慶長12
年ヵ

9月11日 「茂庭石見守綱元宛書状」 伊達政宗 茂庭綱元

わかさゟさけつくりくたし候、さためてさしおき候所
候ましく候、（中略）りもんニハ屋敷をいつかたにもい
たし、かの屋しきに此度のさけつくり、必々可指置候、
手前之ぞうさにてくらをもつくらせ、たうぐまてぞう
さを入、こしらへ候間、

個人所蔵 『政宗2』 巻頭図版2に写真掲載

2
1601～
1618

慶長6年
から

元和4年
不詳

「某宛消息」
(榧森又右エ門宛ヵ）

伊達政宗 榧森又右衛門
人をよくはらい心安うえの丸衆しやうはんにめしよせ
可然候、

榧森文書 『政宗4』「上の丸」の記載あり。

3 1616 元和2年 1月 1日 「諸白屋又五郎宛黒印状」 伊達政宗 榧森又右衛門
壱人分　一月ニ御しゆ壱斗五升つゝ御わたし候へく
候、

榧森文書 『政宗4』
又右衛門の使い「九郎
さえもん」宛

4 1616 元和2年 10月14日 「諸白屋又五郎宛黒印状」 伊達政宗 榧森又右衛門
酒壱斗五升つゝ、毎月、宮内因幡所へ可相渡候、但、喝喰
丸つかい用也、仍如件、

榧森文書 『政宗4』

5 1619 元和5年 3月 9日 「諸白屋又五郎宛黒印状」 伊達政宗 榧森又右衛門 上之丸之御酒、壱月付は、壱斗五升つゝ御上候へく候、 榧森文書 『政宗4』
又右衛門の使い「文右
衛門」宛

6 1619 元和5年 6月 1日
「馬場蔵人主親成・渡辺助

左衛門一綱宛黒印状」
伊達政宗

馬場親成
渡辺一綱

米三百石諸白屋又五郎ニ可相渡候、但、来年之御酒共当
年ゟ支度之為ニ候、

榧森文書
『政宗3』 

補遺

7 1623 元和9年 3月 7日 「諸白屋又五郎宛黒印状」 伊達政宗 榧森又右衛門

月なみのうけとり御しゆ　 一みかわ様御やしきへ、一
月二仁斗四升つゝ 一ゑちせん様御やしきへ、一月二仁
斗五升つゝ 一ゑもん様御やしきへ、一月二仁斗四升
つゝ 一御かつしき様御やしきへ、一月二仁斗四升つゝ

榧森文書 『政宗4』

8 1627 寛永4年 8月21日 「榧森又右衛門宛黒印状」 伊達政宗 榧森又右衛門
おきんつほねへ亦々もろはく一日二壱斗五升つゝ相わ
たすへく候、

榧森文書 『政宗4』 阿茶局（荘厳院ヵ)

9 1627 寛永4年 12月15日 「榧森又右衛門宛黒印状」 伊達政宗 榧森又右衛門 せんきく様へ月なみの御しゆ、一月に壱斗五升つゝ、 榧森文書 『政宗4』

10 1633
寛永10

年
6月16日 「榧森又右衛門宛黒印状」 伊達政宗 榧森又右衛門 酒三升、治部大輔奥方へ毎月可遣候 榧森文書 『政宗4』

11 1618 元和4年 12月24日
「茂庭石見守綱元入道了

庵宛書状」
伊達政宗 茂庭綱元

奈良酒中樽四ツ并大栗百相下候、一段勝、則令賞味候、
造作共候、

小野寺邦
夫氏所蔵

文書
『政宗4』

12 1622 元和8年 9月 3日
「石母田大膳亮宗頼ほか

三名宛書状」
伊達政宗

石母田宗頼
茂庭綱元
山岡重長
茂庭良綱

御酒之義者、仙台諸白も今時分悪成候、然間　下々ニ被
下候為候間、

茂庭文書 『政宗4』
仙台諸白（榧森）が分
が悪い時期(味が悪
い)

13 1623 元和9年 2月24日 「伊達政宗書状」 伊達政宗 伊達忠宗 其方へも、爰元之諸白、大柳二ッ遣申候
東京大学  
史料編纂

所
『家わけ』

元和8年11月に忠宗
は政宗と交代で江戸
藩邸へ移る（『治家記
録』）その際の書状

14 1624
寛永元

年
6月22日 「瑞巌寺月叟玄良宛書状」 伊達政宗 月叟玄良 仙台之諸白一樽進候、不宣

瑞巌寺    
所蔵文書

『政宗3』 
補遺

瑞巌寺へ諸白1樽寄進

15 1628 寛永5年 8月20日 「藤堂和泉守高虎宛書状」 伊達政宗 藤堂高虎
此両樽、近日南都ゟ参候、何も新酒にて候、一きこしめ
し候ハ〻、可添候、

大行院    
所蔵文書

『政宗4』
南都(奈良)の新酒を
高虎に送る、榧森の御
用酒以外の酒

16 1633
寛永10

年
5月16日 「東昌寺虚白円真宛書状」 伊達政宗 虚白円真

御酒者、御手作之名酒之由、及承候、乍去是又　一樽指
添申候、恐々謹言、

東昌寺文
書

『政宗4』 北山東昌寺に1樽寄進

第 3 表　政宗関係文書一覧（トーン記載項目は造酒屋敷関係史料に翻刻文を掲載）

所蔵元・引用元　（表中での略称の詳細）

「榧森文書」：大泉多七氏所蔵文書。通称「大泉文書」、『政宗1～4』：『仙台市史伊達政宗文書1～4』、『市史城館』：『仙台市史特別編7城館』、『家わけ』：『大日本古文書　家わけ

第三　伊達家文書之二』とした。
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　贈答品としての御用酒
　政宗発給文書のなかで、贈答品として御用酒を送っ

ている内容の書状は 4 通 ( 第 3 表№ 11,13,14,16) 確

認できる。寛永期には伊達家所縁の寺である東昌寺

と松島瑞巌寺にそれぞれ「諸白一樽」を奉納している。

東昌寺第十六世住持の円真に宛てた書状 ( 第 3 表№

16) では、「御酒者、御手作之名酒之由」とあり政宗

自身が用いる「御手作」という表現から榧森氏の御

用酒と考えられ、なかでも名酒を奉納している。こ

の円真和尚は元々政宗と親交があったらしく、寛永 6

年 (1629) に円真和尚と宴席を共にし、政宗は「暮春花」という漢詩を東昌寺で詠んでいる (島森 2012)。

　元和 8年 (1622)11 月に忠宗 (2 代藩主 ) が政宗と交代で江戸藩邸へ移った際に、国元の政宗から江戸にいる忠宗に

宛てた書状 ( 第 3 表№ 13) では、江戸藩邸にも御用酒を送っていることが確認できる。息子である忠宗に対し、「其

方へも、爰元之諸白、大柳二ッ遣申候」と江戸藩邸に仙台の「諸白」と「大柳」の 2つを送ったことが記載されている。

「大柳」というのは当時流行していた贈答用の酒である ( 注 3)。また江戸に詰めている間の大名間の贈答では、榧森

の「御用酒」は見られない。江戸詰で政宗と親交が厚かった藤堂高虎に対しては、寛永 5 年 (1628) に政宗は南都か

ら送られた新酒を送っている ( 第 3 表№ 15)。また他の大名との贈答品のなかでも「大柳」が散見され、つまり榧森

氏の「御用酒」は、あくまで藩内用として消費され、大名間での贈答酒は分けて用いられていた。

　小括
①　慶長 12 年（1607）に政宗は酒職人を仙台に呼び寄せ、蔵、屋敷、酒造りの道具を与えており、茂庭綱元にそ

の管理を任せている。

②　初代又右衛門段階の原料米は①基本的に藩による支給であり、「御用酒」の需要に合わせて支給されていた。

③　主に政宗期は藩内屋敷間で消費されたと考えられるが、なかには家臣、寺の住職など親交のあった人への贈答

目的の消費もみられる。しかし江戸詰における大名間での贈答酒には別な酒が使われていた。

注記
注 1:「書上」によると「貞山様別而思召城内ニ御酒蔵被相立」と政宗が城内に建てたことが読み取れる。その文面の後には「御兵具之内

御鉄砲御槍被下置候由、」と造酒屋敷内に藩の武器も置かれていたことも記載される。榧森氏の性格に関わるものなのか今後検討が

必要である。

注 2: 文面にみられる「りもん」という人物は新たに来る酒職人より先行する人物と考えられ、元々存在していた「りもん」屋敷の跡地に

新しい酒職人と酒造蔵を置くように指示している。文中の「わかさ」は地名の若狭とも考えられるが、この時期の政宗発給文書に

よく散見される佐々元網を指す「若狭」とも考えられ、元網は政宗の側近であり、酒職人と政宗の取次役とも推測される。

注 3：「柳酒」は京都で 15 世紀中葉から見え始めた銘酒とうたわれた酒である。当時の公家の日記に「柳酒一樽」「大柳一樽」という名称

で頻発され、主に贈答品として使われる高級酒。近世初期においても大名間の贈答品として用いられていた (河内 2000)。

(3) 造酒屋敷関係文書
　政宗が寛永 13 年 (1636) に逝去してのちの、仙台藩が解体される明治を迎えるまで、榧森氏は連綿として藩の御用

酒屋を務めたことが知られている。政宗期以降の造酒屋敷と榧森氏の実態は「榧森文書」が所在不明でわからないこ

とが多いが、中でも造酒屋敷に関係する「榧森文書」を多く翻刻し引用されている『別編』収録史料と仙台城関係史

料で関係するものを集成し第 6表にまとめた。造酒屋敷とそこに居住し御酒屋を務めた榧森氏について詳しくみてい

きたい。

　榧森氏の歴代当主について
　初代又右衛門から明治期の 12 代孝蔵に至るまでの歴代当主を第 5表にまとめた。初代又右衛門は政宗から通称「諸

白屋又五郎」と呼ばれていたことが政宗文書でわかっており、又右衛門の勤続年数は 52 年の長きにわたる。「書上」

によれば隠居後も 2 代藩主忠宗より「酒庵」の名を与えられ、御酒屋として従事していたことがわかる。6 代与左衛

西暦 和暦 月日 送り先 容量 備考

1616 元和 02 年 1月 01日 記載無 1斗 5升 1人分

1616 元和 02 年 10月14日 伊達宗実屋敷 1斗 6升 毎月

1619 元和 05 年 3月 09日 上之丸　 1斗 5升 1月付

1623 元和 09 年 3月 07日

伊達宗泰屋敷 2斗 4升 毎月

伊達宗信屋敷 2斗 5升 毎月

伊達宗高屋敷 2斗 4升 毎月

伊達宗実屋敷 2斗 4升 毎月

1627 寛永 04 年 8月21日 阿茶局（荘厳院ヵ) 1斗 5升 1日分

1627 寛永 04 年 12月15日 千菊姫 1斗 5升 1月分

1633 寛永10 年 6月16日 伊達宗実奥方 3升 毎月

第 4 表　政宗注文書による御用酒の送り先一覧
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門は、享保 17 年 (1732) に「自分入料を以、南都

へ罷登」と自費で奈良に赴き直接奈良で技術習得

を試みている。8 代市郎左衛門も安永 4 年 (1775)

に自費で奈良に赴いている ( 第 6 表№ 29)。この

ように榧森氏は藩の御用酒屋として酒造技術の改

良・発展を試みていたことが考えられる。

　6 代与左衛門以降は近世後半にかけて藩からの

援助が減少し、享保年中 (1716 ～ 1735) には、御

酒蔵、居宅、酒造諸道具、酒造に要する紙、麻、

柿渋などまで一切が「自分入料」となっている (第

6 表№ 30)。これは、藩財政の逼迫などに起因し、

藩の御用酒造りも倹約の対象となったことを示し

ていると考えられる。

　文政 13 年 (1830) に 10 代惣吉が御勘定所に出した書状 ( 第 6 表№ 28) には「連年困窮」とあり、さらには「御酒

蔵ハ勿論中々自力ニ取繕兼、終ニ居宅之外相禿 (つぶれ )何共無拠仕合」と酒蔵も藩の修復がされないため自力で修

繕していたが、終いには居宅以外は潰れてしまったことが記されている。明治期に入ると、12 代孝蔵の代で市中酒

屋に転身したが、明治 7年 (1874) に酒造業を大叔母やすに譲っている。しかし明治 9年 (1876) には酒造業を廃業し

たとされている (矢野 1914)。榧森氏の酒屋は慶長 13 年から実に 269 年続いた。

　城内に酒蔵と榧森氏がいたことを示す文書
　初めて史料上に城内の造酒屋敷が登場するのは、元禄 16 年 (1703) の「初鏡心之手綱」( 第 6 表№ 21) という仙台

城の城番勤務に関わる史料である。「お城勤め」の教訓書として子弟のため作成されたもので、城内の建物などその

細かな内容が記載される。列記される事項に「一御酒蔵壱軒是ハ巽御門と申所ニ有之事、( 中略 ) 酒屋榧森辰吉と云

組抜居所也」とあり、巽門付近は榧森辰吉の酒蔵と居所があると記載される。当時城番の間でも榧森氏と酒蔵が認識

されていた。

　次に寛延4年(1751)の「御城中御締等之部」(第6表№24)でも造酒屋敷と榧森氏の存在が確認できる。この文書は、

藩主の子供たちが「本丸・米蔵之内」で土
つ く し

筆を取るため、非常時の警固番「小人」を城内に置いた指図書である。こ

こで「御米蔵守二人、右ハ榧森与左衛門居宅江相入申候、与左衛門家内共ニ居懸ニ御座候事」とあり、子供たちが土

筆を取っている間は、米蔵の勘定奉行衆、米蔵守 2人は榧森与左衛門 (6 代当主 )の屋敷にいるように指示している。

このとき与左衛門の「家内」という表現が使われ、与左衛門の家族も造酒屋敷内に居住していたことが確認できる。

　榧森氏の身分を示す文書
　仙台藩において榧森氏は「組抜」という家格であることが先の「初鏡心之手綱」(第 6表№ 21)、「書上」から確認

できる。「組抜」とは、下級武士にあたる「組士」から外れる存在であり、足軽が過半数を占め、各種職人、特殊技

能者に与えられた家格とされる ( 堀田 2017)。幕末の仙台藩家臣をまとめた『伊達家世臣録』においても組抜が記載

される項目で「榧森直治」という名がみられることから、榧森氏は近世を通し幕末に至るまで「組抜」の家格であった。

　榧森氏の市中酒屋経営を示す文書
　御用酒屋として藩に納める酒以外にも、城下で市中酒屋を経営していたことが、2 つの史料から確認できる。文政

13 年 (1830)10 代惣吉の書状 ( 第 6 表№ 28) では「往古ゟ御免穀四百五拾石被相免来候事、( 中略 ) 御用立不申分御

酒払方之ため、定詰所之外、無役御免判出店弐軒」とあり、つまり藩用以外の払方 (市中商売用 )に、定詰所之外 (造

酒屋敷の外 )で、無役御免（無税）の 2 店舗出店が認められていたことを示している。

　榧森氏が市中酒屋を始めた時期は定かではないが、宝永 6年 (1709) の史料に「御免石、かやの森分四五〇石、岩井

分二五〇石」とあり (『別編』)、文政 13年（1830）の書状「御免穀四百五拾石」と一致する。この記載されている石

高の意味は、仙台藩の酒造統制における酒株制度を示すものと考えられる。酒株とは酒造を行う免許のようなもので、

これを持たないと城下での酒造業が行えず、酒造量も酒造米高に記載される株高により決められていた。つまり榧森氏

代数 氏名 当主になる年 勤続年数 備考

初　代 又 右 衛 門 慶長 13 （1608） 52 病死

二　代 又  五  郎 万治 2（1659） 4 病死

三　代 又 右 衛 門 寛文 2（1662） 33 病死

四　代 茂  市  郎 元禄 7（1694） 10 病死

五　代 又  五  郎 元禄16（1703） 9 隠居

六　代 与 左 衛 門 正徳元（1711） 39 隠居

七　代 与　　　助 寛延 2（1749） 4 隠居

八　代 市郎左衛門 宝暦 2（1752） 52 病死

九　代 亀之助（与作） 享和 3（1803） 11 不明

十　代 惣　　　吉 文化10(1813) 不明 不明

十一代 又 右 衛 門 不明 不明 不明

十二代 孝　　　蔵 不明 不明 隠居

(十三代 ) や　　　す 明治 7（1874） 3 明治 9年（1876）に廃業

第 5 表　榧森歴代当主一覧

・一覧表の作成には第6表史№3「榧森與左衛門書上」及び『宮城県酒造史別編』を
参考にした。
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は宝永 6年 (1709) には市中分として 450石分の酒造業が認められていたと考えられる。この酒造統制の始まりは、寛

永 11年 (1634)12 月の飢饉により全国の米価が高騰した背景が関係している。幕府の政策として明暦 3年 (1657) に酒

造りの禁止令とともに酒造株が制定され、それが地方の諸藩にも導入されたことに始まる (柚木 2005)。

　また、享和元年 (1801) の史料 ( 第 6 表№ 27) では、「金三拾五切ニ而看板借用」とあり、享和元年 (1801) ～文化

4 年 (1807) まで市中酒屋「菅原屋長蔵」が榧森の「看板」を借用することが記載される。表名代は榧森で、実際の

造方と払方は菅原屋長蔵が行っていた。このように榧森氏は市中分 450 石の内、市中酒屋と賃借契約を結び出店経営

を行っていたことが考えられる。安政 4 年 (1857) の史料 ( 第 6 表№ 30) でも「肴町壱丁目菊地屋半兵衛、支倉町菊

地屋丑蔵」と確認できる。

　仙台藩における市中酒屋として、宝永 6 年の史料にみられた「岩井家」は『御修覆帳』②にも登場し、寛永 3年 (1626)

頃、榧森氏による推薦で奈良から呼ばれ、御用酒屋に取り立てられる酒屋である。天明4年(1784)には榧森氏の他にも、

市中酒屋を基盤としていた酒屋の浅賀、新沼の御酒屋取り立てがあった ( 阿刀田 1948)。さらに安政 5 年 (1858) 伊

澤平蔵が 15 人扶持で「御軍用酒屋」に取り立てられており ( 寺崎 1917)、御用酒屋として榧森氏の存在が薄れ、先

に述べてきたような榧森氏の衰退を示すものと考えられる。榧森氏の近世後半の史料 (第 6表№ 28) では、市中出店

経営は休酒屋等で連年困窮に陥る状況が確認できる。つまり市中の出店経営の収益は、享保年中にすべて削減された

御用酒屋の生産資材等にまわさねばならず、近世後半の市中酒屋経営は、天明の飢饉などの酒造制限令から休酒屋の

急増もあり、ほとんど無収益に近かったことが考えられる。

　小括
①　元禄 16 年 (1703) に初めて城内の造酒屋敷・榧森氏の存在が確認でき、榧森氏の家族も造酒屋敷内に居住して

いた。

№ 西暦 和暦 月日 資料名 差出 形式 内容 所蔵元 引用元 備考

17 1665 寛文 5年 「榧森又右衛門書状」
榧森又右衛門
(3代目当主 )

書状 御酒御本米玄米百石　六斗五升　諸白上酒六五石 榧森文書 『別編』
先年は本米一石につき七
斗一升ずつ。

18 1681 天和元年 「払方」
榧森又右衛門
(3代目当主 )

地諸白　弐升五合　但御大所御用酒ニ入、味淋酒五合ニ而渡、
美淋酒壱升ニ付諸白五升之払

榧森文書 『別編』

19 1681 天和元年 「榧森宛書状」 勘定所 書状
流木　壱千百六拾八本　御勘定屋書付ニ而笹原伝兵衛殿、庄
司九伝殿ゟ受取

榧森文書 『別編』

20 1689 元禄 2年 7月 「榧森又右衛門書状」
榧森又右衛門
(3代目当主 )

書状
日光山御普請被為承□仰右ニ付諸役所甚々不寄何儀御入はか
り之儀心付候ハハ可申上旨向々御呼出被仰渡候ニ付、

榧森文書 『別編』

酒造御入料の削減に関す
る文書で「定付人足三人」
を一人減らす内容も記載さ
れるとある。

21 1703 元禄16 年 3月19日 「初鏡心之手綱」
和泉 帯刀 壱
岐 民部 日向

一、御酒蔵壱軒　是ハ巽御門と申所ニ有之事、「川内ヱツニ有、
此御門江続キニテ西也」（中略） 一、御門番家内定詰之所、 　
巽ノ御門　追廻ヨリ御米蔵之方江入口也、附、右御江続き西
之方ハ御酒屋榧森辰吉と云組抜居所也、

仙台市     
博物館

『市史城』

22 1717 享保 2年 1月 「勤功書」 千田理兵衛 由緒書 御本丸下御酒屋方破損共ニ道〔　　　〕所々御繕共ニ拙者儀
仙台市     
博物館

『市史城』
享保 2 年（1717）8月の大雨
被害で破損した、造酒屋敷の
修繕作事を千田家が行う。

23 1748
寛延
元年ヵ

9月25日「榧森与左衛門書上」
榧森与左衛門
(6 代目当主 )

由緒書

（前略） 一拙者儀先祖榧森又右衛門儀苗字雲野ニ御座候所、
和州浪人ニ而榧森と申在所ニ罷在候、兼日柳生但馬守様江御
出入仕候所、貞山様但馬守様江御參合被遊候節、奈良ゟ酒
造申者被召抱度由御意被遊候ニ付、但馬守樣御取持を以慶長
十三年奈良ゟ被相下、 （後略）

榧森文書 『市史9』
榧森氏の由緒書、榧森氏
及び造酒屋敷の説明に多
く引用される。

24 1751 寛延 4 年 3月19日「御城中御締等之部」 千葉名太夫
一、(榧森与左衛門）同人居宅江　同壱人 　御米蔵守二人、
右ハ榧森与左衛門居宅江相入申候、与左衛門家内共ニ居懸ニ
御座候事

仙台市     
博物館

『市史城』

25 1789 寛政元年 「願口上書」
榧森市郎左衛門
(8代目当主 )

書状
御酒蔵儀者、往古ゟ御上御普請ニ而被相立置候、御酒蔵御絵
図ニも罷成居候御酒蔵ニ而、横五間ニ長サ拾六間之御蔵、至
極之大破、

榧森文書 『別編』

26
1800
前半

文化～天保
年間

「御給仕心得之事」 御本丸并榧森上之雉子御鳥屋
仙台市     
博物館

『市史城』

27 1803 享和 3年 9月 「榧森亀之助宛書状」 菅原屋長蔵 書状
此度御町内一統酒造方壱丁壱本ニ御公儀様ゟ　被仰渡候ニ
付、其元様ゟ酉ノ年ゟ卯ノ年七月迄金三拾五切ニ而看板借用仕
居候処、

榧森文書 『別編』

享和元年(1801)～文化 4
年(1807)まで市中酒屋「菅
原屋長蔵」が榧森の「看板」
を借用

28 1830 文政 13 11月16日 「願口上書」
榧森惣吉

(10 代目当主 )
書状

此度、御町方酒屋壱町ニ壱軒つゝ被相明、余ハ被相留候ニ付、
休酒屋数多相出候、(中略 )連年困窮　御酒蔵ハ勿論中々自力
ニ取繕兼、終ニ居宅之外相禿何共無拠仕合、

榧森文書 『別編』

29 1834 天保 5年 「天保五年壱ッ書」
榧森惣吉以降
(10 代目当主

～)
由緒書

拙者手前家伝名酒品数之内、忍冬酒之義ハ貞山様御上洛之節、
京都ニ而大分御物入ヲ持以、右又右衛門ニ忍冬酒造方秘方一
ウ皆伝被仰付、(中略 ) 市郎左衛門　南都流諸白酒弐品仕込
献上仕候処、

榧森文書 『別編』

安永 4 年(1775)に八代市
郎左衛門が自費で南都へ
上り醸造法を見聞した内容
も記載されるとある。

30 1857 安政4 年 11月 「願口上書」
榧森惣吉以降
(10 代目当主

～)
書状

全躰ニ而職道門弟共多之儀者、南都流并伊丹造等之儀拙者家
ニ限リ候処、(中略 ) 文化之頃者肴町壱丁目菊地屋半兵衛、
支倉町菊地屋丑蔵両処ニ而御免穀之内、造方、売方、売方共
仕候由留二相見得申候、 自分人足ヲ以　自分入料

榧森文書 『別編』

享保年中(1716 ～ 35)に原
料米以外の御酒蔵・居宅・
御酒造諸道具・御酒造に
要する紙・麻・柿渋など一
切「自分入料」となる内容
も記載されるとある。

31 不詳 不詳 「御城番方留」
一、榧森御杉守等江柴立下され候品々之事 
一、榧森并御蔵守等へ龍ノ口杉之下桑立被下置居候儀二付掟

宮城県   
図書館

『市史城』

第 6 表　造酒屋敷関係文書一覧（トーン記載項目は P.74 ～ 77 の造酒屋敷関係史料に翻刻文を掲載）

所蔵元・引用元　（表中での略称の詳細）

『別編』：『宮城県酒造史別篇』(本文中に翻刻されている収録文書「榧森文書」)、『市史9』：『仙台市史9資料編2』、『市史城』：『仙台市史特別編7城館』とした。
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②　榧森氏は 13 代を通し、明治期まで酒造業を営んでおり、江戸期は藩の御用酒屋として何代にもわたって酒造

技術の改良・発展を試みていた。更に市中内 (城下 )でも出店経営を行っていた。

③　享保年間以降は、藩の倹約を受け徐々に衰退していく過程がみてとれ、文政 13 年 (1830) は酒蔵も機能できな

い経営破綻したような状況で、御用酒屋が務まらない時期があった。

(4) 造酒屋敷の出土木簡
　これまで、文字で墨書きされた木簡は第 2 次調査 (H21 年度 )KS-746 井戸跡から 63 点と第 6 次調査 (H30 年度 )KS-

1148 溝跡から 1 点出土している。そのうち墨書があり 1 字以上判読可能なものが 27 点ある。保存処理を行った後、

改めて赤外線カメラによる撮影を行い、判読の再検討を実施した。本文には赤外線を通した写真と判読した文字を掲

載している (第 36図～第 38図 )。木簡は基本的に荷札木簡と考えられ、記載内容からⅠ・Ⅱ類の 2種類に大別できる。

折損、腐蝕その他によって原形が判明せず、文字記載があるものの詳細はわからないものについては、判読のみに留

め不明とした。

　Ⅰ類：( 御用酒の納品に関わる木簡 )
　形状は短冊形で、四隅が面取りされている柾目板のものが多く、大きさが均一に揃えて作成されているのが特徴

的である。8 点出土し内 5 点には中央に穿孔がある。樹種は一部を除きすべてスギである。記載内容は、「酒」、「御

用」の記載が確認できることから御用酒の納品に関わる木簡であることが考えられる。榧森氏が納品した際の木簡は

第 36 図№ 1～ 4である。木簡表面には「御酒塩五升」と記され、裏面に「榧森与左衛門」の名前が記載される。「酒

塩」とは調味料として使われた酒と考えられ、料理酒を藩に納めた際の荷札と考えられる。天和元年 (1681) の史料

第 6 表№ 18 でも「御大所御用酒ニ入、味淋酒五合ニ而渡、」と御大所で使用するための料理酒の納品が確認できる。

第 36 図№ 5，6，8 には「酒かい　金山与次右衛門」と人名が記載され、藩の家臣に対して酒の販売を行っていたこ

とを示すものか今後検討が必要である。また第 36 図№ 7は「白石十兵衛」という人物が榧森氏に送った木簡で、「栢

森」という記載での表記が認められる。

　御用酒の納品に関する木簡は消費地では無く、生産地 (造酒屋敷 )の井戸から出土している。それらの関係性につ

いては、未使用品あるいは使用済のものが容器とともに返却され造酒屋敷内で廃棄された可能性が推測される。さら

に第 6表№ 2，4は一度書かれた字の上にさらに墨字が確認されるため、再利用している可能性が示唆される。

　Ⅱ類：( 年貢米荷札 ) 
　形状は短冊形で、長方形の下部が尖った形状が多い傾向がある。ほとんどのものが木材を割ったままか、粗く削っ

たもので、柾目板のほか、板目板を斜めに木取りされた材が混在する。18 点中 7 点に穿孔がある。樹種はほとんど

がスギである。記載内容については、「御年貢米」、「御米」、「米」と、仙台藩での米一俵分を示す「四斗五升」の容

量が認められる。裏面には年貢米を納めたとされる「村名」、「人名」が記されていることから、年貢米として納めら

れ藩に集積された米俵に付けられていた荷札と考えられる。

　木簡に記載されている地名には、「国分小田原村」(宮城

郡)、「国分靏ケ谷村」(宮城郡)、「名取四郎丸村」(名取

郡北方)、「下余田村」、「植(上)松村」、「名取笠嶋村」(名

取郡南方)、「山田村」(名取郡)の7つの地名が確認される。

いずれも仙台城下から近く、藩に年貢を納める蔵入地(藩

直轄地)であったと推測され、特に名取郡の米が多い。造

酒屋敷の原料米が藩からの支給であったことは、藩の出入

司(藩財政の総責任者)である馬場親成、渡辺一綱の二人

に宛てた政宗の黒印状(第3表№6)から明らかである。つ

まり勘定所による管理のもと、年貢米が実際に造酒屋敷に

運ばれていたことが、荷札木簡の出土からも裏付けられた

と言える。

山田村

第 35 図　Ⅱ類（年貢米荷札）木簡記載の村の位置図
「宮城県地形図傾斜量図（国土地理院）に加筆」
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長さ 幅 厚さ

(㎜） (㎜） (㎜）
第36図 1 M- 2 KS-746・埋土 中央 101 26 3.5 ・「〇御酒塩五升七合」 ・「〇榧森与左衛門」

第36図 2 M- 3 KS-746・埋土4 中央 101 26 3 ・「〇御酒塩五升七合」 ・「〇榧森与左衛門」

第36図 3 M- 4 KS-746・埋土4 中央 101 28 4.5 ・「〇御酒塩五升」 ・「〇榧森与左衛門」

第36図 4 M-18 KS-746・埋土4 中央 135 30 5.6
「御[　　]」
・「〇御酒塩五升七合ヵ」

「御[　　]」
・「〇御□□五升五合ヵ」

第36図 5 M- 6 KS-746・埋土 157 32 5 ・酒かいヵ金山七兵衛 ・「□成□□□弐貫ヵ七分納」

第36図 6 M-22 KS-746・埋土4 127 30 8
「御用」
・「木幡ヵ与左[　　　　]」

第37図 7 M-20 KS-746・埋土4 中央 232 28 8
「御用ヵ[　　　　　　　　　]」
・「〇栢森与左衛門殿　　白石十兵衛」

（×字の切り込みが中央部にあり）

第37図 8 M-12 KS-746・埋土 229 31 9 「　　　]衛門様　　戸田次助」

長さ 幅 厚さ

(㎜） (㎜） (㎜）
第37図 9 M- 5 KS-746・埋土4 140 30 6 ・「米四斗五升入」 ・「上松村　喜六」

第37図10 M- 8 KS-746・東壁 145 29 9.9 ・「御米四斗五升入」 ・「植松村次郎兵衛」

第37図11 M-13 KS-746・埋土4 125 33 8 ・「米四斗五升入」 ・「山田村　八之丞」

第37図12 M- 9 KS-746・埋土4 193 29 6 ・「御年貢米四斗五升入」 ・「国分靏カ谷村七十□」

第37図13 M-11 KS-746・埋土4 211 35 6 ・「米四斗五升入」 ・「[　　　　　　]勘兵衛」

第37図14 M-17 KS-746・埋土4 123 26 4 ・「米四斗五升入」 ・「下余田村　伝左衛門」

第37図15 M- 7 KS-746・埋土4 146 18 5.9 ・「御年貢米四斗五升入」 ・「名取　笠嶋村　孫左衛門」

第37図16 M-10 KS-746・東壁 132 22 6.2 ・「御年貢米四斗[　　　]」 ・「名取　四郎丸村　平［　　　］」

第38図17 M-21 KS-746・埋土 中央 193 37 8 ・「〇米四[　　　　　　　　]」 ・「〇[　　　　　　　　]」

第38図18 M-24 KS-746・埋土4 横 176 33 6.9 ・「〇御米四斗五升」 ・「〇名取　笠嶋村太兵衛」

第38図19 M-25 KS-746・埋土4 横 187 32 8 ・「〇御米四斗五升六分」 ・「〇国分ヵ小田原村　六郎兵衛門　納」

第38図20 M-19 KS-746・埋土4 113 20 4 「　　]五升入」 「　　]田村　二朗ヵ」

第38図21 M-26 KS-746・埋土4 中央 153 38 6 ・「〇米四斗五升入」 ・「〇[　　　　　]七ヵ年長ヵ□」

第38図22 M-15 KS-746・埋土4 184 26 6 ・「御米ヵ[　　　　　　　　　　　　　]」 ・「御[　　　　　　　　　]」

第38図23 M-23 KS-746・埋土4 中央 153 34 5 ・「〇御年貢米四斗五升入」 ・「〇[　　　　　　　　　　　　　]」

第38図24 M-16 KS-746・埋土 中央 152 32 8.3 ・「〇御年貢米□斗　入ヵ」

第38図25 M-27 KS-746・埋土4 中央 139 34 3.6 ・「〇[　　　　　　　]村　早川」

Ⅰ類：(御用酒の納品に関わる木簡)

Ⅱ類：(年貢米荷札)

※木簡の頭が残存しているものには翻刻文に「・」を付した。　※木簡に穿孔があるものには翻刻文に「〇」を付した。

記載事項(裏)
登録
番号

記載事項(表)

記載事項(表) 記載事項(裏)

図中番号 遺構・層位 孔

図中番号
登録
番号

遺構・層位 孔
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松
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」

・
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入
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・
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」

・
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入
」

・
「
国
分
靏
カ
谷
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　七
十
□
」

・
「
御
年
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四
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五
升
入
」

・
「
山
田
村

　
　
　
　八
之
丞
」

・
「
米
四
斗
五
升
入
」

・
「
米
四
斗
五
升
入
」

・
「
下
余
田
村

　伝
左
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門
」

・
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]

　
　
　勘
兵
衛
」

・
「
名
取

　四
郎
丸
村

　平[

　
　

]

」

・
「
御
年
貢
米
四
斗[

　
　
　
　
　

]

」

・
「
米
四
斗
五
升
入
」

9

15

10

13

12

16

11

14

・
「
米
四
斗
五
升
入
」

・
「
名
取

　笠
嶋
村

　孫
左
衛
門
」

・
「
植
松
村
次
郎
兵
衛
」

10

・
「
植
松
村
次
郎
兵
衛
」

・
「
植
松
村
次
郎
兵
衛
」

・
「
植
松
村
次
郎
兵
衛
」

7

　「
御
用
ヵ[

　
　

 

　
　

 

　

 
 
 
]

」

・
「
〇

　栢
森
与
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　白
石
十
兵
衛
」

・
「
名
取

　笠
嶋
村

　孫
左
衛
門
」

・
「
国
分
靏
カ
谷
村

　七
十
□
」

9

・
「
名
取

　笠
嶋
村

　孫
左
衛
門
」

・
「
米
四
斗
五
升
入
」

10

13

109

・
「[

　
　
　
　
　
　
　

]

　
　
　勘
兵
衛
」

・
「
御
年
貢
米
四
斗
五
升
入
」

・
「
御
年
貢
米
四
斗
五
升
入
」

12

・
「
上
松
村

　喜
六
」

　「
御
用
ヵ[

　
　

　
　

 
 
 
]

」

・
「
〇

　栢
森
与
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　白
石
十
兵
衛
」

・
「
〇

　栢
森
与
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　白
石
十
兵
衛
」

・
「
国
分
靏
カ
谷
村

　七
十
□
」

・
「
国
分
靏
カ
谷
村

　七
十
□
」

8 

「

　

]

衛
門
様

　戸
田
次
助
」

・
「
名
取

　四
郎
丸
村

　平[
]

」

・
「
名
取

　四
郎
丸
村

　平

　
　

・
「
御
年
貢
米
四
斗
五
升
入
」

15

・
「
名
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　四
郎
丸
村

　平

・
「
名
取

　四
郎
丸
村

　平

・
「
御
年
貢
米
四
斗
五
升
入
」

・
「
御
年
貢
米
四
斗
五
升
入
」

・
「
御
年
貢
米
四
斗
五
升
入
」

・
「
米
四
斗
五
升
入
」

・
「
米
四
斗
五
升
入
」

・
「
米
四
斗
五
升
入
」

77

・
「
山
田
村

　
　
　
　八
之
丞
」

・
「
山
田
村

八
之
丞
」

・
「
山
田
村

・
「
山
田
村

・
「
山
田
村

・
「
山
田
村

・
「
米
四
斗
五
升
入
」

14

・
「
米
四
斗
五
升
入
」

・
「
米
四
斗
五
升
入
」

・
「
米
四
斗
五
升
入
」

11

・
「
米
四
斗
五
升
入
」

11

・
「
下
余
田
村

　伝
左
衛
門
」

・
「
米
四
斗
五
升
入
」

・
「
下
余
田
村

　伝
左
衛
門
」

・
「
米
四
斗
五
升
入
」

・
「
下
余
田
村

　伝
左
衛
門
」

・
「
米
四
斗
五
升
入
」
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」
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」
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「
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」
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]
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[
]
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[
 
 

　
　
　

]
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・
「
峯
・
岸
カ

□
□
□
」

22

26
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「

　

]

い
作
殿
」

22

長さ 幅 厚さ

(㎜） (㎜） (㎜）
第38図26 M-14 KS-746・埋土4 66 18 3.8 「　　　]い作殿

第38図27 L-167 KS-1148・1 86 27 1 ・「峯・岸ヵ□□□」

性格不明木簡

記載事項(裏)図中番号
登録
番号

遺構・層位 孔 記載事項(表)
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(5) 仙台藩の公的文書にみる造酒屋敷の修復歴
　仙台城では、江戸時代を通して数多くの自然災害・火災に見舞われ、その都度復旧・修復が行われてきた。造酒屋

敷も被害にあったことが確認され、第7表にまとめた。史資料から確認できる造酒屋敷の被害は8回であり、3つは「仙

台城修復窺絵図」にも描かれている ( 第 39 図 )。絵図と対応する史料をみると、宝永 4 年 (1707) の「老中奉書」で

は「沢曲輪東之方塀下土手」、享保 6年 (1721) の「伊達治家記録」では「御沢曲輪東土手」、享保 15 年 (1730) の「老

中奉書」では、「東丸土手」といずれも造酒屋敷の西側斜面部を指していると考えられる。西側斜面を指す呼び方は、

「沢曲輪東土手」と「東丸土手」と 2種類が確認できる。享保 16 年 (1731) の「治家記録」では、「榧森与左衛門・勘

定所東方ノ塁」と具体的に榧森与左衛門の場所と記載されている。

　以上のことから、特に造酒屋敷では 18 世紀前半に大雨による被害の記録が多く残されており、おもに造酒屋敷西

側斜面が大雨等による被害で何度も崩れていることが窺える。特に享保 6年 (1721) の大雨による被害では、「仙台城

修復窺絵図」をみると「五百拾坪余崩」とあり西側斜面のほぼ全域が崩れている状況が確認できる。これにより享保

6年 (1721) に大きな土砂災害が造酒屋敷を襲ったことは容易に推測できる。

(6) 造酒屋敷の建物と絵図
　造酒屋敷に関連する絵図は仙台城絵図を始めとして 8点確認され、第 40図にまとめている。内 3点は『御修復帳』

と呼称される仙台藩作事方が建設、修復を担当した建物台帳であり、造酒屋敷内にあった藩管理下の建物の平面図が描

かれている。第41図に年代順に並べた。また、藩以外の榧森氏自身が建設した建物平面図が描かれているものとして、「仙

№ 西暦 和暦 月日 資料名 差出 宛先 形式 内容 所蔵元 引用元 備考

1 1705 宝永 2年 10月28日 「江戸幕府老中奉書写」 幕府老中
伊達吉村
（5代）

連署奉書 「沢曲輪東之方塀下土手三ケ所」 仙台市博物館 『市史城館』

2 1707 宝永4 年 9月 07日 「伊達治家記録」 古記録
「一、沢曲輪東之方塀下土手壱ヶ
所、連々崩申候」

仙台市博物館 『治家記録』

3 1707 宝永4 年 9月27日 「江戸幕府老中奉書写」 幕府老中
伊達吉村
（5代）

連署奉書
「沢曲輪東之方塀下土手壱ヶ所、
子之門東脇土手弐ケ所」

仙台市博物館 『市史城館』
「仙台城修復窺絵
図」記載有

4 1717 享保 2年 9月28日 「江戸幕府老中奉書写」 幕府老中
伊達吉村
（5代）

連署奉書
「東之丸南之方土手弐箇所、同所
子門東脇土手三箇所」

仙台市博物館 『市史城館』
地震・大雨による
被害

5 1719 享保 4 年 12月13日 「伊達治家記録」 古記録
「一、本丸之内、東丸南之方土手
一ケ所六十一坪余、一ケ所九十
坪余崩申候、」

仙台市博物館 『治家記録』
大雨・洪水による
被害

6 1721 享保 6年 7月 9日 「伊達治家記録」 古記録
「一、御沢曲輪東土手一箇所、高
廿五間、幅廿三間走申候」

仙台市博物館 『治家記録』
「仙台城修復窺絵
図」記載有 大雨
による被害

7 1730 享保15年 12月 7日 「江戸幕府老中奉書写」 幕府老中
伊達吉村
（5代）

連署奉書 「同所東丸土手弐箇所」 仙台市博物館 『市史城館』
「仙台城修復窺絵
図」記載有 風雨
による被害

8 1731 享保16 年 2月 3日 「伊達治家記録」 古記録
「去月二十九日夜ヨリ翌朔日夜子
刻ニ至マテ大雨、榧森与左衛門・
勘定所東方ノ塁崩ル」

仙台市博物館 『治家記録』 大雨による被害

第 7 表　仙台藩公的文書に現れる造酒屋敷災害一覧（トーンを入れている項目は第 39 図と対応）

所蔵元・引用元　（表中での略称の詳細）
『治家記録』：『伊達藩史料大成　伊達治家記録』とした。

（№）1

（資料名）「仙台城修復窺絵図」

( 作成年代 ) 宝永 4年 (1707)

（所蔵・引用）仙台市博物館

( 被害内容 )

「土手長三 [　　　　]崩」

（№）2

（資料名）「仙台城修復窺絵図」

(作成年代 )享保 6年 (1721)

（所蔵・引用）仙台市博物館

(被害内容 )

「東丸土手五百拾坪余崩」

（№）3

（資料名）「陸奥国仙台城普請窺」

(作成年代 )享保 15 年 (1730)

（所蔵・引用）宮城縣護國神社

(被害内容 )

「東丸土手二ヶ所百九拾六坪崩」

第 39 図　造酒屋敷の被害がみられる『修復窺絵図』一覧
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台城内榧森御酒屋之図」(以下「酒屋之図」とする )も存在しており、造酒屋敷内の建物の配置、変遷を明らかにする

上で非常に重要な資料と言える。ここでは造酒屋敷内の建物について、絵図資料を中心にみていきたい。

　仙台城絵図に描かれる酒蔵　
　仙台城絵図における造酒屋敷の初出は、寛文 4年 (1664) の「仙台城下絵図」である。「御酒蔵又右衛門」という記

載で登場し、3代又右衛門の時代と考えられる。寛文 8・9年 (1668・1669) の「仙台城下絵図」では「御酒や又五郎」

となり、幕末に作成されたと考えられる「御本丸ノ略図」においては「御酒屋」と記載されている。

　造酒屋敷内の建物絵図について
　造酒屋敷内に存在した正確な建物を知るには、『御修覆帳』の建物平面図があり、建物は柱が 1間ごと描かれている

ため、正確な建物像を把握することができる。『御修覆帳』は藩政期を通じて改訂されつつ複数作成され、現在それら

の内 3冊が遺されている。それぞれの年代は、阿部和彦氏により概ね比定されている（阿部 1986）。本書ではこれに従っ

て年代順に①・②・③と番号を付し、『御修覆帳』に記載されている榧森氏当主年代も考慮し年代を表記した（第 40図

（№）1

（西暦）1664 年

（和暦）寛文 4年

（資料名）「仙台城下絵図」

（内題・絵図記載）

「御酒蔵　又右衛門」

（所蔵・引用元）

宮城県図書館蔵

（№）2

（西暦）1668 ～ 1669 年

（和暦）寛文 8・9年

（資料名）「仙台城下絵図」

（内題・絵図記載）

「御酒や又五郎」

（所蔵・引用元）

『仙台城下絵図の研究』所収

（№）3

（西暦）1669 年

（和暦）寛文 9年

（資料名）「仙台城下絵図」

（内題・絵図記載）

「御酒や又右」

（所蔵・引用元）

宮城県図書館蔵

（№）5

（西暦）1711 ～ 1749 年頃

（和暦）正徳元年〜寛延 2年頃 

（資料名）『御修覆帳』 ②

（内題・絵図記載）

「榧森与左衛門」

（所蔵・引用元）

東北大学大学院工学研究科

都市・建築学専攻空間文化史学分野 野村研究室所蔵

（№）6

（西暦）1803 ～ 1813 年

（和暦）文化元年～ 10 年頃

（資料名）『御修覆帳』 ③

（内題・絵図記載）

「榧森亀之助」

（所蔵・引用元）

宮城県図書館蔵

（№）7

（西暦）19C

（和暦）幕末

（資料名）「御本丸ノ略図」

（内題・絵図記載）

榧ノ森　御酒屋

（所蔵・引用元）

仙台市博物館蔵

（三原良吉コレクション）

（№）8

（西暦）～ 1789 年

（和暦）寛政元年以前

（資料名）

「仙台城内榧森御酒屋之図」

第　図模式図参照

（内題・絵図記載）

（所蔵・引用元）

『伊達家史叢談』所収

（№）4

（西暦）1686 ～ 1694 年頃

（和暦）貞享 3年〜元禄 7年頃 

（資料名）『御修覆帳』 ①

（内題・絵図記載）

「御酒屋榧森又右衛門方御酒蔵」

（所蔵・引用元）

宮城県図書館蔵

※　『御修覆帳』①の正式名称は『仙台藩封内神社仏閣等作事方役所修繕ニ属スル場所調　寛文延宝貞享定書共』　（宮城県図書館所蔵）

第 40 図　造酒屋敷絵図一覧66
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No.4 〜 6）。①～③までの『御修覆帳』には 3棟の建物が描かれており、年代を追って建物の変遷がみてとれる (第 41

図 )。描かれる建物に記号 A～ Fを付し、史料と照らし合わせながらみていきたい。なお、『御修覆帳』①と『御修覆帳』

②の建物 A〜 Cは、その位置関係から、同一の建物と仮定している。

『御修覆帳』①　貞享 3 年 (1686) ～元禄 7 年 (1694）頃 
建物 A：梁行 4 間、桁行 16 間半と左側の桁行 4 間分は梁行 7 間ある建物である。建物右端 2 間× 4 間の規模で 2 階

が存在する。窓は 12 箇所描かれ「せうし一、うら白一」の記載から障子窓であることがわかる。さらに建物玄関は、

1 間× 2 間で 5 間離れて 2 箇所描かれ、「板戸二、うら白二、□土戸二」の記載から板戸 2 枚外側に土戸 2 枚とあり

土蔵の扉と考えられる。以上のことから、建物 Aは一部 2階を伴う大型の土蔵であると読み取れる。

建物 B：「米擣屋ふかしや長拾五間曲共横四間石すえ」とあり、酒造に関わる、米つき場 ( 臼屋 )・蒸かし屋 ( 釜場 )

に関わる建物と考えられる。「土ノ間」と表記される梁行 4 間、桁行 8 間と右側に「板敷」と表記される梁行 4 間、

桁行 7 間の 2 棟が接続した建物であり、2 棟とも「煙出シ」が存在する。「土ノ間」建物は窓が 4 箇所描かれ「戸」・

「連子」の 2種類ある。「連子」は連
れん

子
じ

格
こう

子
し

窓
まど

を指していると考えられる。「土ノ間」では障子は用いられない。「大戸」

は出入口を指し 2箇所存在する。「板敷」建物は窓が 5箇所描かれ「戸」、「連子」、「障子」の 3種類が確認できる。

　建物は 4部屋に分かれ、煙出しを伴う中央の部屋は「竹格子」により区切られている。また「土ノ間」建物との区

切りに「ぬめ敷」という表現があり、『伊達家史叢談』によれば「ヌメ」は敷居、鴨居の無い、拭
ぬぐいえん

縁 ( 板敷 )とあるため、

ここでは、戸が無い入口のような空間を指しているものと推測される。以上のことから、建物 Bは米つき場 (臼屋 )、

蒸かし屋 (釜場 )としての利用がみられ、左側が土間で連子格子窓が付いた建物と読み取れる。

建物 C：「御米蔵長五間横弐間　石居長木羽葺石懸」とあり、梁行 2間、桁行 5間の建物で屋根は「木羽葺石懸」とあ

り石
いし

置
おき

木
こ

羽
ば

葺
ぶき

屋
や

根
ね

と考えられる。窓は 1箇所描かれ「障子」である。玄関は 1間× 1間の規模で描かれ「土戸」を伴う

ことから土蔵であると考えられる。以上のことから、建物 Cは原料米を貯蔵する石置木羽葺屋根の土蔵が読み取れる。

『御修覆帳』②　正徳元年 (1711) ～寛延 2 年 (1749) 頃
建物 A：梁行 5間、桁行 16間半で『御修覆帳』①の頃と比べて、外側 (図上側 )に 1間分拡張されている。

建物 B：梁行 4間、桁行 8間の建物であり、「煙出し　土間」とある。「二階自分」とあり 2階は自分持ちであることが

記載される。『御修覆帳』①の右側に L字状に展開していた「板敷」を伴う建物は描かれず、この時期に建物が無くなっ

たか、藩の管理下から外れて自分持ちの建物になったか、そのどちらかが考えられる。

建物 C：梁行 2間、桁行 5間の建物で、出入口が 1間分下側に移動する以外は『御修覆帳』①と同様であるが桁行 2間

の幅が広めに取られているため、建物出入口の移動も想定され、改築が行われたものと考えられる。

　『御修覆帳』②の年代は、正徳元年 (1711) 〜寛延 2年 (1749) 頃であり、この間となる享保年間 (1716 ～ 1736) は先

にあげたように造酒屋敷内の自然災害が多い時期であったと考えられる。この時期の修復を示す史料として享保 2年

(1717) に藩の作事方千田理兵衛が書き記した「勤功書」(第 6表№ 22)があげられる。それによれば享保 2年（1717）

8月の大雨被害により破損した「御本丸下御酒屋」は千田家によって修繕作事が行われている。享保 2年の被害は「江

戸幕府老中奉書写」(第 7表№ 4)にみられ、造酒屋敷の西側斜面が 2箇所崩落していることがわかる。以上のことか

ら土砂災害によって建物が被害を受けていることが考えられる。造酒屋敷は大雨が降ると西側斜面がすぐ崩れやすい立

地であったことは災害歴からも明らかである。そうした問題を抱えながらも建物を建て修復し続けた状況がみてとれる。

　また、『御修覆帳』②の図右側には以下のような文が書き加えられている。

　　「一、御酒屋榧森仲甚兵衛・岩井久左衛門御酒蔵」御酒米蔵者御倹約中ハ　　上より御修覆不」被成下候間、自

分物をも入置候ハゞ令如御修覆」可申候、若自分ニハ不相用　　　　上之御用ニ」斗 (計 )相用候ハゞ、見分之上不

入所ハ抜取申候様」首尾可申候間承届、追而可被申聞事、」享保四年二月」

　内容は、享保 4 年 (1719) に藩が作事方に出したもので、倹約中は「御酒米蔵」の修復は藩からはできないことが

記されている。詳しくみると、「自分物をも入置候ハゞ令如御修覆可申候、」は、建物に自分物を入れ使っているので

あれば、自分で修復させるように指示するようにとある。さらにもし榧森側が、自分用には使わず藩の公務でしか使

わない建物であるという場合は、藩による検分の上、藩でも必要ないものであれば修理を行わないと厳しい方針を伝

えている。出された享保 4 年の前年 12 月は、仙台藩の江戸上屋敷が火災にあい、藩財政が逼迫していた時期で、そ
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『御修覆帳』①　貞享 3年 (1686)〜元禄 7年 (1694）頃

『御修覆帳』②　正徳元年 (1711)〜寛延 2年 (1749) 頃

（想定される北を上にして図を掲載）

『御修覆帳』③　文化元年 (1803) ～ 10 年 (1813) 頃

（想定される北を上にして図を掲載）

出入口

出入口

第 41 図　『御修覆帳』模式図 ( ゴシック体の文字は、今回加筆したもの )68
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の以前からも倹約令が度々出されていた（『市史近世 2』）。

　以上のことから、『御修覆帳』②では『御修覆帳』①でみられた建物が一部消え、藩の建物でも「自分」持ちの表記

が見え始める。これは藩の管理下から外れていることを示し、榧森氏の酒蔵は、少なくとも享保 4年 (1719) から、藩

による維持管理が難しくなり、倹約中は藩管理下にあった建物も榧森自身で修理し維持管理していたものと考えられる。

　また、方角の問題として、『御修覆帳』①では門 ( 出入口 ) の付近で「北東折廻竹柄垣」と記載され、「酒屋之図」

においても北に位置する出入口の北東は「竹垣」と表記がある。したがって『御修覆帳』①は北を基準に描かれてい

ることがわかり、『御修覆帳』②は東を上にして描かれている。『御修覆帳』③は、出入口の位置関係から南を上にし

て描かれていることが考えられる。

『御修覆帳』③文化元年 (1803) ～ 10 年 (1813) 頃
建物 D：梁行 4間半、桁行 14 間の建物である。

建物 E：梁行 3間、桁行 7間の建物であり、「御蔵」と記載がある。建物 Dとは 1間× 5間の規模の渡り廊下で接続する。

建物 F：梁行 2間、桁行 3間の建物であり、「御蔵」と記載がある。

　以上 3棟の建物は、これまでの『御修覆帳』①でみられた門 (出入口 )の位置関係からみても、①・②の時期にあっ

た建物を踏襲したものとは考えにくく、大きく変化している。寛政元年 (1789) の「榧森市郎左衛門願口上書」(第 6

表№ 25) をみると、この時期に造酒屋敷内の建物で大きな被害があったことが記されている。「御酒蔵之儀者、往古

ゟ御上御普請ニ而被相立置候、御酒蔵御絵図ニも罷成居候御酒蔵ニ而、横五間二長サ拾六間之御蔵、至極之大破」と

あり、「御酒蔵御絵図」というのが『御修覆帳』を指し、「往古」よりの酒蔵は 5 間× 16 間の規模であるから建物 A

と一致する。以上のことから、『御修覆帳』①・②でみられた大規模な土蔵 (建物 A) が大破し、それ以外の建物も大

きく被害を受けたことが考えられる。『御修覆帳』③に描かれる建物は、寛政元年 (1789) 以降、造酒屋敷地内全体の

建物が大きく建て替わったことを示している。

藩の管理外の建物
　先にあげた榧森歴代当主にみてきたとおり、享保年中 (1716 ～ 35) に、御酒蔵・居宅を「自分入料」で建設してい

るという事象から、藩外の建物も何棟か存在していたことは史料からも明らかである。そうした「自分入料」の建物

も含めた建物配置図が描かれているものとして「酒屋之図」( 第 42 図 ) があげられる。これは、大正 10 年 (1921)

に編纂された『伊達家史叢談』に所収されている絵図である。絵図奥書には「原本ハ大泉多七妻ひで所蔵二係ル者ノ

□□ひでハ榧森又右衛門十五代ノ孫ナリ」とあることから、絵図自体は「榧森文書」の文書群の一つであったと考え

られ、元々は江戸期に作成された絵図と推測される。絵図の建物配置図には、藩の修復対象となる建物を「上意」と

色分けして表記され、それ以外の建物は白色で「自分物」の建物と区別されている。

　絵図の方角は、南側に本丸北壁石垣の脇にある太鼓部屋とそれに続く登城路の土塀が描かれ、清水門に至る。清水

門側は正しくは西側となる。東に巽門が描かれ、その間の平場に建物群が展開している。絵図の北にあたる場所に造

酒屋敷の出入口が描かれている。造酒屋敷の出入口は『御修覆帳』①・③にも描かれる。

　絵図で浅黄色の貼紙に「上意」( 朱書き ) と書かれ、用途や規模は不明とされている。『御修覆帳』に描かれる建

物がこの「上意」にあたると考えられ、該当する建物を検討する。絵図北の東西に長軸を持つ建物は南側に「土戸」

の玄関が 2 箇所確認されるため、『御修覆帳』①・②にあった建物 A と考えられる。付近の「酒蔵」と記載のある西

側建物も建物 Aに付属するもので、絵図の貼紙が元々接続していたものが離れてしまったことが考えられる。絵図中

央の南北に長軸を持つ建物は、そばに「米とぎ場」や醪の仕込み作業をする「掛下げ」と記載のある部屋が近接して

いるため、『御修覆帳』①・②の「釜場」建物 B と推測される。絵図記載の梁行 4 間と規模も一致する。絵図南東の

南北に長軸を持つ建物は「蔵」建物 Cと推測され、絵図記載の 2間半、桁行 5間と規模も一致する。

　以上のことから、「酒屋之図」にある「上意」の建物は『御修覆帳』①・②でみられた 3 棟の建物と西側の井戸の

位置関係等を考えると一致する箇所が多い。先にあげた建物 Aが「大破」する以前の姿を描いていることが考えられ

ることから、「酒屋之図」は少なくとも寛政元年 (1789) 以前まで遡る絵図であると推測される。

　次に絵図で白地の建物は「手前作事」とあり、榧森氏自身により建てられた建物と考えられる。全体でみると約 3

分の 2 は「手前作事」の建物である。絵図北東の建物群が榧森氏の生活空間と考えられ、「上意」建物 B と接続して

69

造酒屋敷跡調査の総括



東側に「次ノ間」、「常居所　茶ノ間」、「仏間」、「下ノ間」、「上ノ間」が確認できる。南に離れとなっている「隠居」

と記載のある建物があり、「上ノ間」東、巽門との間に庭園が存在し、池とみられる「泉水」2 箇所、「ツキ山」と周

縁に庭木が描かれている。また、第 2 次調査では榧森氏の家紋 ( 注 1）とされる「二つ丁子巴文」のある軒桟瓦が出

土している。藩の管理下にあった建物に葺かれた瓦とは考えづらく、榧森氏による「手前作事」の建物に葺かれてい

た可能性が高い。

　絵図南側崖下は「□□権現宮」と土手山の裾部に「三社宮」と記載があり、その付近には石を積んだ表現がされて

いる小段があり、御宮のような建物が描かれる。酒蔵に伴う屋敷神か、民俗的な意味合いが示唆される。今後、事例

を踏まえ詳細に検討する必要がある。以上のことから、造酒屋敷には酒蔵を始めとし、生活空間を含む多彩な建物が

存在していたことが考えられる。
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第 42 図　「仙台城内榧森御酒屋之図」模式図 ( ゴシック体の文字は、今回加筆したもの )
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　小括
①　城内に記載される造酒屋敷は寛文 4 年 (1664) の「寛文絵図」が初出で、

以後、幕末まで「御酒屋」として城内に記載されている。

②　『御修覆帳』①・②より造酒屋敷には大規模な酒蔵の建物 A を始め、米つ

き場 ( 臼屋 )、蒸かし屋 ( 釜場 ) の建物 B と原料米を貯蔵する米蔵の建物

Cが藩の作事により建てられていた。

③　享保 4 年 (1719) から、藩管理下にあった建物も倹約中は榧森自身で修理

し維持管理していた。

④　寛政元年 (1789) に建物 A が大破し、造酒屋敷内建物に甚大な被害があっ

た。その後が『御修覆帳』③に反映され『御修覆帳』①・②までの建物

は無くなり、大きく建て替わった変遷がみてとれる。

⑤　「酒屋之図」から榧森氏が「自分入料」により建てた多彩な建物が存在していたことが確認できる。さらに「上

意」の建物は『御修覆帳』①・②と一致し、絵図自体が寛政元年 (1789) 以前にまで遡る可能性がある。

注記
注 1: 現在、陸奥国分寺 ( 若林区木ノ下 ) と正円寺 ( 青葉区新坂町 ) には榧森氏の墓地が存在し、供養碑・墓碑をみると「二つ丁子巴文」

の家紋が確認できる。

(7) 近代以降の地誌類
　地誌とは、特定の地域の地名、産物、風俗、歴史等に関する記録であり、近代以降に編纂されている。仙台におい

ても物産物に関しての記録が数多く残されており、仙台における酒の歴史を語る上で重要な造酒屋敷・榧森氏につい

ての記事がみられる。地誌には歴史の記述としては誤りであるものも含まれるが、編纂された時代の事象や子孫への

聞き取り調査も可能であったことから重要な資料といえる。

　造酒屋敷における最初の地誌は、『仙台藩祖時代実業一斑』(以下、『実業一斑』とする )であり、大正 3年 (1914)

に著者である矢野顕蔵自身により出版されたもので、大正 2 年 5 月 25 日、実際に大泉多七家で「榧森文書」によっ

て作成したとある。

　榧森氏に係る歴史の概要は、「書上」を元にした説明が記述される。特徴的なものとして、「記録に據れば榧森氏、

慶長一九年には『もろはくや又五郎』と曰ひ」と慶長期の榧森氏に関わる文書が存在していたことが窺える。さらに「御

軍用方御酒」の秘法があり、戦地で飲む携帯酒（印籠酒）を作成していたことや、銘酒類（種類）は 21 種類もの酒

を醸造していたという興味深い内容も記述されている。こうした記述のある文書群が大正期に大泉家に一括して収蔵

されていたことが推測される。また携帯酒（印籠酒）については、明治 10 年に榧森氏が祖先の法事で「印籠酒」を使っ

たことが記され「印籠酒を用い耳かきにて二つ三つ熱湯に掻き混ぜて客に饗せしに一升二升の酒、得て」とある。次

は、大正期に仙台歩兵第四連隊の板橋大佐という人物が「印籠酒」の存在を聞きつけ、榧森氏の秘伝書を借り約百圓

を投じて、「印籠酒」の製造を試みたが、「三百年後の文明の今日に成らぬとは遺憾なり」と失敗したエピソードも併

せて記載されている。これらの話は、榧森氏の子孫から直接聞いたものと考えられる。

　『実業一斑』以降は、大正6年(1917)に出版された『藩祖以来仙台物産誌』(以下、『物産誌』とする)と大正10年(1921)

『伊達家史叢談』、大正 14(1925)『仙台叢書別集巻二　仙台物産沿革』がある。概ね『実業一斑』を踏襲した記載が

目立つが、『物産誌』では、榧森氏の製造した酒の種類をさらに詳しく記載しており、27 種類の酒が存在していたと

記している (以下、27 種を記す、豆琳酒、白梅酒、梅酒、みぞれ酒、菊酒、味淋酒、葡萄酒、忍冬酒、夏氷酒、甘露酒、

龍眼酒、榧酒、しそ酒、楊梅酒、みかん酒、枇杷酒、桑酒、伊仁酒、当座玉子酒、白酒、疝氣薬酒、焼酎、覆盆子酒、

砂糖泡盛酒、泡盛酒、延命固本酒、南蛮酒 )。

　「忍冬酒・みぞれ酒」については「書上」で「みぞれ酒も南都へ罷稽古」と天保 5 年 (1834)「壱ッ書」( 第 6 表№

29) で「忍冬酒之義ハ貞山様御上洛之節、京都ニ而 ( 中略 ) 忍冬酒造方秘法一ウ皆伝」と史料でもその酒の存在が知

れる。また「泡盛酒」といった遠方の名産酒の製造は榧森文書では明らかにし得ないが、関連性があるとすれば政宗

文書の「島津家久宛書状」(『政宗文書 3』№ 2726) で「就中琉球酒一壺・御国之蜜柑一籠贈頂、別而賞味仕事ニ候」

第 43 図　榧森氏の家紋「二つ丁
　　　　 子巴文」軒桟瓦
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と「琉球酒」を薩摩の家久から貰っている事実もあるため、こうした遠方の酒も大名間の贈答品の中で知り得たこと

は十分考えられる。

(8) 文献資料から見た造酒屋敷
　造酒屋敷に関する文献史料を時代順に紹介してきた。そのなかでも政宗関係文書、造酒屋敷関係文書、出土木簡、

造酒屋敷の災害歴、建物と絵図の項目に分けて整理した。

　造酒屋敷の変遷は文献史料、絵図および榧森家当主の在任期間に基づき、3 つの時期に整理することができる。ま

ず慶長 12 年 (1607) 以降、御用酒屋が成立し藩の支給品が定まる初期段階の初代又右衛門から 3代又右衛門までの前

期と、寛文 2 年 (1662) 以降、3 代又右衛門から 8 代市郎左衛門までの中期、寛政元年 (1789) 以降、御用酒屋の経営

自体が衰退し始める 8 代市郎左衛門後半から明治期 13 代やすまでの後期の 3 時期がある。この時期的な変遷は、造

酒屋敷の災害・建物の変遷にも大きく関連するものと言える。総括ではこの 3時期を通して①仙台藩の動向、②榧森

氏の動向、③造酒屋敷の建物といった 3 視点により文献史料から見た造酒屋敷をまとめることとする。

前期
　造酒屋敷が成立する初代又右衛門から 3 代又右衛門の時期は、慶長 13 年 (1608) ～元禄 7(1694) である。まず成立

当初の動向として、政宗は慶長 12 年 (1607)4 月に江戸城堀普請を命じられ、その年 9 月に初代又右衛門を指してい

ると考えられる書状「茂庭石見守綱元宛書状」を国元の茂庭綱元に送っている。政宗はこの江戸上屋敷にいる際、酒

職人又右衛門の存在を知ったことが窺える。そして又右衛門は仙台で酒蔵、酒造用の道具、屋敷を政宗から与えられ、

「書上」の「城内ニ御酒蔵被相立」から慶長 13 年 (1608) に城内の御用酒屋が成立することになる。仙台城では慶長

15 年 (1610) に本丸大広間を始めとした懸造・書院が竣工するため、それ以前に酒蔵が整備されたことになる。また

政宗が逝去した後の 2 代忠宗の時期に、又右衛門が寛永 18 年 (1641) に隠居を申し出たが、「酒庵」としての名を下

し置かれ初代又右衛門には、政宗以降も藩主から大きな期待が寄せられていたことがわかる。

　次に前期における榧森氏の動向をみていきたい。御用酒の製造に関わる材料は、原料米を始めとした消耗品の全て

が藩による支給品であった。酒造に関わる当時の材料は史料から窺い知れ「御酒造方御用申立品物」として紙、麻、

柿渋、流木 (米を蒸かす燃料 )、藁、木綿、荏水油 (木材の表面に防水用で用いる油 )が酒造に用いられていた。さらに、

酒蔵の人足として 357 人が藩から用意されており、主に酒蔵では米搗きに大人数が動員されていたのである。つまり

総勢 300 名以上が仙台藩の御用酒製造のために造酒屋敷内で働いていたことが推定される。

　御用酒屋としての榧森氏の活躍は、政宗の黒印状による注文書から知れる。注文書の送り先を見ると、城内を始め

とした政宗の親類など、藩における重要人物の日常的な酒を主に製造していたことが分かる。さらに東昌寺の住持な

ど当時親交のあった人物にも榧森氏の諸白 ( 清酒 )が送られ、江戸上屋敷においても仙台の諸白として御用酒を送っ

ていた。

　前期の造酒屋敷の建物としては、寛文 4 年 (1664) の「仙台城下絵図」に 3 代当主又右衛門と「御酒や」という記

載から初めて仙台城内で酒蔵の存在が確認できる。『御修覆帳』①が作成された貞享 3 年 (1686) 〜元禄 7 年 (1694）

頃が この 3 代又右衛門の時期にあたり、この時には、梁行 4 間、桁行 16 間半の大型土蔵 ( 建物 A)、梁行 4 間、桁

行 8間と梁行 4間、桁行 7間の 2棟が接続した臼屋 (米つき )や釜場 (米蒸 )の機能を持つ建物 (建物 B)、梁行 2間、

桁行5間の原料米を貯蔵する土蔵(建物C)の3棟が藩の作事により建てられていたことが『御修覆帳』①からみてとれ、

造酒屋敷成立期を示す建物と言える。

中期
　3代又右衛門から 8代市郎左衛門の時期は、寛文 2年 (1662) ～享和 3(1803) である。この時期の藩の動向としては、

元禄元年 (1688)11 月に 4 代藩主綱村が日光東照宮の陽明門を含めた普請を課され、金 12 万両以上の経費が掛かり、

藩の蔵元に多額の借金をする相当な負担が強いられていた。勿論こうした藩財政の逼迫は御用酒屋にも向くこととな

り、元禄 2 年 (1689) にこれまで支給されていた「御酒造方御用申立品物」のうち流木、人足が削減され、定付人足

3人も 2人に減らされることとなる。さらに元禄 10 年 (1697）以降は藩財政が苦しくなり、宝永 3(1706) 年には 5代

藩主吉村が参勤交代できない程に借金が膨らみ、毎年のように倹約令が出されている (『市史近世 2』)。それが享保

年間（1716 〜 1735）まで続き、榧森の御酒屋にはついに享保年中 (1716 ～ 1735) から御酒蔵 ( 一部 )、居宅、酒造
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諸道具、酒造に要する消耗品などまで一切「自分入料」となっている。

　一方で榧森氏の動向をみていくと、正徳元年 (1711) に 6 代与左衛門の代になり、享保 18 年 (1733) に与左衛門は

自費で「寒造酒造為伝授」と「みぞれ酒」の技術習得のため 2度、奈良へ修行に渡っている。仙台へ戻ってからは南

都流の酒を 5代藩主吉村に献上しており、さらには市中酒屋や領内の酒屋において、その先進的技術から指導的立場

に立っていた。与左衛門を含めこの時期の榧森氏は、酒造の技術革新にも尽力し、活躍の場が目立っていたことが史

料より窺い知れる。この 6代与左衛門は造酒屋敷で出土している藩に料理酒を納めていた際の荷札木簡にも名前が見

えるため、造酒屋敷内でも活動が非常に盛んであったことが考えられる。宝永 6 年 (1709) 段階には市中酒屋で 2 店

舗経営していたこともあり、「自分入料」となったマイナス面も市中酒屋の経営から経済面を補っていたことが考え

られる。

　中期の建物を示すものとして、6 代与左衛門の時期に描かれた『御修覆帳』②正徳元年 (1711) 〜寛延 2 年 (1749)

頃の建物があげられる。基本的には『御修覆帳』①の 3棟の建物から大きくは変わらないが、建物 Aは外側に 1間分

拡張され広くなっている。一方、建物 B では、『御修覆帳』①にみられた建物右側の東西棟部分が無くなっている。

これは、建物自体が取り壊された可能性もあるが、藩の管理下から建物が除外された事を示すとすれば、『御修覆帳』

②に記載された「御倹約中」における藩の措置を裏付けるものと解釈できる。また『伊達家史叢談』に収録されてい

る「酒屋之図」は先に述べてきた検討により寛政元年 (1789) 以前のものと比定した。さらに限定すると建物 Bが『御

修覆帳』②の右側半分が「自分」管理となっている箇所が一致することから、6 代与左衛門の段階に近い時期に描い

た可能性が推測できる。「酒屋之図」は、庭園を含め居住施設が充実しており多彩な建物があったことが窺え、御用

酒屋として経営的にも成熟していた時期と考えられる。

後期
　榧森氏の御用酒屋経営が衰退し始める 8 代市郎左衛門後半から明治期 13 代やすの時期は、宝暦 2年 (1752) ～明治

7 年 (1874) である。この時期の藩の動向としては、宝暦 5 年 (1755) に宝暦の飢饉と天明 3 年 (1783) に天明の飢饉

があり、領内では2回とも損耗高50万石を超える大きな損害を出している。このとき藩から酒造制限令が出され(『仙

台藩歴史辞典』)、「領内中禁止」という市中酒屋には大きな損失があったことが想像できる。さらに天明の飢饉の翌

年には疫病が大流行している。

　次に榧森氏の動向をみていくと、寛政元年 (1789) に 8 代市郎左衛門が藩に対し御用酒は支給品がなく自分持ちで

酒造を行っているため、もう御用酒造経営が務まらないと訴えている。さらに 10 代惣吉も文政 13 年 (1830) に願い

出ており、市中酒屋においても連年困窮を極め、榧森氏は大きく衰退する。その要因には度重なる飢饉・災害に対す

る藩の衰退が榧森氏の御用酒屋にも連動していると考えられる。さらに市中酒屋経営では、市中に重点を置いていた

岩井家などの市中酒屋が榧森を凌ぐ存在となり、新たに安政 5 年 (1858) 伊澤氏が御用酒屋に取り立てられるなど、

藩も城下の酒屋を頼る体制に移り変わることになる。

　後期の建物は、享和 2 年 (1803) に当主となる 9 代亀之助の時期の『御修覆帳』③文化元年 (1803) ～ 10 年 (1813)

を見ると大きく変化し、『御修覆帳』①、②に比べ全体的に規模も小さくなっている。寛政元年 (1789) の 8 代市郎左

衛門の史料にあるようにこの時、造酒屋敷内建物に甚大な被害があり、これを契機に建物 D・E・Fが新規で建て替え

られたものと考えられる。

　以上のことから仙台城における造酒屋敷は、慶長期から明治期を通して仙台藩の御用酒屋の歴史が追える貴重な場

所であることがわかる。特に職人である榧森氏の視点からみると、城内での御用酒屋経営は仙台藩の政治的状況に左

右される実態がみえ、それが城内における酒蔵等の建物の変遷にも反映されることが明らかとなった。

　今回の関係史資料の集成は、唯一「榧森文書」を検討している『別編』の翻刻史料に頼るところが多く、原文書に

あたれていないことが課題といえる。そのため翻刻も一部に限られ、発給形態がわからないものもあり、また政宗期

の榧森氏の酒蔵、屋敷に関わる問題など、不明な点が数多く残る結果となった。今後も「榧森文書」の史料調査を継

続していく必要がある。
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№ ７  「 諸 白 屋 又 五 郎 榧 森 又 右 衛 門 宛 黒 印 状 」

（ 「 榧 森 文 書 」『 政 宗 ４ 』 ）

　　 月 な
（ 次 ）

み の う
（ 請 取 ）

け と り 御 し
（ 酒 ）

ゆ

一 み
（ 伊 達 宗 泰 ）

か わ 様 御 や し き へ 、 一 月
二

仁 斗 四 升 つ
（ 宛 ）ゝ

、

一 ゑ
（ 伊 達 宗 信 ）

ち せ ん 様 御 や し き へ 、 一 月
二

仁 斗 五 升 つ ゝ 、

一 ゑ
（ 伊 達 宗 高 ）

も ん 様 御 や し き へ 、 一 月
二

仁 斗 四 升 つ ゝ 、

一 御
（ 伊 達 宗 実 ）

か つ し き 様 御 や し き へ 、 一 月
二

仁 斗 四 升 つ ゝ 、

　 こ の と
（ 通 ）

を り あ
（ 相 渡 ）

ひ わ た し 候 へ く 候 、

　　　 元 和 九 年

　　　　 三 月 七 日 ( 黒 印 )

　　　　　　　　　　　　　　　 又
（ 諸 白 屋 ）

五 郎

№ ８  「 榧 森 又 右 衛 門 宛 黒 印 状 」（ 「 榧 森 文 書 」『 政 宗 ４ 』 ）

お き ん つ ほ ね へ 亦 々 も
（ 諸 白 ）

ろ は く 一 日
ニ

壱 斗 五 升 つ
（ 宛 ）ゝ

相 わ

た す へ く 候 、 た
（ 但 ）ゝ

し 、 七 月 廿 一 日 よ り の つ
（ 積 ）

も り に わ た

す へ き 也 、 以 上 、

　　 寛 永 四 年

　　　　 八 月 廿 一 日 ( 黒 印 )

　　　　　　　　　　　　　　 か
（ 榧 森 又 右 衛 門 ）

や の も り 又 ゑ も ん

№ ９  「 榧 森 又 右 衛 門 宛 黒 印 状 」（ 「 榧 森 文 書 」『 政 宗 ４ 』 ）

せ
（ 千 菊 ）

ん き く 様 へ 月 な
（ 次 ）

み の 御 し
（ 酒 ）

ゆ 、 一 月 に 壱 斗 五 升 つ
（ 宛 ）ゝ

、

む
（ 村 上 ）

ら か み 正 す
（ 介 ）

け へ 相 わ
（ 渡 ）

た す へ き 也 、 以 上 、

　　　 寛 永 四 年

　　　　　 極 月 十 五 日 ( 黒 印 )

　　　　　　　　　　　　　　　 か
（ 榧 森 又 右 衛 門 ）

や の も り 又 ゑ も ん

№ 10  「 榧 森 又 右 衛 門 宛 黒 印 状 」（ 「 榧 森 文 書 」『 政 宗 ４ 』 ）

酒 三 升 、 治
（ 伊 達 宗 実 ）

部 大 輔 奥 方 へ 毎 月 可 遣 候 、 但 、 柴 田 勝
（ 常 弘 ）

兵 衛 ・

佐 瀬 所
（ 俊 常 ）

左 衛 門
二

可 相 渡 者 也 、 仍 如 件 、

　　　　 寛 永 十 年

　　　　　　　 六 月 十 六 日 ( 黒 印 )

　　　　　　　　　　　 御 酒 屋

　　　　　　　　　　　　　 又
（ 榧 森 ）

右 衛 門

№ 13  「 伊 達 政 宗 書 状 」（ 「 家 わ け 」『 政 宗 ４ 』 ）

尚 々 、 其 方 御 供 之 事 、 此 度 も 大 炊 殿
へ

申 進 候 、 以 上 、

大
（ 土 井 利 勝 ）

炊 殿 爲 始 、 今 度 書 状 共 遣 申 候 、 早 々 可 相 届 候 、 御

酒 肴 遣 候 所 も 候 、 萬 々 豊
（ 川 島 景 泰 ）

前 所

 へ

、 伊 藤 左 近 所 ゟ 可 申

候 、 其 方

 へ

も 爰 元 之 諸 白 、 大 柳 二
ツ

遣 申 候 、 追 々 爲 上 可

申 候 、 扨 々 御 上 洛 之 御 日 取 、 于 今 不 定 候 哉 、 承 度 候 、 恐 々

謹 言 、

二
（ 元 和 九 年 カ ）

月 廿 四 日　　　　 政 宗 ( 花 押 )

　　　 松 美 作
（ 忠 宗 ）

守 殿

№ 14  「 瑞 巌 寺 月 叟 玄 良 宛 書 状 」（ 「 瑞 巌 寺 所 蔵 文 書 」『 政 宗 ４ 』 ）

　 追
（ 袖 追 書 ）

啓 、 仙 台 之 諸 白 一 」 樽 進 候 、 不 宣 、

唯 今 為 御 名 代 碧 堂 」 可 有 来 駕 之 由 、 入 御 念 、 」

別 而 辱 候 、 併 自 暁 」 少 々 虫 気 、 于 今 平 臥 」 故 、

不 及 是 非 候 、 一 折 一 樽 」 并 三 種 、 是 又 祝 着 存

候 、 」 恐 々 謹 言 、

　　　　　　　　　　 林

（ 寛 永 元 年 カ 六 月 二 十 二 日 ）

鐘 念 二　　 政 宗 （ 花 押 ）

　　　　 「

（ 捻 封 ウ ワ 書 ）

　　　　　　　　 陸 奥 守

　　 ▽
（ 墨 引 ）

▲　　　 瑞 岩
（ 巖 ）

寺 （ 月 叟 玄 良 ） 侍 司 下　　 政 宗

№ 16  「 東 昌 寺 虚 白 円 真 宛 書 状 」（ 「 大 行 院 所 蔵 文 書 」『 政 宗 ４ 』 ）

　　 旁
（ 袖 追 書 ）

期 明 朝 面 候 、 か し く 、

昨 日 者 、 無 指 義
ニ

、 遠 路 」 来 駕 辱 候 、 亭 主 少
ニ

」 虫 気 故 、

万 事 御 残 多 候 、 」 憚 候 へ 共 、 抹 茶 一 棗 進 候 、 」 又 御 酒 者 、

御 手 作 之 名 」 酒 之 由 、 及 承 候 、 乍 去 是 又 」 一 樽 指 添 申 候 、

恐 々 謹 言 、

　　　　 五
（ 寛 永 十 年 カ ）

月 十 六 日　　 政 宗( 花 押)

　　 「

（ 捻 封 ウ ワ 書 ）

　　　　　　　　　 陸 奥 守

　 ▽
（ 墨 引 ）

▲　　　　　　　 東
（ 虚 白 円 真 ）

昌 寺 ■　 政

侍 司 下

宗

造 酒 屋 敷 関 係 史 料

・ №　 は 、 第 3 表 「 政 宗 関 係 文 書 一 覧 」 ・ 第 6 表 「 造 酒 屋 敷

関 係 文 書 一 覧 」 の № と 対 応 す る 。 タ イ ト ル 下 の( 「 所 蔵 元 」

『 出 典 』) は 略 称 で 明 記 し て い る 。

№ １  「 茂 庭 石 見 守 綱 元 宛 書 状 」（ 「 亘 理 文 書 」『 政 宗 ２ 』 ）

　 奉
（ 袖 追 書 ）

行 共 

へ

可 申 候 へ 共 、 」 こ ま か な る 義 に て 候 間 、 』

身
（ 行 間 書 ）

の か た ゟ 申 由 、 」 各

 へ

も 申 き か せ 、 」 早 々 其 分 に 可 然

候 、 」 又 彼 さ け つ く り 候 も の 、 」 来 年 ハ の ほ せ へ く 候 間 、 」

可 然 も の を で
（ 弟 子 ）

し に 」 三 人 ほ と も つ け 」 候 て 、 の ほ

り 候 て 、 」 あ と に て 彼 人 同 前
ニ

」 仕 候 や う に 可 申 付 候 、 」

是 も 所 の か ざ り 、 又 」 ち
（ 珍 客 ）

ん き や く な と の 』 た
（ 折 込 見 返 ）

め に て

候 間 、 」 念 に い れ 、 け い こ 」 さ せ 候 へ く 候 、 か し く 、 」

又 申 候 、 り も ん や し き に 」 そ の 身 さ う さ い れ 、 」 作 事

仕 候 所 も 候 ハ ヽ 、 」 そ れ ハ 重 而 」 ふ ん さ ん 候 て 、 ざ う

さ の 」 分 を も い
（ 出 ）

だ し 」　 候 へ く 候 間 、 先 此 度 の も の 」

う つ し お き 候 へ く 候 、 か し く 、

細 事 之 義 に 」 候 へ 共 、 申 遣 候 、 今 度 」 わ か さ ゟ さ
（ 酒 ）

け 」

つ く り く た し 候 、 」 さ た め て さ し 」 お き 候 所 候 ま し く 候 、 」

た と へ お き 候 所 候 共 、 」 よ そ に 不 入 事 候 、 」 り も ん 此 中 」

さ し お き 候 蔵 、 」 一 段 能 候 間 、 り も ん
二

ハ 」 屋 敷 を い つ

か た に も 』 い
（ 折 込 見 返 ）

た し 、 か の 屋 し き に 」 此 度 の さ け つ く り 、 」

必 々 可 指 置 候 、 手 」 前 之 ざ
（ 造 作 ）

う さ に て 」 く
（ 蔵 ）

ら を も つ く ら

せ 、 」 た
（ 道 具 ）

う ぐ ま て ざ う さ 」 を 入 、 こ し ら へ 候 間 、 」 り も

ん に む さ と 」 と ら せ へ き 事 に 」 無 之 候 、 其 分 」 急 度 可 申

付 候 、 」 謹 言 、

　　 九 月 十 一 日　 政 宗　 （ 花 押 ）

　　　　 茂

（ 茂 庭 綱 元 ）

石　　

№ ３  「 諸 白 屋 又 五 郎 榧 森 又 右 衛 門 宛 黒 印 状 」

（ 「 榧 森 文 書 」『 政 宗 ４ 』 ）

　　　　 壱 人 分

一 月
ニ

御 し
（ 酒 ）

ゆ 壱 斗 五 升 つ
（ 宛 ）ゝ

御 わ
（ 渡 ）

た し 候 へ く 候 、

　　 け
（ 元 ）

ん 和 二 ね
（ 年 ）

ん

　　　　 正 月 一 日 ( 黒 印 )

　　　　　　　　　　 御 つ か ひ 九 郎 さ へ も ん

　　　　　　　　　 又
（ 諸 白 屋 ）

五 郎 殿
参 る

№ ４  「 諸 白 屋 又 五 郎 榧 森 又 右 衛 門 宛 黒 印 状 」

（ 「 榧 森 文 書 」『 政 宗 ４ 』 ）

酒 壱 斗 五 升 つ
（ 宛 ）ゝ

、 毎 月 、 宮 内 因
（ 常 清 カ ）

幡 所 へ 可 相 渡 候 、

但 、 喝
（ 伊 達 宗 実 ）

喰 丸 つ か い 用 也 、 仍 如 件 、

　　 元 和 二 年

　　　　 十 月 十 四 日 ( 黒 印 )

　　　　　　　　　　　　　　　 も
（ 榧 森 又 右 衛 門 ）

ろ は く 屋 又 五 郎

№ ５  「 諸 白 屋 又 五 郎 榧 森 又 右 衛 門 宛 黒 印 状 」

（ 「 榧 森 文 書 」『 政 宗 ４ 』 ）

上 之 丸 之 御 酒 、 壱 月 付
（ マ ヽ ）

は 、 壱 斗 五 升 つ ゝ 御 上 候 へ く

候 、
元 和 五 年

　　 三 月 九 日 ( 黒 印 )　　　

御 使

文 右 衛 門

　　　　　　　　　　　 も
（ 榧 森 又 右 衛 門 ）

ろ は く 屋 又 五 郎 殿

№ ６  「 馬 場 蔵 人 主 親 成 ・ 渡 辺 助 左 衛 門 一 綱 宛

黒 印 状 」（ 「 榧 森 文 書 」『 政 宗 ４ 』 ）

米 三 百 石 諸
（ 榧 森 又 右 衛 門 ）

白 又 五 郎
二

可 相 渡 候 、 但 、 来 年 之 御 酒 共 当

年 ゟ 支 度 之 為
二

候 、 毎 年 六 拾 石 計 宛 相 渡 候 も 、 此 内
二

可

入 候 、 但 、 又 五 郎 申 次 第
二

、 幾 度
二

成 と 可 相 渡 者 也 、 仍

如 件 、

　　　　 元 和 五 年

　　　　　 六 月 朔 日 ( 黒 印 )

　　　　　　　　　　　　　 馬 場 蔵
（ 親 成 ）

人 主

　　　　　　　　　　　　　 渡 辺 助
（ 一 綱 ）

左 衛 門
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№ ７  「 諸 白 屋 又 五 郎 榧 森 又 右 衛 門 宛 黒 印 状 」

（ 「 榧 森 文 書 」『 政 宗 ４ 』 ）

　　 月 な
（ 次 ）

み の う
（ 請 取 ）

け と り 御 し
（ 酒 ）

ゆ

一 み
（ 伊 達 宗 泰 ）

か わ 様 御 や し き へ 、 一 月
二

仁 斗 四 升 つ
（ 宛 ）ゝ

、

一 ゑ
（ 伊 達 宗 信 ）

ち せ ん 様 御 や し き へ 、 一 月
二

仁 斗 五 升 つ ゝ 、

一 ゑ
（ 伊 達 宗 高 ）

も ん 様 御 や し き へ 、 一 月
二

仁 斗 四 升 つ ゝ 、

一 御
（ 伊 達 宗 実 ）

か つ し き 様 御 や し き へ 、 一 月
二

仁 斗 四 升 つ ゝ 、

　 こ の と
（ 通 ）

を り あ
（ 相 渡 ）

ひ わ た し 候 へ く 候 、

　　　 元 和 九 年

　　　　 三 月 七 日 ( 黒 印 )

　　　　　　　　　　　　　　　 又
（ 諸 白 屋 ）

五 郎

№ ８  「 榧 森 又 右 衛 門 宛 黒 印 状 」（ 「 榧 森 文 書 」『 政 宗 ４ 』 ）

お き ん つ ほ ね へ 亦 々 も
（ 諸 白 ）

ろ は く 一 日
ニ

壱 斗 五 升 つ
（ 宛 ）ゝ

相 わ

た す へ く 候 、 た
（ 但 ）ゝ

し 、 七 月 廿 一 日 よ り の つ
（ 積 ）

も り に わ た

す へ き 也 、 以 上 、

　　 寛 永 四 年

　　　　 八 月 廿 一 日 ( 黒 印 )

　　　　　　　　　　　　　　 か
（ 榧 森 又 右 衛 門 ）

や の も り 又 ゑ も ん

№ ９  「 榧 森 又 右 衛 門 宛 黒 印 状 」（ 「 榧 森 文 書 」『 政 宗 ４ 』 ）

せ
（ 千 菊 ）

ん き く 様 へ 月 な
（ 次 ）

み の 御 し
（ 酒 ）

ゆ 、 一 月 に 壱 斗 五 升 つ
（ 宛 ）ゝ

、

む
（ 村 上 ）

ら か み 正 す
（ 介 ）

け へ 相 わ
（ 渡 ）

た す へ き 也 、 以 上 、

　　　 寛 永 四 年

　　　　　 極 月 十 五 日 ( 黒 印 )

　　　　　　　　　　　　　　　 か
（ 榧 森 又 右 衛 門 ）

や の も り 又 ゑ も ん

№ 10  「 榧 森 又 右 衛 門 宛 黒 印 状 」（ 「 榧 森 文 書 」『 政 宗 ４ 』 ）

酒 三 升 、 治
（ 伊 達 宗 実 ）

部 大 輔 奥 方 へ 毎 月 可 遣 候 、 但 、 柴 田 勝
（ 常 弘 ）

兵 衛 ・

佐 瀬 所
（ 俊 常 ）

左 衛 門
二

可 相 渡 者 也 、 仍 如 件 、

　　　　 寛 永 十 年

　　　　　　　 六 月 十 六 日 ( 黒 印 )

　　　　　　　　　　　 御 酒 屋

　　　　　　　　　　　　　 又
（ 榧 森 ）

右 衛 門

№ 13  「 伊 達 政 宗 書 状 」（ 「 家 わ け 」『 政 宗 ４ 』 ）

尚 々 、 其 方 御 供 之 事 、 此 度 も 大 炊 殿
へ

申 進 候 、 以 上 、

大
（ 土 井 利 勝 ）

炊 殿 爲 始 、 今 度 書 状 共 遣 申 候 、 早 々 可 相 届 候 、 御

酒 肴 遣 候 所 も 候 、 萬 々 豊
（ 川 島 景 泰 ）

前 所

 へ

、 伊 藤 左 近 所 ゟ 可 申

候 、 其 方

 へ

も 爰 元 之 諸 白 、 大 柳 二
ツ

遣 申 候 、 追 々 爲 上 可

申 候 、 扨 々 御 上 洛 之 御 日 取 、 于 今 不 定 候 哉 、 承 度 候 、 恐 々

謹 言 、

二
（ 元 和 九 年 カ ）

月 廿 四 日　　　　 政 宗 ( 花 押 )

　　　 松 美 作
（ 忠 宗 ）

守 殿

№ 14  「 瑞 巌 寺 月 叟 玄 良 宛 書 状 」（ 「 瑞 巌 寺 所 蔵 文 書 」『 政 宗 ４ 』 ）

　 追
（ 袖 追 書 ）

啓 、 仙 台 之 諸 白 一 」 樽 進 候 、 不 宣 、

唯 今 為 御 名 代 碧 堂 」 可 有 来 駕 之 由 、 入 御 念 、 」

別 而 辱 候 、 併 自 暁 」 少 々 虫 気 、 于 今 平 臥 」 故 、

不 及 是 非 候 、 一 折 一 樽 」 并 三 種 、 是 又 祝 着 存

候 、 」 恐 々 謹 言 、

　　　　　　　　　　 林

（ 寛 永 元 年 カ 六 月 二 十 二 日 ）

鐘 念 二　　 政 宗 （ 花 押 ）

　　　　 「

（ 捻 封 ウ ワ 書 ）

　　　　　　　　 陸 奥 守

　　 ▽
（ 墨 引 ）

▲　　　 瑞 岩
（ 巖 ）

寺 （ 月 叟 玄 良 ） 侍 司 下　　 政 宗

№ 16  「 東 昌 寺 虚 白 円 真 宛 書 状 」（ 「 大 行 院 所 蔵 文 書 」『 政 宗 ４ 』 ）

　　 旁
（ 袖 追 書 ）

期 明 朝 面 候 、 か し く 、

昨 日 者 、 無 指 義
ニ

、 遠 路 」 来 駕 辱 候 、 亭 主 少
ニ

」 虫 気 故 、

万 事 御 残 多 候 、 」 憚 候 へ 共 、 抹 茶 一 棗 進 候 、 」 又 御 酒 者 、

御 手 作 之 名 」 酒 之 由 、 及 承 候 、 乍 去 是 又 」 一 樽 指 添 申 候 、

恐 々 謹 言 、

　　　　 五
（ 寛 永 十 年 カ ）

月 十 六 日　　 政 宗( 花 押)

　　 「

（ 捻 封 ウ ワ 書 ）

　　　　　　　　　 陸 奥 守

　 ▽
（ 墨 引 ）

▲　　　　　　　 東
（ 虚 白 円 真 ）

昌 寺 ■　 政

侍 司 下

宗

造 酒 屋 敷 関 係 史 料

・ №　 は 、 第 3 表 「 政 宗 関 係 文 書 一 覧 」 ・ 第 6 表 「 造 酒 屋 敷

関 係 文 書 一 覧 」 の № と 対 応 す る 。 タ イ ト ル 下 の( 「 所 蔵 元 」

『 出 典 』) は 略 称 で 明 記 し て い る 。

№ １  「 茂 庭 石 見 守 綱 元 宛 書 状 」（ 「 亘 理 文 書 」『 政 宗 ２ 』 ）

　 奉
（ 袖 追 書 ）

行 共 

へ

可 申 候 へ 共 、 」 こ ま か な る 義 に て 候 間 、 』

身
（ 行 間 書 ）

の か た ゟ 申 由 、 」 各

 へ

も 申 き か せ 、 」 早 々 其 分 に 可 然

候 、 」 又 彼 さ け つ く り 候 も の 、 」 来 年 ハ の ほ せ へ く 候 間 、 」

可 然 も の を で
（ 弟 子 ）

し に 」 三 人 ほ と も つ け 」 候 て 、 の ほ

り 候 て 、 」 あ と に て 彼 人 同 前
ニ

」 仕 候 や う に 可 申 付 候 、 」

是 も 所 の か ざ り 、 又 」 ち
（ 珍 客 ）

ん き や く な と の 』 た
（ 折 込 見 返 ）

め に て

候 間 、 」 念 に い れ 、 け い こ 」 さ せ 候 へ く 候 、 か し く 、 」

又 申 候 、 り も ん や し き に 」 そ の 身 さ う さ い れ 、 」 作 事

仕 候 所 も 候 ハ ヽ 、 」 そ れ ハ 重 而 」 ふ ん さ ん 候 て 、 ざ う

さ の 」 分 を も い
（ 出 ）

だ し 」　 候 へ く 候 間 、 先 此 度 の も の 」

う つ し お き 候 へ く 候 、 か し く 、

細 事 之 義 に 」 候 へ 共 、 申 遣 候 、 今 度 」 わ か さ ゟ さ
（ 酒 ）

け 」

つ く り く た し 候 、 」 さ た め て さ し 」 お き 候 所 候 ま し く 候 、 」

た と へ お き 候 所 候 共 、 」 よ そ に 不 入 事 候 、 」 り も ん 此 中 」

さ し お き 候 蔵 、 」 一 段 能 候 間 、 り も ん
二

ハ 」 屋 敷 を い つ

か た に も 』 い
（ 折 込 見 返 ）

た し 、 か の 屋 し き に 」 此 度 の さ け つ く り 、 」

必 々 可 指 置 候 、 手 」 前 之 ざ
（ 造 作 ）

う さ に て 」 く
（ 蔵 ）

ら を も つ く ら

せ 、 」 た
（ 道 具 ）

う ぐ ま て ざ う さ 」 を 入 、 こ し ら へ 候 間 、 」 り も

ん に む さ と 」 と ら せ へ き 事 に 」 無 之 候 、 其 分 」 急 度 可 申

付 候 、 」 謹 言 、

　　 九 月 十 一 日　 政 宗　 （ 花 押 ）

　　　　 茂

（ 茂 庭 綱 元 ）

石　　

№ ３  「 諸 白 屋 又 五 郎 榧 森 又 右 衛 門 宛 黒 印 状 」

（ 「 榧 森 文 書 」『 政 宗 ４ 』 ）

　　　　 壱 人 分

一 月
ニ

御 し
（ 酒 ）

ゆ 壱 斗 五 升 つ
（ 宛 ）ゝ

御 わ
（ 渡 ）

た し 候 へ く 候 、

　　 け
（ 元 ）

ん 和 二 ね
（ 年 ）

ん

　　　　 正 月 一 日 ( 黒 印 )

　　　　　　　　　　 御 つ か ひ 九 郎 さ へ も ん

　　　　　　　　　 又
（ 諸 白 屋 ）

五 郎 殿
参 る

№ ４  「 諸 白 屋 又 五 郎 榧 森 又 右 衛 門 宛 黒 印 状 」

（ 「 榧 森 文 書 」『 政 宗 ４ 』 ）

酒 壱 斗 五 升 つ
（ 宛 ）ゝ

、 毎 月 、 宮 内 因
（ 常 清 カ ）

幡 所 へ 可 相 渡 候 、

但 、 喝
（ 伊 達 宗 実 ）

喰 丸 つ か い 用 也 、 仍 如 件 、

　　 元 和 二 年

　　　　 十 月 十 四 日 ( 黒 印 )

　　　　　　　　　　　　　　　 も
（ 榧 森 又 右 衛 門 ）

ろ は く 屋 又 五 郎

№ ５  「 諸 白 屋 又 五 郎 榧 森 又 右 衛 門 宛 黒 印 状 」

（ 「 榧 森 文 書 」『 政 宗 ４ 』 ）

上 之 丸 之 御 酒 、 壱 月 付
（ マ ヽ ）

は 、 壱 斗 五 升 つ ゝ 御 上 候 へ く

候 、
元 和 五 年

　　 三 月 九 日 ( 黒 印 )　　　

御 使

文 右 衛 門

　　　　　　　　　　　 も
（ 榧 森 又 右 衛 門 ）

ろ は く 屋 又 五 郎 殿

№ ６  「 馬 場 蔵 人 主 親 成 ・ 渡 辺 助 左 衛 門 一 綱 宛

黒 印 状 」（ 「 榧 森 文 書 」『 政 宗 ４ 』 ）

米 三 百 石 諸
（ 榧 森 又 右 衛 門 ）

白 又 五 郎
二

可 相 渡 候 、 但 、 来 年 之 御 酒 共 当

年 ゟ 支 度 之 為
二

候 、 毎 年 六 拾 石 計 宛 相 渡 候 も 、 此 内
二

可

入 候 、 但 、 又 五 郎 申 次 第
二

、 幾 度
二

成 と 可 相 渡 者 也 、 仍

如 件 、

　　　　 元 和 五 年

　　　　　 六 月 朔 日 ( 黒 印 )

　　　　　　　　　　　　　 馬 場 蔵
（ 親 成 ）

人 主

　　　　　　　　　　　　　 渡 辺 助
（ 一 綱 ）

左 衛 門
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　 義 山 様 御 代 津 田 豊 前 様 を 以 隱 居 願 申 上 候 所 、 御 前
江

被

召 出 、　 御 直
ニ

酒 庵 与 名 被 下 置 、 上 続 次 第 相 勤 可 申 由

被　 仰 付 候 由 、 留
ニ

相 見 得 申 候 御 事 、

一 右 又 右 衛 門 儀 万 治 二 年 迄 相 勤 、 高 祖 父 榧 森 又 五 郎 儀 寛

文 二 年 迄 首 尾 能 相 務 申 候 御 事 、

一 曾 祖 父 榧 森 又 右 衛 門 儀 元 禄 七 年 迄 首 尾 好 相 務 、 祖 父 榧

森 又 右 衛 門 儀 元 禄 十 六 年 迄 首 尾 能 相 務 、 養 父 榧 森 又 五

郎 儀 宝 永 七 年 迄 首 尾 能 相 勤 、 病 身
ニ

付 隠 居 願 申 上 候 処 、

願 之 通 被　 仰 渡 候 御 事 、

一 拙 者 儀 正 徳 元 年 ゟ 右 又 五 郎 隠 居 跡 式 被 仰 渡 、 御 切 米 拾

両 御 扶 持 方 拾 人 分 被 下 置 、 難 有 仕 合 奉 存 候 、 拙 者 正 徳

元 年 よ り 当 年 迄 三 十 八 ヶ 年 首 尾 能 奉 勤 仕 候 事 、

一 拙 者 儀 享 保 拾 七 年 又 々 寒 造 酒 造 為 伝 授 御 咄 申 上 、 自 分

入 料 を 以 、 南 都 へ 罷 登 、 同 十 八 年 三 月 下 着 仕 候 、 其 節

南 都 流 御 酒 造 方 仕 、 段 々 大 屋 形 様 御 風 味
ニ

被 為 入 、 本

望 至 極 奉 存 候 御 事 、

一 み ぞ れ 酒 も 南 都 へ 罷 登 稽 古 仕 、 造 方 指 上 申 候 所
ニ

、 是

又 御 風 味
ニ

相 入 、 年 々 指 上 申 候 御 事 、

一 享 保 二 十 年 五 月 貞 山 様 御 百 年 御 忌 御 法 事 之 節 、 軽 キ 者

ニ

候 共 、 拝
ニ

罷 出 度 存 候 ハ ヾ 可 罷 出 由 、 御 触 奉 承 知 、

乍 恐 品 々 奉 願 拙 者 儀 拝
ニ

罷 出 、 難 有 仕 合 奉 存 候 御 事 、

一 榧 森 仕 込 方 先 祖 代 ゟ 家 伝 ニ テ 御 先 代 様
江

指 上 申 候 所 大

屋 形 様 御 好 不 被 遊 候 故 、 仕 込 方 不 仕 候 御 事 、

一 拙 者 儀 去 巳 年 十 一 月 御 出 入 司 支 配 組 抜
ニ

被 仰 付 、 難 有

仕 合 冥 加 至 極 奉 存 候 御 事 、

　 右 之 通 先 祖 榧 森 又 右 衛 門 代 ゟ 拙 者 迄 、 六 代 年 数 百 四

拾 一 年 首 尾 能 奉 勤 仕 候 、 以 上 、

　　 九
（ 寛 延 元 年 ヵ ）

月 廿 五 日

　　　　　　　　　　　　　 榧 森　 与 左 衛 門

№ 25  「 榧 森 市 郎 左 衛 門 願 口 上 書 」

（ 「 榧 森 文 書 」 『 別 編　 収 録 文 書 』 ）

御 酒 御 用 之 儀 者 、 自 分
ニ

元 入 仕 心 掛 置 、 其 上 人 数 召 抱 置

不 申 候 得 者 、 相 勤 兼 候 御 用 之 儀
二

御 座 候 処 、 右 心 掛 も 可

仕 様 無 御 座 、 如 何 様
ニ

も 引 続 相 勤 兼 儀 、

( 中 略 )

御 酒 蔵 儀 者 、 往 古 ゟ 御 上 御 普 請
ニ

而 被 相 立 置 候 、 御 酒 蔵

御 絵 図
ニ

も 罷 成 居 候 御 酒 蔵
ニ

而 、 横 五 間
ニ

長 サ 拾 六 間 之 御

蔵　 至 極 之 大 破　 屋 根 計 も 相 出 不 申

( 寛 政 元 年 )

№ 27  「 榧 森 亀 之 助 宛 書 状 」（ 「 榧 森 文 書 」 『 別 編　 収 録 文 書 』 ）

　　　 一 丸 代 三 拾 貫 文

右 之 通 、 此 度 御 町 内 一 統 酒 造 方 壱 丁 壱 本
ニ

御 公 儀 様 ゟ

被 仰 渡 候
ニ

付 、 其 元 様 ゟ 酉 ノ 年 ゟ 卯 ノ 年 七 月 迄 金 三 拾 五

切
ニ

而 看 板 借 用 仕 居 候 処 、 当 年 ゟ 三 百 石 造 丸 代 八 拾 貫 文 、

百 五 拾 石 造 丸 代 四 拾 貫 文 御 定 之 御 役 代 御 座 候 得 共 、 格 別

之 御 用 捨 申 請 壱
（ マ マ ）

ヶ 年 酉 ゟ 卯 ノ 年 七 月 迄 之 御 合 力 金
江

不

相 構 、 壱 丁
ニ

壱 本 之 御 年 限 中 ハ 丸 代 三 拾 貫 文 ツ ツ 壱 ヶ 年

ニ

両 人 申 合 御 合 力 金 相 済 し 可 申 候 、

若 し 済 方 不 納 候 は 、 ゝ 、 日 々 之 酒 売 之 代 を 以 少 も 無 相 違

相 済 し 可 申 候 、 尤 壱 ヶ 年
ニ

弐 季
ニ

相 済 し 可 申 候 、 為 後 日

之 受 合 口 入 連 判 を 以 証 文 如 件 、

　 享 和 三 亥 年 九
（ マ マ ）

年　

　　　　　　　　　 預 り 主　 菅 原 屋 長 蔵　　　( 印 )

　　　　　　　　　 請　 合　 高 橋 屋 久 左 衛 門　( 印 )

　　 榧 森 亀 之 助 殿

№ 28  「 榧 森 惣 吉 願 口 上 書 」（ 「 榧 森 文 書 」『 別 編　 収 録 文 書 』 ）

此 度 、 御 町 方 酒 屋 壱 町
ニ

壱 軒 つ ゝ 被 相 明 、 余 ハ 被 相 留 候

ニ 付 、 休 酒 屋 数 多 相 出 候 処 、 右 休 酒 屋 之 内 弐 ヶ 所 、 当 年

ゟ 向 十 五 年 相 対 を 以 借 受 、 右
ニ

申 上 候 無 役 御 免 判 出 店 弐

軒 弐 ヶ 所
江

御 免 被 成 下 、 右 御 免 穀 四 百 五 拾 石 之 内 三 百 石

弐 ヶ 所
江

百 五 十 石 つ ゝ 分 配 仕 、 右 出 店 弐 軒
ニ

而 当 年 寒 造

ゟ 向 十 五 ヶ 年 造 方 仕 、 無 御 役 を 以 直 々 於 同 所
ニ

、 右 年 数

売 払 候 様 被 成 下 度 奉 願 候 、

( 中 略 )

連 年 困 窮　 御 酒 蔵 ハ 勿 論 中 々 自 力
ニ

取 繕 兼 、 終
ニ

居 宅 之

外 相 禿 何 共 無 拠 仕 合 、

( 文 政 十 三 年 )

№ 18  「 払 方 」（ 「 榧 森 文 書 」『 別 編 収 録 文 書 』 ）

御 膳 酒　 八 石 九 斗 九 升 四 合　 但 御 膳 酒
ニ

入 、

御 膳 酒　 七 升 五 勺　 但 公 儀 御 馬 買 衆
并

他 国 ゟ の 御 使 者

御 見 廻 衆 御 賄
ニ

入 、

地 諸 白　 八 石 八 斗 六 升 八 合　 延 宝 八 年 分 御 勘 定 之 上 払

過 之 分 、 九 年 分 御 勘 定 之 節 払
ニ

相 立 可 申 由 、

地 諸 白　 三 拾 九 石 壱 升 三 合　 但 御 大 所 御 用 酒
ニ

入 、

地 諸 白　 四 石 六 斗 五 升 五 合　 但 御 大 所 御 用 酒
ニ

入 、 忍 冬

酒 四 斗 六 升 五 合 五 勺
ニ

而 渡 、 忍 冬 酒 壱 升
ニ

付 諸

白 壱 斗 之 払
ニ

御 定 、

地 諸 白　 弐 升 五 合　 但 御 大 所 御 用 酒
ニ

入 、 味 淋 酒 五 合
ニ

而 渡 、 美 淋 酒 壱 升
ニ

付 諸 白 五 升 之 払 、

地 諸 白　 拾 壱 石 九 斗 八 升　 但 厳 有 院 様 御 仏 殿 御 造 営
ニ

付 而 御 拝 殿 御 棟 祭 御 棟 上 御 祝 儀 、 其 外 御 作 事 方

ニ

而 御 細 工 始 御 普 請 始
ニ

入 、　

地 諸 白　 弐 拾 壱 石 六 斗 九 升 九 合　 御 勘 定 屋 書 付
ニ

而

所 々 へ 相 渡 、

地 諸 白　 三 斗 弐 升 五 合　 公 儀 御 馬 買 衆 御 馳 走
ニ

入　 忍

冬 酒 三 升
二

合 五 勺
ニ

而 渡 、

地 諸 白　 五 升　 手 前 御 蔵 開
ニ

毎 年 被 下 置 、

諸 白 粕　 三 拾 石

　　 内　 三 石 九 升 五 合 延 宝 八 年 分　 過 払 分 弐 拾 六 石 九

斗 五 合　 御 勘 定 所 書 付
ニ

而 所 々 へ 相 渡 、

（ 天 和 元 年 ）

№ 19  「 榧 森 宛 書 状 」（ 「 榧 森 文 書 」『 別 編 収 録 文 書 』 ）

流 木　　 壱 千 百 六 拾 八 本　 御 勘 定 屋 書 付
ニ

而 笹 原 伝 兵 衛

殿 、 庄 司 九 伝 殿 ゟ 受 取 本 帳 判 在 内 、 九 百 本 は 御

本 米 百 五 拾 石 ふ か し 木
ニ

入 、 壱 石 ニ 六 本 ツ ツ 、

弐 百 六 拾 八 本 ハ 火 当 木
ニ

入 、 此 酒 高 六 拾 壱 石 七

斗 、 但 御 酒 拾 石
ニ

付 四 拾 三 本 半 宛 、

上 藁 莚　 九 拾 枚　 同 段 ニ テ 黒 田 休 之 亟 殿 ゟ 受 取 本 帳 判

在　 但 し 御 本 米 拾 石
ニ

六 枚 □ □ 御 酒 米 ふ か し

さ ま し 申
ニ

入 御 定
ニ

而 如 此 、

上 細 美 木 綿　 七 端
（ マ マ ）

分　 同 断 ニ テ 鈴 木 与 兵 衛 殿 ゟ 受 取 本

帳 判 在　 壱 丈 六 尺 五 寸　 但 し 御 本 米 二 拾 石
ニ

付 木 綿 壱 端 宛 御 定 ヲ 以 如 此　 御 酒 掛 袋
ニ

入 、

荏 水 油　 四 升 壱 合 六 勺 六 才　 右 同 断
ニ

而 水 戸 藤 右 衛 門

殿 ゟ 受 取 本 帳 判 在 内 、 弐 升 八 勺 三 才 受 取 過
ニ

付

天 和 二 年 分 本 帳
ニ

受 取 申 候　 但 御 酒 蔵
ニ

而 と ほ

し あ か り
ニ

入 、

御 人 足 出 入　 三 百 五 拾 七 人　 同 断 ニ 而 庄 司 弥 次 右 衛 門

殿 ゟ 受 取 本 帳
ニ

判 在　 但 本 米 百 石
ニ

付 弐 百 三

拾 八 人 之 御 定
ニ

而 御 米 為 打 申
ニ

入 、

（ 天 和 元 年 ）

№ 23  「 榧 森 与 左 衛 門 書 上 」（ 「 榧 森 文 書 」『 市 史 ９ 』 ）

拙 者 儀 先 祖 苗 字 之 儀 品 々 可 申 上 候 由 被 仰 付 候

大 図 左 之 通 書 立 申 上 候 御 事

一 拙 者 儀 先 祖 榧 森 又 右 衛 門 儀 苗 字 雲 野
ニ

御 座 候 所 、 和 州

浪 人
ニ

而 榧 森 と 申 在 所
ニ

罷 在 候 、 兼 日 柳 生 但 馬 守 様
江

御

出 入 仕 候 所 、 貞 山 様 但 馬 守 様
江

御 参 会 被 遊 候 節 、 奈 良

ゟ 酒 造 申 者 被 召 抱 度 由 御 意 被 遊 候
ニ

付 、 但 馬 守 様 御 取

持 を 以 慶 長 十 三 年 奈 良 ゟ 被 相 下 、 御 外 人 屋
ニ

被 指 置 、

御 賄 被 下 置 、 片 倉 備 中 様 御 取 次 を 以 御 目 見 被 仰 付 、 其

後 御 酒 造 方 御 用 被 仰 付 、 御 切 米 拾 両 御 扶 持 方 拾 人 分 被

下 置 、 貞 山 様 別 而 思 召 を 以　 御 直 々 御 酒 蔵 所 柄 被 遊 御

指 図 、 御 城 内
ニ

御 酒 蔵 被 相 立 、 御 兵 具 之 内 御 鉄 砲 御 槍

被 下 置 候 由 、 今
ニ

所 持 仕 候 、 其 節 苗 字 御 免 被 成 下 、 在

名 榧 森 与 相 名 乗 罷 在 候 御 事 、

一 若 林
江

貞 山 様 御 移 被 遊 候 節 、 右 又 右 衛 門 儀 被 召 連 、 屋

敷 所 被 下 置 、 居 宅 被 建 下 、 若 林
江

相 詰 御 用 達 勤 仕 候 由

申 伝 候 御 事 、

一 当 時 罷 在 候 居 宅 并 若 林 居 宅 へ も 度 々 被 為 入 、 御 目 見 被

仰 付 、 時 々 献 上 物 拝 領 物 仕 候 由 、 難 有 御 意 被 成 下 候 由 、

留
ニ

相 記 置 申 候 御 事 、

一 右 又 右 衛 門 儀

　 貞 山 様 御 代 色 々 難 有 被 成 下 候 上 、 鞍 馬 御 免 被 成 下 、

元 三 之 御 規 式 御 流 頂 戴 仕 、 御 能 御 座 候 節 ハ 拝 見

被 仰 付 、 御 参 勤 御 下 向 之 節 途 中
江

罷 出 御 目 見 被　 仰 付 候

由 、 留
ニ

相 記 置 申 候 御 事 、

一 寛 永 十 八 年 右 又 右 衛 門 儀
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　 義 山 様 御 代 津 田 豊 前 様 を 以 隱 居 願 申 上 候 所 、 御 前
江

被

召 出 、　 御 直
ニ

酒 庵 与 名 被 下 置 、 上 続 次 第 相 勤 可 申 由

被　 仰 付 候 由 、 留
ニ

相 見 得 申 候 御 事 、

一 右 又 右 衛 門 儀 万 治 二 年 迄 相 勤 、 高 祖 父 榧 森 又 五 郎 儀 寛

文 二 年 迄 首 尾 能 相 務 申 候 御 事 、

一 曾 祖 父 榧 森 又 右 衛 門 儀 元 禄 七 年 迄 首 尾 好 相 務 、 祖 父 榧

森 又 右 衛 門 儀 元 禄 十 六 年 迄 首 尾 能 相 務 、 養 父 榧 森 又 五

郎 儀 宝 永 七 年 迄 首 尾 能 相 勤 、 病 身
ニ

付 隠 居 願 申 上 候 処 、

願 之 通 被　 仰 渡 候 御 事 、

一 拙 者 儀 正 徳 元 年 ゟ 右 又 五 郎 隠 居 跡 式 被 仰 渡 、 御 切 米 拾

両 御 扶 持 方 拾 人 分 被 下 置 、 難 有 仕 合 奉 存 候 、 拙 者 正 徳

元 年 よ り 当 年 迄 三 十 八 ヶ 年 首 尾 能 奉 勤 仕 候 事 、

一 拙 者 儀 享 保 拾 七 年 又 々 寒 造 酒 造 為 伝 授 御 咄 申 上 、 自 分

入 料 を 以 、 南 都 へ 罷 登 、 同 十 八 年 三 月 下 着 仕 候 、 其 節

南 都 流 御 酒 造 方 仕 、 段 々 大 屋 形 様 御 風 味
ニ

被 為 入 、 本

望 至 極 奉 存 候 御 事 、

一 み ぞ れ 酒 も 南 都 へ 罷 登 稽 古 仕 、 造 方 指 上 申 候 所
ニ

、 是

又 御 風 味
ニ

相 入 、 年 々 指 上 申 候 御 事 、

一 享 保 二 十 年 五 月 貞 山 様 御 百 年 御 忌 御 法 事 之 節 、 軽 キ 者

ニ

候 共 、 拝
ニ

罷 出 度 存 候 ハ ヾ 可 罷 出 由 、 御 触 奉 承 知 、

乍 恐 品 々 奉 願 拙 者 儀 拝
ニ

罷 出 、 難 有 仕 合 奉 存 候 御 事 、

一 榧 森 仕 込 方 先 祖 代 ゟ 家 伝 ニ テ 御 先 代 様
江

指 上 申 候 所 大

屋 形 様 御 好 不 被 遊 候 故 、 仕 込 方 不 仕 候 御 事 、

一 拙 者 儀 去 巳 年 十 一 月 御 出 入 司 支 配 組 抜
ニ

被 仰 付 、 難 有

仕 合 冥 加 至 極 奉 存 候 御 事 、

　 右 之 通 先 祖 榧 森 又 右 衛 門 代 ゟ 拙 者 迄 、 六 代 年 数 百 四

拾 一 年 首 尾 能 奉 勤 仕 候 、 以 上 、

　　 九
（ 寛 延 元 年 ヵ ）

月 廿 五 日

　　　　　　　　　　　　　 榧 森　 与 左 衛 門

№ 25  「 榧 森 市 郎 左 衛 門 願 口 上 書 」

（ 「 榧 森 文 書 」 『 別 編　 収 録 文 書 』 ）

御 酒 御 用 之 儀 者 、 自 分
ニ

元 入 仕 心 掛 置 、 其 上 人 数 召 抱 置

不 申 候 得 者 、 相 勤 兼 候 御 用 之 儀
二

御 座 候 処 、 右 心 掛 も 可

仕 様 無 御 座 、 如 何 様
ニ

も 引 続 相 勤 兼 儀 、

( 中 略 )

御 酒 蔵 儀 者 、 往 古 ゟ 御 上 御 普 請
ニ

而 被 相 立 置 候 、 御 酒 蔵

御 絵 図
ニ

も 罷 成 居 候 御 酒 蔵
ニ

而 、 横 五 間
ニ

長 サ 拾 六 間 之 御

蔵　 至 極 之 大 破　 屋 根 計 も 相 出 不 申

( 寛 政 元 年 )

№ 27  「 榧 森 亀 之 助 宛 書 状 」（ 「 榧 森 文 書 」 『 別 編　 収 録 文 書 』 ）

　　　 一 丸 代 三 拾 貫 文

右 之 通 、 此 度 御 町 内 一 統 酒 造 方 壱 丁 壱 本
ニ

御 公 儀 様 ゟ

被 仰 渡 候
ニ

付 、 其 元 様 ゟ 酉 ノ 年 ゟ 卯 ノ 年 七 月 迄 金 三 拾 五

切
ニ

而 看 板 借 用 仕 居 候 処 、 当 年 ゟ 三 百 石 造 丸 代 八 拾 貫 文 、

百 五 拾 石 造 丸 代 四 拾 貫 文 御 定 之 御 役 代 御 座 候 得 共 、 格 別

之 御 用 捨 申 請 壱
（ マ マ ）

ヶ 年 酉 ゟ 卯 ノ 年 七 月 迄 之 御 合 力 金
江

不

相 構 、 壱 丁
ニ

壱 本 之 御 年 限 中 ハ 丸 代 三 拾 貫 文 ツ ツ 壱 ヶ 年

ニ

両 人 申 合 御 合 力 金 相 済 し 可 申 候 、

若 し 済 方 不 納 候 は 、 ゝ 、 日 々 之 酒 売 之 代 を 以 少 も 無 相 違

相 済 し 可 申 候 、 尤 壱 ヶ 年
ニ

弐 季
ニ

相 済 し 可 申 候 、 為 後 日

之 受 合 口 入 連 判 を 以 証 文 如 件 、

　 享 和 三 亥 年 九
（ マ マ ）

年　

　　　　　　　　　 預 り 主　 菅 原 屋 長 蔵　　　( 印 )

　　　　　　　　　 請　 合　 高 橋 屋 久 左 衛 門　( 印 )

　　 榧 森 亀 之 助 殿

№ 28  「 榧 森 惣 吉 願 口 上 書 」（ 「 榧 森 文 書 」『 別 編　 収 録 文 書 』 ）

此 度 、 御 町 方 酒 屋 壱 町
ニ

壱 軒 つ ゝ 被 相 明 、 余 ハ 被 相 留 候

ニ 付 、 休 酒 屋 数 多 相 出 候 処 、 右 休 酒 屋 之 内 弐 ヶ 所 、 当 年

ゟ 向 十 五 年 相 対 を 以 借 受 、 右
ニ

申 上 候 無 役 御 免 判 出 店 弐

軒 弐 ヶ 所
江

御 免 被 成 下 、 右 御 免 穀 四 百 五 拾 石 之 内 三 百 石

弐 ヶ 所
江

百 五 十 石 つ ゝ 分 配 仕 、 右 出 店 弐 軒
ニ

而 当 年 寒 造

ゟ 向 十 五 ヶ 年 造 方 仕 、 無 御 役 を 以 直 々 於 同 所
ニ

、 右 年 数

売 払 候 様 被 成 下 度 奉 願 候 、

( 中 略 )

連 年 困 窮　 御 酒 蔵 ハ 勿 論 中 々 自 力
ニ

取 繕 兼 、 終
ニ

居 宅 之

外 相 禿 何 共 無 拠 仕 合 、

( 文 政 十 三 年 )

№ 18  「 払 方 」（ 「 榧 森 文 書 」『 別 編 収 録 文 書 』 ）

御 膳 酒　 八 石 九 斗 九 升 四 合　 但 御 膳 酒
ニ

入 、

御 膳 酒　 七 升 五 勺　 但 公 儀 御 馬 買 衆
并

他 国 ゟ の 御 使 者

御 見 廻 衆 御 賄
ニ

入 、

地 諸 白　 八 石 八 斗 六 升 八 合　 延 宝 八 年 分 御 勘 定 之 上 払

過 之 分 、 九 年 分 御 勘 定 之 節 払
ニ

相 立 可 申 由 、

地 諸 白　 三 拾 九 石 壱 升 三 合　 但 御 大 所 御 用 酒
ニ

入 、

地 諸 白　 四 石 六 斗 五 升 五 合　 但 御 大 所 御 用 酒
ニ

入 、 忍 冬

酒 四 斗 六 升 五 合 五 勺
ニ

而 渡 、 忍 冬 酒 壱 升
ニ

付 諸

白 壱 斗 之 払
ニ

御 定 、

地 諸 白　 弐 升 五 合　 但 御 大 所 御 用 酒
ニ

入 、 味 淋 酒 五 合
ニ

而 渡 、 美 淋 酒 壱 升
ニ

付 諸 白 五 升 之 払 、

地 諸 白　 拾 壱 石 九 斗 八 升　 但 厳 有 院 様 御 仏 殿 御 造 営
ニ

付 而 御 拝 殿 御 棟 祭 御 棟 上 御 祝 儀 、 其 外 御 作 事 方

ニ

而 御 細 工 始 御 普 請 始
ニ

入 、　

地 諸 白　 弐 拾 壱 石 六 斗 九 升 九 合　 御 勘 定 屋 書 付
ニ

而

所 々 へ 相 渡 、

地 諸 白　 三 斗 弐 升 五 合　 公 儀 御 馬 買 衆 御 馳 走
ニ

入　 忍

冬 酒 三 升
二

合 五 勺
ニ

而 渡 、

地 諸 白　 五 升　 手 前 御 蔵 開
ニ

毎 年 被 下 置 、

諸 白 粕　 三 拾 石

　　 内　 三 石 九 升 五 合 延 宝 八 年 分　 過 払 分 弐 拾 六 石 九

斗 五 合　 御 勘 定 所 書 付
ニ

而 所 々 へ 相 渡 、

（ 天 和 元 年 ）

№ 19  「 榧 森 宛 書 状 」（ 「 榧 森 文 書 」『 別 編 収 録 文 書 』 ）

流 木　　 壱 千 百 六 拾 八 本　 御 勘 定 屋 書 付
ニ

而 笹 原 伝 兵 衛

殿 、 庄 司 九 伝 殿 ゟ 受 取 本 帳 判 在 内 、 九 百 本 は 御

本 米 百 五 拾 石 ふ か し 木
ニ

入 、 壱 石 ニ 六 本 ツ ツ 、

弐 百 六 拾 八 本 ハ 火 当 木
ニ

入 、 此 酒 高 六 拾 壱 石 七

斗 、 但 御 酒 拾 石
ニ

付 四 拾 三 本 半 宛 、

上 藁 莚　 九 拾 枚　 同 段 ニ テ 黒 田 休 之 亟 殿 ゟ 受 取 本 帳 判

在　 但 し 御 本 米 拾 石
ニ

六 枚 □ □ 御 酒 米 ふ か し

さ ま し 申
ニ

入 御 定
ニ

而 如 此 、

上 細 美 木 綿　 七 端
（ マ マ ）

分　 同 断 ニ テ 鈴 木 与 兵 衛 殿 ゟ 受 取 本

帳 判 在　 壱 丈 六 尺 五 寸　 但 し 御 本 米 二 拾 石
ニ

付 木 綿 壱 端 宛 御 定 ヲ 以 如 此　 御 酒 掛 袋
ニ

入 、

荏 水 油　 四 升 壱 合 六 勺 六 才　 右 同 断
ニ

而 水 戸 藤 右 衛 門

殿 ゟ 受 取 本 帳 判 在 内 、 弐 升 八 勺 三 才 受 取 過
ニ

付

天 和 二 年 分 本 帳
ニ

受 取 申 候　 但 御 酒 蔵
ニ

而 と ほ

し あ か り
ニ

入 、

御 人 足 出 入　 三 百 五 拾 七 人　 同 断 ニ 而 庄 司 弥 次 右 衛 門

殿 ゟ 受 取 本 帳
ニ

判 在　 但 本 米 百 石
ニ

付 弐 百 三

拾 八 人 之 御 定
ニ

而 御 米 為 打 申
ニ

入 、

（ 天 和 元 年 ）

№ 23  「 榧 森 与 左 衛 門 書 上 」（ 「 榧 森 文 書 」『 市 史 ９ 』 ）

拙 者 儀 先 祖 苗 字 之 儀 品 々 可 申 上 候 由 被 仰 付 候

大 図 左 之 通 書 立 申 上 候 御 事

一 拙 者 儀 先 祖 榧 森 又 右 衛 門 儀 苗 字 雲 野
ニ

御 座 候 所 、 和 州

浪 人
ニ

而 榧 森 と 申 在 所
ニ

罷 在 候 、 兼 日 柳 生 但 馬 守 様
江

御

出 入 仕 候 所 、 貞 山 様 但 馬 守 様
江

御 参 会 被 遊 候 節 、 奈 良

ゟ 酒 造 申 者 被 召 抱 度 由 御 意 被 遊 候
ニ

付 、 但 馬 守 様 御 取

持 を 以 慶 長 十 三 年 奈 良 ゟ 被 相 下 、 御 外 人 屋
ニ

被 指 置 、

御 賄 被 下 置 、 片 倉 備 中 様 御 取 次 を 以 御 目 見 被 仰 付 、 其

後 御 酒 造 方 御 用 被 仰 付 、 御 切 米 拾 両 御 扶 持 方 拾 人 分 被

下 置 、 貞 山 様 別 而 思 召 を 以　 御 直 々 御 酒 蔵 所 柄 被 遊 御

指 図 、 御 城 内
ニ

御 酒 蔵 被 相 立 、 御 兵 具 之 内 御 鉄 砲 御 槍

被 下 置 候 由 、 今
ニ

所 持 仕 候 、 其 節 苗 字 御 免 被 成 下 、 在

名 榧 森 与 相 名 乗 罷 在 候 御 事 、

一 若 林
江

貞 山 様 御 移 被 遊 候 節 、 右 又 右 衛 門 儀 被 召 連 、 屋

敷 所 被 下 置 、 居 宅 被 建 下 、 若 林
江

相 詰 御 用 達 勤 仕 候 由

申 伝 候 御 事 、

一 当 時 罷 在 候 居 宅 并 若 林 居 宅 へ も 度 々 被 為 入 、 御 目 見 被

仰 付 、 時 々 献 上 物 拝 領 物 仕 候 由 、 難 有 御 意 被 成 下 候 由 、

留
ニ

相 記 置 申 候 御 事 、

一 右 又 右 衛 門 儀

　 貞 山 様 御 代 色 々 難 有 被 成 下 候 上 、 鞍 馬 御 免 被 成 下 、

元 三 之 御 規 式 御 流 頂 戴 仕 、 御 能 御 座 候 節 ハ 拝 見

被 仰 付 、 御 参 勤 御 下 向 之 節 途 中
江

罷 出 御 目 見 被　 仰 付 候

由 、 留
ニ

相 記 置 申 候 御 事 、

一 寛 永 十 八 年 右 又 右 衛 門 儀
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和暦 西暦 月日 出来事 出典 藩主 榧森当主

慶長12年 1607
4月1日 伊達政宗、江戸城堀普請を命じられ、江戸へ向かう。 『治家』

政宗

9月11日 政宗、茂庭綱元に酒職人を新規で招き仙台に送ることを伝える。 『政宗 2』

慶長13年 1608 榧森又右衛門が仙台城内( 造酒屋敷 )で御用酒屋を開始する。 「書上」

初代
又右衛門

慶長15年 1610 1月 仙台城、本丸大広間・懸造・書院・能舞台が完成する。 『治家』

元和1年 1615 又右衛門、政宗上洛の際も共に行き、京都で忍冬酒造方秘法を伝授。 「榧文」

寛永 3年 1626 岩井氏、又右衛門の推薦で奈良から呼ばれ、御用酒屋として取り立てられる。 『別編』

寛永16年 1639 6月25日 伊達忠宗、仙台城二の丸へ移り、藩政の中心が二の丸屋敷となる。 『治家』
忠宗

寛永18年 1641 又右衛門、忠宗より「酒庵」の号を指し置かれる。 「書上」

万治2年 1659 榧森又五郎、2代当主となる。 「書上」 綱宗 2代又五郎

寛文 2年 1662 榧森又右衛門、3代当主となる。 「書上」

綱村

3代
又右衛門

天和 3年 1683 10月27日 又右衛門、藩主より時服拝領する。 「書上」

元禄1年 1688 11月 4日 伊達綱村、幕府より日光東照宮の陽明門・護摩堂・本社などの普請を課される。 『治家』

元禄 2年 1689 7月
酒造御入料(官給品 )の削減が行われる。「火当流木」・「米搗方人足」(238人から170人）・

「定付人足」(3人から2人 )
「榧文」

元禄7年 1694 榧森茂一郎、4代当主となる。 「書上」 4代茂市郎

元禄16年 1703 榧森又五郎、5代当主となる。 「書上」

吉村

5代
又五郎

宝永 3年 1706 伊達吉村、参勤交代ができない程、藩財政が困窮する。 「市史」

宝永6年 1709 6月 市中酒屋経営における酒株がみられる。「城下御酒造御免石、榧森分450石、岩井分250石」『別編』

正徳1年 1711 榧森与左衛門、6代当主となる。 「書上」

6代
与左衛門

享保 3年 1718 12月25日 仙台藩、江戸上屋敷を火災により焼失。 「市史」

享保 4年 1719 2月 与左衛門、倹約中は造酒屋敷にある藩管理下の建物は修理が行われない。 『修覆』

享保 6年 1721 7月9日 造酒屋敷、大雨により西側斜面全域が土砂崩れを起こす。 『絵図』

享保17年 1732
6月

南都より榧森御酒屋師匠舛屋六兵衛来仙、与左衛門、藩主の指示により南都流酒造方口
伝を受ける。

『別編』

11月17日 与左衛門、自費で奈良に行き、南都寒造りを見聞する。 「書上」

享保18年 1733 3月
与左衛門、南都流酒造方を習得して帰仙した。南都より諸白樽を藩主に献上する。藩主よ
り南都に謝礼として鮭子籠二尺送付している。

「書上」

享保 20 年 1735 与左衛門、御膳酒「勝ノ井」を藩主に差し上げる。 『別編』

元文 3年 1738

5月 与左衛門、御膳酒南部流「玉ノ井」を藩主に差し上げる。 『別編』

7月 与左衛門、御膳酒南部流「秋ノ井」、「夏井」を藩主に差し上げる。 『別編』

10月 与左衛門、御膳酒中汲「増井」、「薄濁永井」を藩主に差し上げる。 『別編』

11月 与左衛門、新御膳酒「壺ノ井」を藩主に差し上げる。 『別編』

元文4年 1739 3月 与左衛門、南都流「安ノ井」、「竹本」を藩主に差し上げる。 『別編』

元文 5年 1740 12月 与左衛門、南都流みぞれ酒を藩主に差し上げる。 「書上」

延享 4年 1747 3月4日 伊達宗村、榧森与左衛門の酒蔵を見学する。 『別編』

宗村

寛延 2年 1749 7月 榧森与助、7代当主となる。 『別編』
7代与助

寛延 3年 1750 11月 与助、「名医いにん酒」、「紫蘇酒」を藩主に差し上げる。 『別編』

宝暦 2年 1752 2月 榧森市郎左衛門、8代当主となる。 『別編』

8代
市郎左衛門

宝暦 4年 1754 11月 一郎左衛門、御膳酒「松ノ井」、「朝ノ井」、「梅ノ井」を藩主に差し上げる。 『別編』

宝暦 5年 1755 宝暦の飢饉が起きる。( 酒造制限令が出される) 「市史」

宝暦 8年 1758 4月 市郎左衛門、「椿井」・「亀ノ井」、名酒「榧酒」を藩主に差し上げる。 『別編』

重村

宝暦12年 1762 4月 市郎左衛門、「千代井」・「松ノ井」・「竹ノ井」を藩主に差し上げる。 『別編』

明和 7年 1770 市郎左衛門、藩主より印籠酒の製造を命ぜられる。 「榧文」

安永4年 1775 4月 市郎左衛門、自費で奈良に行き、南都寒造りを見聞する。 「榧文」

天明 3年 1783
3月 市郎左衛門、南都流諸白酒 2品、藩主に差し上げる。 「榧文」

天明の飢饉が起きる。( 酒造制限令が出される) 「市史」

天明 4年 1784 1月 市中酒屋の新沼屋・浅賀屋、新規に御用酒屋として成立。 『郷土』

天明 7年 1787 11月19日 仙台長雨・洪水、仙台藩の損耗 31万 3000 石を幕府に報告。 「市史」

寛政元年 1789 『御修覆帳』①・②に描かれる横 5間×長16間の酒蔵( 建物 A)が大破する。 「榧文」

享和 3年 1803
榧森亀之助、9代当主となる。 「榧文」

周宗
9代

亀之助9月 亀之助、市中酒屋の菅原屋長蔵に榧森の看板を貸す。 「榧文」

文化10 年 1813 榧森惣吉、10 代当主となる。 「榧文」 宗純

10 代
惣吉

文政 12年 1829 8月21日 仙台大嵐。広瀬川が氾濫し、大橋以外の橋が全て流失。 「市史」
宗札

文政 13年 1830 11月16日 惣吉、市中酒屋経営のうち「休酒屋」が多く困窮する。酒蔵は居宅以外潰れる。 「榧文」

安政4年 1857
11月 惣吉、これまでの御用酒屋経営の内容を記載した書状を書く。 「榧文」

慶邦
伊澤平蔵、仙台藩御用酒屋に取り立てられる。 『物産』

明治 4年 1871 7月 廃藩置県により、仙台藩が廃止となり仙台県が設置。 「市史」 12代孝蔵ヵ

明治7年 1874 大伯母やす、13代当主となる。 『実業』
13代やす

明治 9年 1876 大伯母やす、酒造業が廃業となる。 『実業』

凡例 

出典の略称は『治家』：『伊達治家記録』、『別編』：『宮城県酒造史　別篇』、『政宗 2』：『仙台市史政宗文書 2』、『物産』：『藩祖以来仙台物産誌』、『実業』：『仙台藩祖時代実業一斑』、『郷土』：『郷

土飢饉の研究』、『修覆』：『御修覆帳』②、『絵図』：『仙台城修復窺絵図』、「市史」：『仙台市史　通史編 4・5　近世 2・3』・『仙台市史　年表』「榧文」：「榧森文書」、「書上」：「榧森与左衛門書上」

とした。

造酒屋敷と仙台藩関連年表
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5．総括
(1) 仙台城跡における造酒屋敷跡の評価
　6 次にわたる調査で、建物跡 3 棟、井戸跡 3 基、カマド跡 2 基などの酒造りに関わる遺構が検出された。また、備

前産大甕や桶・樽に関連する遺物なども出土し、仙台城跡の造酒屋敷跡と呼ばれる場所で酒造りを行っていたことが、

遺構と遺物の両面から明らかになった。さらには、酒造りに関連する木簡も出土し、新たな造酒屋敷に関する文字資

料を得ることができた。出土した木簡の中には、史料にも記載のある、榧森氏の人名が書かれたものが含まれ、出土

文字資料からも造酒屋敷跡で酒造りを行っていたことが裏付けられた。このように、城内で酒造りを行っていた城郭

は、日本国内でも極めて稀な事例であり、現状では、城内で酒造りを行っていた確実な事例として、日本で唯一と考

えられる。このことは、全国的に見ても仙台城跡の特異な点である。

　造酒屋敷跡の成立に関して確実な遺構はないが、榧森氏が仙台で酒造りを始めたと考えられる 17 世紀前葉頃の遺

物が出土している。築城期から造酒屋敷が成立していたのかは明確ではないものの、少なくともこの曲輪については

築城期から何らかの形で利用されていたと推定される。この場所が造酒屋敷として利用されていたことが明らかなの

は、四代藩主綱村の時代の 17 世紀中頃であり、『寛文絵図』から寛文 4年（1664）には既に成立していたことは間違

いない。遺物も 17 世紀後半以降のものが豊富にあり、絵図からわかる造酒屋敷の成立年代と大きな矛盾はない。

　また、造酒屋敷跡は巽門跡に隣接する位置にあるが、巽門を通る登城路は築城期の大手筋と考えられ（菅野

2002）、門脇の重要な曲輪で酒造りを行っていることになる。このような軍事的に重要な場所を、築城当初から酒造

りに利用していたとは考えにくいが、仮に築城当初から存在していたとすると、何らかの意図が窺える。最終的にど

のような理由でこの場所が選ばれたのかは不明であるが、寛文 4年以前に、城内の重要な場所に重臣でもない職人を

居住させる事が出来た人物は限られる。寛文 4 年段階では綱村は幼少であり、また三代藩主綱宗も短期間で退位して

いるため、このような重要な決定を下したとは考え難い。よって造酒屋敷は、おおむね政宗の時代、遅くとも二代藩

主忠宗の時代には成立していたものと考えられる。

(2) 今後の整備に向けた課題
　造酒屋敷跡の調査成果から、酒造工程のうち蒸米の工程が行われていたことは、カマド跡が検出されているため明

らかである。しかし、その他の工程については確実な遺構がないため不明である。唯一、洗米の工程は、井戸跡が検

出されていることから想定できるが、『伊達家史叢談』で描かれた位置とは異なるため、洗米には他の井戸が利用さ

れていた可能性も残る。不明な点が多く、造酒屋敷跡のなかで酒造りに関連する遺構を明らかにしていくことが今後

の課題である。

　これまでの調査で 3棟の建物跡を検出したが、この建物跡の規模は不明であり、酒造工程の多くが屋内で行われる

ことからも、建物規模を明らかにすることが必要である。規模が確定し、酒造遺構が明らかになることで、造酒屋敷

跡での酒造りの工程を復元することが可能となる。今後の追加調査も含めて検討していく必要がある。

　屋敷地の境界について、地形等の制約により、西辺（崖地）と東辺（巽門西側石垣）は明らかであるが、北辺と南

辺は明確になっていない。特に北辺は、登城路との境界であることから、その解明は巽門跡から清水門跡へ至る登城

路を今後整備する上でも重要な課題である。また、屋敷地への入口の場所の特定も課題である。『仙台城内榧森御酒

屋之図』には、北辺と南辺に出入口と考えられる門の表現があり、屋敷地の境界を明らかにするうえで重要な施設で

あるため、今後進めていく登城路跡の調査と関連して解明していく必要がある。 

　造酒屋敷の成立年代については、遺物や文献史料から、17 世紀前半（可能性として慶長年間）には成立していた

可能性を指摘できるが、確実な遺構は明らかに出来ていないため、どこまで遡るのかは不明である。さらに、17 世

紀前半代の遺物は量が少なく、遺構に伴う出土状況でもないため、成立時期の根拠としては不十分である。造酒屋敷

跡は、西側の崖面が幾度も崩落しており、成立時期の遺構や遺物が埋没している可能性があり、この点も踏まえて、

成立期の遺構・遺物の調査・研究をしていくことが課題である。

　上記の点を明らかにしていくことで、造酒屋敷跡の整備に向けた資料を揃えていくことができると考えられる。

　なお、造酒屋敷跡の認知度が低い状況にあるため、仙台城跡に造酒屋敷跡という全国的にも珍しい地区が存在する

ことを、仙台市民だけではなく、広く全国にアピールしていくことが必要である。
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第 2 次　1 区全景（南から） 第 3 次　1 区全景（北東から）

KS-768 カマド跡検出状況（南から） KS-917 カマド跡全景（東から）

3 号建物跡全景（北から）2 号建物跡全景（北東から）

第 6 次　2 区全景（南東から） 1 号建物跡付近全景（東から）

図版10
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図版11

KS-746 井戸跡検出状況 ( 西から )KS-740 井戸跡 ( 北西から）

KS-1055 全景 ( 南から )KS-894 北壁断面（南から）

KS-894 掘削状況（東から）KS-985 炉跡全景（北から）

KS-1053 石敷遺構 ( 北東から )KS-799 井戸跡検出状況 ( 東から )
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図版12

1 2

3

4

5

6
7

1 ～ 6　約 1/6

　7　　約 1/3

KS-1039( 南東から )KS-604 全景 ( 南から )

KS-1004 溝跡断面 ( 西から )KS-1086・1087 石敷遺構 ( 南から )

造酒屋敷跡出土備前陶器
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台城跡
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04101 01033

38°

15′

18″

140°

51′

26″

2019.7.1

～
2019.11.7

19 ㎡

重要遺跡
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認調査

仙
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の丸土塁 (5 次 )

[ 第 33 次調査 ]
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～
2019.11.7
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仙
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台城跡

清水門北側石垣(2次)

[ 第 34 次調査 ]
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～
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34 ㎡

所収遺跡名 種　別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

仙 台 城 跡 城館跡 江戸時代
石垣、石列、

集石遺構

陶磁器、瓦、

金属製品

巽門西側石垣の延長を

検出

要　　約

　国庫補助事業として仙台城跡第 32 次、33 次、34 次調査を実施した。調査の結果、第 32 次

調査の登城路跡では、これまで確認されていなかった巽門西側石垣の延長を検出し、清水門跡

へと至るルートの一部を確認することができた。第 33 次調査の三の丸土塁では、江戸時代の

可能性がある集石遺構を検出したが、遺構や遺物は希薄であり、土塀などの構築物の痕跡は確

認できなかった。第 34 次調査の清水門北側石垣の測量では、平成 13 年度に行った測量成果と

比較することが出来るようになり、震災による影響や今後の修復工事に活かすことが出来る資

料を得られた。また、石垣前面にある礎石の測量も行い、対面にある清水門跡の礎石と高さが

異なることが判明した。
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